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<はじめに＞ 
 

 この生駒市の環境《令和７年度版》は、令和６(202４)年度における市の環境状況、環境関連計画により

実施された環境の保全及び創造に関する施策の状況等を明らかにした年次報告書である。 

以下に、本市の環境施策に係る計画（第３次生駒市環境基本計画、第３次生駒市環境モデル都市アクション

プラン、生駒市 SDGs 未来都市計画）、生駒市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の令和６(202４)年

度の進捗状況を示す。 

※文章中で(＊)のある用語は、８6 ページ以降の資料編に用語の解説を記載している。 

 

（※１）令和５（202３）年度の実績値。 

 

 

＜令和６年度の主なポイント＞ 

1．脱炭素化に向けた取組 

 生駒市は、令和 5 年 4 月に、令和 32（2050）年カーボンニュートラルの実現に貢献する施策として、令和

12（2030）年度までに民生部門（家庭部門及び業務その他部門）の電力消費に伴う二酸化炭素排出の実質

ゼロを目指す脱炭素先行地域に選定されたところである。 

本市の脱炭素先行地域事業の特徴は、自治体新電力「いこま市民パワー株式会社」や「複合型コミュニティ

（まちのえき）」といった本市の特徴的な事業を組み合わせて進める「市民参加型脱炭素まちづくり」である。 

令和６年３月に設立した特別目的会社である合同会社いこまサンライフが事業主体となり、令和６年度は公

共施設１０施設及び自治会集会所１施設に太陽光発電設備８６６ｋW と蓄電池１２５ｋWh を導入した。 

また、ひかりが丘自治会と萩の台住宅地自治会の２つの住生活エリアへの太陽光発電設備及び蓄電池の設

置について、各家庭のニーズに応じた選択肢を用意するため、PPA による設備導入に手法を限定せず、買切

及びリースによる設備導入を可能とするスキームに見直すとともに、全世帯を対象としたチラシのポスティング

や住民向けの説明会を実施し、令和７年４月の事業開始に向けた準備を行った。 

 

2. ペットボトルの水平リサイクル 

  本市では、カーボンニュートラルに向けた取組として、市内で排出される使用済みペットボトルを新たなペッ

トボトルに再生する「ボトル to ボトル」水平リサイクルを実施している。市内で排出されたペットボトルを安定的

― ― 49.8%

― ― 16.14万t-CO2

１人あたりCO2排出量 ― ― 1.40 t-CO2 (※1)　2.30t-CO2

遊休農地活用事業で
利用されている農地面積

平成29(2017)年度 ― 62.285㎡ ― 58,470㎡

ごみ総排出量 令和元(20１９)年度 ― ― 28,610t 30,236t

下水道普及率 平成29(2017)年度 74.8% ― ― 73.4%

市の事務事業に伴う温室
効果ガス排出量

令和５(20２３)年度 ― ― 16,770 t-CO2 22,288t-CO2

再エネによる発電容量合
計

平成29(2017)年度 ― ５２，９１８ｋW 3４,０３８ｋＷ

温室効果ガス排出量
削減率

平成25(2013)年度 (※1)　27.0万t-CO2

平成25(2013)年度

項目 基準年度

目標数値 実績値

令和9
(2027)

年度

令和10
（203８）

年度

令和12
(２０３０）

年度
令和６（202４）年度



 

 

にペットボトル原料として再利用することで、カーボンニュートラルを推進し、持続可能な循環型社会かつ脱炭

素社会の実現を目指している。 

この水平リサイクルでは、本市が収集した使用済みペットボトルをリサイクル事業者が買い受け、飲料メーカー

との連携のもと、日本国内における再資源化工程を経て新たなペットボトル原料として利用している。こうした

ペットボトルの循環利用により、新規の化石由来原料の使用抑制や CO₂排出量の削減に寄与している。 

 

3．第３次生駒市環境基本計画の中間見直し 

「第３次生駒市環境基本計画」は平成 31（令和元）年度から令和 11 年度までを計画期間として、脱炭素社

会への移行や循環型社会の形成、自然共生社会の構築などの社会的な要請に対応するため平成 31 年３月

に策定した。本計画に基づき、「豊かな自然と市民力を活かし、持続可能な未来を築くまち いこま」を実現する

ため、環境・経済・社会を総合的に捉え、多様な主体と連携しながら豊かな自然に恵まれた本市の特長を活か

した持続可能なまちづくりを進めている。 

本計画においては、策定後概ね５年を目途に社会情勢の変化に応じた見直しを行うと定めていることから、

令和６年度に中間見直しを実施した。策定からの５年間で国内及び本市の環境分野を取り巻く状況に様々な

変化が生じていることから、これらの内容を計画に反映し、社会情勢に応じた計画とするための改定案を作成

し、環境審議会での審議やパブリックコメントを経て、令和７年３月に改定版を策定した。  
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第1章 総 説 
1 生駒市の概要 
(1) 生駒市の位置 

生駒市は、奈良県の北西端に位置しており、市域は東西 8.0km、南北 15.0km と南北に細長い形状とな

っている。面積は 53.15km2 と奈良県の総面積の 1.4％を占めている。 

市域は、西に生駒山(標高 642m)を中心とした生駒山地、東に矢田・西の京丘陵が南北に併走し、北に富

雄川、南に竜田川が南流し、それぞれ富雄谷、生駒谷を形成している。市境は、北に枚方市、東に京田辺市・

精華町・奈良市・大和郡山市、南に斑鳩町・平群町、西に交野市・四條畷市・大東市・東大阪市に接している。

また、大阪市中心部から約 20km、奈良市中心部から約 13km と近接した距離に位置している。 

 

図表1 生駒市の位置図  

 

 

 

図表 2 生駒市の地勢 

 

 

図表 3 市役所の位置 

 

 

 

 

周囲 東西 南北 最高 最低

53.15㎢ 60km 8.0km 15.0km 642ｍ 77ｍ

広　ぼ　う 海　　抜
面　積

所　在　地 東経 北緯 海抜

生駒市東新町８－３８ 135度42分 34度41分 136.44ｍ
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図表 4 市域の変遷 

 

 

(2) 土地利用 

生駒市は、市域全体が都市計画区域に指定されており、そのうち市街化区域は総面積の約 4 割を占めて

いる。用途地域区分では住居系用途が最も高い割合となっており、特に第一種低層住居専用地域の割合が

高く、全体の半分以上を占めている。一方、商業系用途（近隣商業地域、商業地域）及び工業系用途（準工業

地域）の占める割合は低くなっている。 

 

図表 5 都市計画用途地域 

 

      

(3) 人口 

 生駒市の総人口は、令和７年１０月１日現在で 116,１８１人である。これまでの推移を概観すると、平成 14

年に初めて減少傾向に転じてからは、平成 16 年までほぼ横ばいで推移し、平成 17 年から微増を続けていた

が、平成 26 年に再び減少に転じた。人口規模は奈良市、橿原市に次ぎ、奈良県下で第 3 位となっている。 

一方、世帯数は一貫して増加を続け、令和 7 年１０月１日現在で 5２,２３９世帯である。なお、1 世帯当たり

の人口については、減少を続けており、2.2２人となっている。 

 

 

 

 

  

年　月　日 総面積（km
2
）

生 駒 郡 北 生 駒 村 明 治 30 年 4 月 1 日 13.91

生 駒 町 制 施 行 大 正 10 年 2 月 11 日 13.91

南 生 駒 村 編 入 合併 昭 和 30 年 3 月 10 日 27.15

北 倭 村 編 入 合 併 昭 和 32 年 3 月 31 日 52.58

生 駒 市 制 施 行 昭 和 46 年 11 月 1 日 52.58

国 土 地 理 院 改 訂値 令 和 元 年 7 月 1 日 53.15

5,315.0 100.0

2,156.1 40.6

3,158.9 59.4

第 一 種 低 層 住 居 専 用 地 域 1,234.2 57.2

第 二 種 低 層 住 居 専 用 地 域 5.7 0.3

第一種中高層住居 専用 地域 112.9 5.2

第二種中高層住居 専用 地域 6.8 0.3

第 一 種 住 居 地 域 462.4 21.4

第 二 種 住 居 地 域 15.3 0.7

準 住 居 地 域 15.9 0.7

近 隣 商 業 地 域 92.0 4.3

商 業 地 域 41.5 1.9

準 工 業 地 域 169.4 7.9

2,156.1 100.0

(注)令和7年4月25日時点　都市計画決定面積

用
途
地
域

合　　　　計

区　　　　分 面積(ha) 構成比(%)

都 市 計 画 区 域

市 街 化 区 域

市 街 化 調 整 区 域
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図表 6 生駒市の総人口及び世帯数 

  (注)世帯数及び人口は、住民基本台帳による 

 
 

(4) 気象 

生駒市は、年平均気温が 1７℃程度で比較的温暖な気候であるが、最低気温と最高気温の格差が大きい

典型的な盆地気候である。降水量は、年によって変動があるが、概ね 1,000～1,500 ㎜程度で推移してい

る。 

図表 7 生駒市の気象 

 

 

図表 8 降水量及び降水(雪)日数 

 

 

  

令和2 3 4 5 6

平均 16.3 16.1 16.1 16.8 17.2

最高 38.2 36.3 38.0 38.6 38.6

最低 -3.2 -3.2 -2.9 -2.3 -2.2

1,464 1,783 1,096.5 1,329.5 1,427

108 124 100 114 119

気温(℃)

降水量(mm)

降水(雪)日数
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2 環境行政の概要 

(1) 環境行政の組織体制 

環境行政の範囲は多岐にわたっているが、生駒市では、地域活力創生部に所属する SDGs 推進課と環

境保全課が中心となって所管している。組織体制は、以下のとおりである。 

 

図表 ９ 環境行政の組織体制（令和 6 年４月１日現在） 

 

 

 

 

(2) 生駒市環境基本条例 

生駒市環境基本条例は、地球環境問題(＊)など新たな環境課題にも対応していくために、生駒市の環境

の保全及び創造を進める環境行政の基軸として平成 11 年 3 月に制定されたものである。 

この条例は、循環型社会の構築、人と自然との共生、地球環境への配慮などを通じて、市民が健康で文化

的な生活を営むことのできる良好な環境の保全・創造に努め、現在及び将来の世代が恵み豊かな環境の恵

沢を享受できることを基本理念として、市民・事業者・行政の責務と役割、環境施策の方向性などについて明

らかにすることにより、本市の環境行政を総合的かつ計画的に推進していくことを目的としたものである。 

 

(3) 生駒市環境基本計画 

生駒市環境基本計画は、生駒市環境基本条例第 8 条の規定に基づき、生駒市の環境の保全及び創造を

総合的・計画的に推進するための計画である。平成 21 年 3 月に策定された第 2 次計画の計画期間が平成

30 年度で終了することに伴い、平成 31 年 3 月には第 3 次計画を策定した。 

第 3 次計画は、「豊かな自然と市民力を活かし、持続可能な未来を築くまち いこま」の実現のため、第 2

次計画の成果と課題を踏まえた上で、近年の大きな課題となっている脱炭素社会への移行や、循環型社会

の形成、自然共生社会の構築などの社会的な要請に対応することを目指して策定した。また、ＳＤＧｓの考え

地域コミュニティ推進課 地域コミュニティ推進係　自治振興係

市民活動推進センター

地域活力創生部

SDGs推進課 SDGs推進係　低炭素まちづくり推進係　

 公民連携推進室

環境保全課 事業係　施設係　保全係

清掃リレーセンター

清掃センター　

エコパーク21

火葬場

農林課 農林係

商工観光課 産業振興係　　企業立地雇用係

観光振興室 観光係
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方を活用し、環境・経済・社会の総合的な視点から取組を展開することも目標としている。また、第 3 次計画

については策定から 5 年が経過したことを機に、気候変動対策や生物多様性の保全、プラスチックごみ問

題への対応等社会情勢を踏まえた環境施策の強化や、福祉や産業など他の分野との連携や分野横断的な

取組を盛り込んで令和 7 年 3 月に一部見直しを行った。 

 

(4) 生駒市環境モデル都市アクションプラン 

生駒市は、低炭素社会の実現に向け、高い目標を掲げて先駆的な取組にチャレンジする都市である「環境モ

デル都市」に、大都市近郊型の住宅都市として全国で初めて国から選定された。環境モデル都市は全国で 23

都市が選定されているが、奈良県では初めての選定で、近畿でも京都市、堺市、神戸市、尼崎市に続く選定と

なる。 

選定をうけて平成 27 年 1 月に第 1 次、平成 31 年 3 月に第 2 次の生駒市環境モデル都市アクションプラ

ンを策定。その後、第 2 次アクションプランの計画期間満了に伴い、令和 6 年 4 月に第３次生駒市環境モデ

ル都市アクションプランを策定した。 

第３次アクションプランでは、第 2 次アクションプランの基本方針は維持しつつ、国の地球温暖化対策計画

に即する観点から「地方公共団体実行計画（区域施策編）」として基準年度を平成 25(2013)年度に変更した

ほか、令和 5 年 4 月に本市が国から脱炭素先行地域に選定されたことを踏まえ、取り組むべき施策を見直す

ことで国の計画目標を上回る二酸化炭素排出削減目標を設定するなどの改定を行っている。 

 

① 将来像と削減目標 

○ 将来像 

市民・事業者・行政の“協創”で築く低炭素“循環”型住宅都市 

○ 温室効果ガス(＊)排出量の削減目標（基準年：平成２５(20１３)年度） 

将来像の実現及び世界に先駆けた低炭素“循環”型住宅都市のモデルの構築を目指すことを踏まえ、中

期目標、長期目標を掲げている。 

・中期目標：令和 12(2030)年度  ５０％削減 

・長期目標：令和 32(2050)年度  １００％削減           

② 目標達成のための 3つの柱 

○ 環境がまちをつくる 

○ 環境がひとを育てる 

○ 環境が経済を循環させる 

③ 地域の活力の創出などの効果  

○ 社会的効果 

 ・移住者の増加・人口の構成比の変化 

 ・住民へのサービス、まちの暮らしやすさの維持・向上 

 ・取組への市民・事業者の参加による市民力の向上 

○ 経済的効果 

 ・人的交流及び経済の循環 

 ・創エネ、省エネ取組を通じたコスト削減 

 ・以上による雇用創出、経済波及の効果 
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(5) 生駒市ＳＤＧｓ未来都市計画 

生駒市は、「経済」・「社会」・「環境」の 3 側面における新しい価値創出を通して、持続可能な開発を実現

するポテンシャルが高い都市として、国からＳＤＧｓ未来都市に選定された。 

選定をうけて、令和元年 10 月には「生駒市ＳＤＧｓ未来都市計画」を策定し、令和３年度末及び令和６年

度末に、KPI の時点修正のための改定を行った。 

生駒市では、環境モデル都市として推進してきた取組をさらに発展させ、「いこま市民パワー株式会社（以

下「いこま市民パワー」という。」を核として、再生可能エネルギー拡大によるエネルギーの地産地消の推進、

市内産業の活性化、収益の還元による地域課題の解決、市民のまちづくりへの参画の促進など、「経済」・

「社会」・「環境」に関する課題に対応し、「日本版シュタットベルケ（※）モデル」の実現を目指す。 

（※）シュタットベルケとはドイツにおける、電気、ガス、水道、交通などの公共インフラを整備運営する公社

のこと。複数のサービス提供を 1 つの事業体で行うことで地域密着の公共サービスの提供を目的として

いる。 

 

(6) 生駒市エネルギービジョン 

生駒市エネルギービジョンは、環境基本計画の方針やこれまでの活動の経緯と成果、地域の実状を踏まえ

ながら、再生可能エネルギーの活用やエネルギーの高度利用、省エネルギー対策の促進に関する施策を体

系化し、共通の目標のもとに整理・特化した生駒市におけるエネルギー施策の基本的な方針である。 

 

① 行動目標（令和 12(2030)年度の都市イメージ） 

『エネルギーを賢く利用し、安心・安全で持続的に成長できる都市』 

 

② 計画目標 

 短  期 

(平成 30(2018)年度) 

中 長 期 

(令和 12(2030)年度) 

市域のエネルギー消費量削減割合 

(平成 18(2006)年度比) 
5％ 20％ 

太陽光発電の普及率（※） 

(平成 23(2011)年度(4.8％)) 
16.5％ 30％ 

電力需要見込みに対する太陽光発電 

による自給率 
- 15％ 

※太陽光発電の普及率は、設置件数を一戸建て件数で除したものである。 

 

③ エネルギー施策の基本方針 

○ コンパクトなまちづくりとライフスタイルの転換 

○ 住宅など建物のエネルギー性能向上 

○ 再生可能エネルギーの導入加速化 

○ 安心・安全なエネルギー環境の構築 
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(7) 生駒市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画 

一般廃棄物（ごみ）処理基本計画は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第 6 条第 1 項に基づき策定

される計画であり、本市の一般廃棄物の処理に関する計画を定めるとともに、長期的な視点に立った基本方

針を示すものである。 

本計画の策定にあたっては、「第 6 次生駒市総合計画」及び「第 3 次生駒市環境基本計画」、また国や奈

良県が策定する計画と整合を図っている。 

本計画は、令和３年度を初年度とし、10 年後の令和 12 年度を最終目標年度として策定した。なお計画期

間内でも、中間年となる５年を経過する令和 7 年度を目途に計画の見直しを行うこととしている。 

 

削減目標値 

家庭系ごみ排出量を 10.7％削減、事業系ごみ排出量を 10.5％削減する。さらに、人口減少によ

る 4.6％の自然減を足して、ごみ排出量を 15.3％削減する。 

 

 

(8) 生駒市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

 生駒市は、令和４年度までは生駒市環境基本条例第１９条に基づく環境マネジメントシステムの運用や省

エネ設備及び再生可能エネルギー発電設備の導入等により、市自らの温室効果ガス排出量の削減等に取り

組んできたところである。令和６年３月には、市内最大規模の多量排出事業者としての自覚を一層強く持ち、

温室効果ガスの削減の取組を加速するため、地球温暖化対策の推進に関する法律（以下「地球温暖化対策

推進法」という。）第２１条第１項に基づき、生駒市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）を策定した。 

 

① 対象とする範囲 

 ア 対象組織 

   市長部局（上下水道部局含む）、教育委員会、消防本部、各行政事務局、市議会事務局 

 イ 対象施設 

   アの組織が所有権又は賃借権を有する施設及び設備 

 

② 対象とする温室効果ガス 

地球温暖化対策推進法第２条第３項に規定する温室効果ガスのうち、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒 

素、ハイドロフルオロカーボン、六ふっ化硫黄の５種類 

※ パーフルオロカーボン及び三ふっ化窒素は本市の事務事業で排出されないと考えられるため対象外 

 

③ 削減目標 

令和１２（２０３０）年度までに生駒市の事務事業に伴う温室効果ガス排出量を平成２５（２０１３）年度比５ 

０％以上削減 

 

④ 目標達成に向けた取組 

削減目標の達成に向け、以下４つの基本方針のもと計画的・効率的に取組を推進する。 

基準年度(t)　A
(令和元(2019)年度)

人口減少のみを
考慮した排出量(t)　B※
(令和12(2030)年度)

人口減少による
ごみ減少量(t)

C＝A-B

人口減少による
ごみ減少量(%)

D＝C/A

最終目標年度(t)
E

（令和12年度）

施策の実施
による削減量

F=B-E

施策の実施に
よる削減率
G=F/A

削減率
D+G

33,780 32,224 1,556 4.6% 28,610 3,614 10.7% 15.3%

※人口減少のみを考慮した排出量は、令和元年度の1人1日当たりのごみ排出量は変わらない前提として、将来予測人口（見込みの数値）と年間日数から算定。

ごみ排出量

24,759

9,021

23,618

8,606

1,141

415

家庭系ごみ排出量

事業系排出量

10.8%

10.5%

15.4%

15.1%

4.6%

4.6%

20,951

7,659

2,667

947
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ア 再生可能エネルギーの導入促進 

・ 設置可能な公共施設すべてを対象とする太陽光発電設備の導入 など 

イ 使用電気の脱炭素化の促進 

・ いこま市民パワーと連携した市内の再エネ電気の公共施設での利用拡大 

・ 公用車の更新時の次世代自動車（電気自動車、燃料電池自動車等）の導入 など 

ウ 省エネ設備等の導入促進 

・ 公共施設の新設・建替時の ZEB 化目標 

・ 照明設備の LED 化（順次更新） など 

エ 職員のエコオフィス活動の推進 

・ 働き方（ワークライフバランス・DX）も含めた職員一人ひとりのエコオフィス活動のさらなる徹底 

 

(9) ゼロカーボンシティ宣言 

近年、猛暑や豪雨災害など、気候変動による影響は深刻さを増しており、2018 年に公表された IPCC（国

連の気候変動に関する政府間パネル）特別報告書で、気温上昇を 2℃よりリスクの低い 1．5℃に抑えるため

には、2050 年頃に CO2 排出量を実質ゼロにする必要があることが示された。この目標達成に向け、小泉

進次郎環境大臣から、自治体での取組の重要性と拡がりへの期待が表明され、2050 年排出量実質ゼロへ

の参画が促された。 

本市は、この呼びかけに賛同し、令和元年（2019 年）11 月 25 日に、2050 年までに CO2 排出量実質ゼ

ロを目指す「ゼロカーボンシティ」宣言を行った。また、奈良県においても令和３年 3 月 30 日に宣言が行わ

れている。「ゼロカーボンシティ生駒」の実現に向け、環境モデル都市及びＳＤＧｓ未来都市としての取組をさ

らに加速させ、幅広い分野で総合的な取組を展開するほか、環境問題を切り口にしたまちづくりで「地域循

環共生圏」の具体化に取り組むこととしている。 

令和２年 10 月には、国により、2050 年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにするカーボンニュートラ

ル宣言が実施されている。ゼロカーボン宣言地域は、令和 7 年６月 30 日時点で全国１１8２自治体であり、

その後も拡大している。 

 （※）環境省の公表資料「2050 年二酸化炭素排出実質ゼロ表明自治体 2025 年６月 30 日時点」より 

    https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 

 

 

(10) 生駒市地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画 

生駒市は、令和５年４月に、国から脱炭素先行地域に選定された。国が推進する脱炭素先行地域とは、令

和 32（2050）年カーボンニュートラルに向けて、民生部門（家庭部門及び業務その他部門）の電力消費に伴

う CO2 排出量の実質ゼロ等の目標を、地域特性に応じて実現する地域を、2030 年までに全国で 100 か

所以上創出するものである。 

生駒市は、令和 9 年度までの 5 か年の事業計画「“自治体新電力×コミュニティの力”で新たな脱炭素住

宅都市モデルの実現」に基づき、いこま市民パワーによる再生可能エネルギーの地産地消と「複合型コミュニ

ティ（まちのえき）」のようなコミュニティ拠点づくりの取組を組み合わせ、脱炭素化とコミュニティの活性化を

同時に実現する住宅都市の新たなモデル地区の創出と波及を目指す。 
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第2章 生駒市の環境施策 
1 環境目標の進捗状況 

生駒市では、環境施策に係る計画（第３次生駒市環境基本計画、第３次生駒市環境モデル都市アクションプ

ラン、生駒市ＳＤＧｓ未来都市計画地球温暖化対策実行計画事務事業編）の成果を測る指標として、温室効果

ガス排出量削減率、緑地面積の割合、遊休農地活用事業で利用されている農地面積、ごみ総排出量、下水道

普及率、１人あたり CO2 排出量、市の事務事業に伴う温室効果ガス排出量、再エネによる発電容量合計を採

用し、進捗状況を確認している。 

※下記の各環境目標の基準年度については、各計画の策定年度に応じて設定している。 

※下記の達成率については、基準年度に対する数値となっている。 

 

(1) 温室効果ガス排出量削減率 

市域全体での二酸化炭素排出量を、平成２５（２０１３)年度の排出量と比べて、中期目標として令和 12

（2030）年度に５０％、中期目標として令和 32（2050）年度に１０0％削減することを目標としている。 

令和５年度の CO2 排出量は、産業部門の排出量が前年度と同等、民生家庭部門が前年度比 0.2 万ｔ-ＣＯ

2 減、民生業務部門が前年度比 0.1 万ｔ-ＣＯ2 減、運輸部門が前年度比 0.2 万ｔ-ＣＯ2 減、廃棄物部門が前年

度同等となった。全体として、前年度から 0.５万ｔ-ＣＯ2 減の 2７．５万ｔ-ＣＯ2 となった。 

住宅都市である本市においては、民生家庭部門からの排出量の割合が多く、家庭を対象とした取組の実施

が、ＣＯ２排出量削減に大きく貢献すると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標項目
平成25

（基準年度)
令和2 3 4 5

令和12
（目標）

達成率

二酸化炭素
排出量

（万t-CO2）

32.1 27.3 27.0 27.5 27.0 16.14

削減率 ― 15.2% 16.0% 14.5% 15.9% 49.8%

目標

二酸化炭素
排出量削減率

平成25(2013)年度比で、
令和12（2030）年度に50％、
令和32（2050）年度に100％
削減する。

32.0%

(※１)直近の値（暫定値）。
(※2)CO₂排出量は、電気、ガス等の消費量に各CO₂排出係数を乗じて積算するものであり、実際の排出係数は年度毎に変動
するが、各年度の二酸化炭素排出量の算出には、施策の成果によるCO₂排出量削減効果を適切に表現するため、平成25年度
のCO₂排出係数を用いて算出している。

（※１）（

（※３）

（※２）

（参考）部門別二酸化炭素排出量

平成25
（基準年度) 令和2 3 4 5

3.0 3.1 3.3 3.3 3.3

12.4 13.6 12.4 12.6 12.4

10.4 5.2 6.0 5.9 5.8

5.7 5.1 4.9 5.2 5.0

0.6 0.3 0.3 0.5 0.5
32.1 27.3 27.0 27.5 27.0

民生家庭部門

民生業務部門

運輸部門

部門

産業部門

二酸化炭素排
出量

（万t-CO2）
廃棄物部門

合計

（※２）
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(2) 緑地（＊）面積の割合 

 市域における緑地面積の割合については、近年の人口減少やデジタル技術の進歩等の観点から、指標の

妥当性が低下しつつあることを鑑み、今後新たな指標の設定を検討する方向性である。 

 

(3) 遊休農地活用事業で利用されている農地面積 

  遊休農地活用事業で利用されている農地面積を、平成 29(2017)年度を基準年度とし、令和 10（2028）

年度に 62,285 ㎡とすることを目標としている。 

 

 

 

(4) ごみ総排出量 

ごみ総排出量を、令和元（２０19）年度を基準年度とし、令和１２（２０３０）年度に２８，６１０t とすることを目標と

している。 

 

 

(5) 下水道普及率 

 下水道普及率を、平成２９(2017)年度を基準年度とし、令和 9（2027）年度に 74.8％とすることを目標と

している。 

 

   

(6) １人あたり CO2排出量 

市域における１人あたり CO2 排出量を、令和１８（２００６）年度を基準とし、令和１２（２０３０）年度に１．４０ｔ- 

CO2 とすることを目標としている。 

 

 

 

 

目標項目 目標
平成29

(基準年度）
令和2 3 4 5 6

令和10
（目標年度）

達成率

遊休農地活
用事業面積
（㎡）

平成29(2017)年度を基
準とし、令和10(2028)
年度に62,285㎡を目指
す。

49,689 55,077 55,401 57,875 58,726 58,120 62,285 66.9%

目標項目 目標
令和元

（基準年度）
6

令和12
（目標年度） 達成率

ごみ総排出量(t)

令和元(2019)年度を基
準とし、令和12(2030)
年度に28,610tを目指
す。

33,780 30,236 28,610 68.5%

目標項目 目標
平成29

（基準年度）
令和2 3 4 5 6

令和9
（目標年度） 達成率

下水道普及
率（％）

平成29(2017)年度を
基準とし、令和9(2027)
年度に74.8%を目指
す。

69.8 71.8 72.2 72.6 73.0 73.4 74.8 72.0%

目標項目 目標 平成25
（基準年度)

令和2 3 4 5
令和12

（目標年度） 達成率

１人あたり
CO2排出量

（t-CO2）

平成25(2013)年度を基
準とし、令和１２(2030)年
度に1.40t-CO2を目指す。

2.65 2.34 2.34 2.30 2.30 1.40 27.9%

※直近の値が令和5（2023）年度の数値となっている。

(※)
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(7) 市の事務事業に伴う温室効果ガス排出量 

市の事務事業に伴う温室効果ガス排出量を、平成 25（２０1３）年度を基準年度とし、令和１２（２０３０）年

度に 16,770ｔ- CO2 とすることを目標としている。 

 

 

 

(8)  再エネによる発電容量合計 

再エネによる発電容量合計を、平成 29（２０17）年度を基準年度とし、令和１２（２０３０）年度に 52,918kW とする

ことを目標としている。 

 

 

 

 

 

  

目標項目 目標
平成25

（基準年度）
6

令和12
（目標年度） 達成率

市の事務事業
に伴う温室効
果ガス排出量
(t-CO2)

平成２５(2013)年度を
基準とし、令和
12(2030)年度に
16,770t-CO2を目指
す。

33,542 22,288 16,770 67.1%

目標項目 目標
平成29

(基準年度）
3 4 5 6

令和12
（目標年度） 達成率

再エネによる
発電容量合
計（kW）

平成29(2017)年度を
基準とし、令和
12(2030)年度に
5２,918kWを目指す。

25,245 29,929 31,324 32,655 34,038 52,918 31.8%
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2 環境施策の取組 
(1) 創エネルギー・省エネルギーの推進 

① 公共施設等への太陽光発電システムの設置          

市の施設へ太陽光発電システムを設置することによって、温室効果ガスを排出しないクリーンエネルギー

の導入を促進している。 

令和６年度には、脱炭素先行地域事業として、新たに公共施設 10 施設（壱分小学校、生駒東小学校、

あすか野小学校、生駒台小学校、真弓小学校、鹿ノ台小学校、大瀬中学校、光明中学校、エコパーク 21、

清掃リレーセンター）と萩の台住宅地自治会館に太陽光発電システム 866kW と蓄電池 125kWh を導入

した。これらの設備は、いこま市民パワーの電源として、いこま市民パワー等が設立した特別目的会社であ

る合同会社いこまサンライフにより設置・運営されている。 

生駒市は、その他市内 2１施設に太陽光発電システムを設置して

いる。２１施設のうち５カ所（エコパーク２１、小瀬保健福祉ゾーン、南

こども園、学研高山地区、やすらぎの杜優楽）は、市民出資による市

民共同太陽光発電システムとして、一般社団法人市民エネルギー

生駒により設置・運営されている。 

 

図表 10 各施設の発電量 

 

 

令和2 3 4 5 6

北コミュニティセンター
30
20

H14.11
H29.2

※ 10,772 11,009 10,659 10,860

優楽 5 H13.10 3,060 2,942※ ※ ※ ※

RAKU-RAKUはうす 3 H13.4 1,455 1,171 1,257 1,055 1,108

俵口小学校 10 H16.1 ※ ※ ※ ※ ※

生駒中学校 20

H21.2
(10kW）
H22.3
(10kW）

※ ※ ※ ※ ※

図書会館 20 H23.3 20,106 19,144 15,038※ ※ ※

南コミュニティセンター 4 H25.1 4,916 4,723 4,862 4,744 4,877

エコパーク21 50 H26.3 61,118 59,899 61,046 59,547 60,462

生駒市消防署北分署 15 H26.4 18,845 19,867 19,090 19,922 10,205

生駒駅前図書室 10 H26.4 11,850 11,085 11,608 11,715 12,106

あすか野小学校 37.4 H27.4 43,633 42,276 42,955 41,667 40,534

生駒市立病院 10 H27.6 11,649 13,337 11,994 13,945 13,322

生駒台幼稚園 20 H27.8 23,544 15,966 16,143 17,597 23,264

鹿ノ台中学校 100 H27.9 112,892 99,954 122,610 122,345 116,234

桜ヶ丘小学校 30 H27.10 37,199 36,512 44,112 37,476 36,086

小瀬保健福祉ゾーン 56 H28.2 71,118 67,082 71,599 69,682 70,382

市役所本庁舎 49.9 H28.3 54,256 52,508 54,105 53,414 52,577

南こども園 58 H28.3 70,423 68,457 68,659 66,484 67,748

生駒北小中学校 79.3 H29.3 110,404 90,704 108,713 106,429 103,284

学研高山地区 85 H29.11 102,690 98,890 100,683 99,308 102,128

やすらぎの杜　優楽 90 R3.11 - 37,063 107,153 105,174 105,204

759,158 752,352 872,636 841,163 830,381

設置施設
設備容量

（kW）
設置年月

合 計 発 電 量

発電量(kWh)

やすらぎの杜優楽に設置した太陽光発電

パネル（市民共同太陽光発電所５号機） 
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 ※表示パネルの故障等のため欠測（一部欠測を含む） 
 

② 山崎浄水場への小水力発電設備導入 

上下水道部山崎浄水場では、水源として井戸水の他に県営水道水を

購入しており、今まで使用していた減圧弁の代わりに水車で減圧するとと

もに発電機を回して発電する小水力発電システム（発電出力 40kW）を

導入し、平成 25 年 3 月から稼働した。上水道の水流を利用した小水力

発電では、全国で初めて固定価格買取制度（FIT）を利用し、発電した電

力の全量を売電している。 

図表 11 山崎浄水場の小水力発電量 

 

 

（参考）生駒市の水道需要量 

 
 

③ 自然エネルギー等活用事業 

 家庭における効果的な脱炭素化を図るため、太陽光発電システムと住宅用エネルギー管理システム

（HEMS)に、家庭用蓄電システムまたは V2H を組み合わせる一体的な導入に対して補助金を交付した。 

 

a 太陽光発電システム設置補助事業 

市民一人ひとりの環境問題への取組意識を高揚し、クリーンエネルギー利用による環境活動を推進・誘

導するため、平成 14 年度から住宅への太陽光発電システムの設置に対する補助を実施している。 

補助事業の詳細については、固定価格買取制度(FIT)の運用状況等を勘案し、必要に応じて見直しを

行っている。補助金額は、１kW あたり 2 万円とし、８万円を上限としている。 

 

図表 1２ 太陽光発電システム設置補助件数 

  

 

ｂ 住宅用エネルギー管理システム（HEMS）(＊)設置補助事業 

  一般家庭等でのエネルギー使用の効率化及び電力需要の抑制を図ることを目的として、平成 27 年度か

ら住宅用エネルギー管理システム（HEMS）の設置に対する補助を実施している。補助金額は設置に要した

経費とし、1 万円を上限としている。 

  

令和2 3 4 5 6

年間発電量(kWh) 340,249 341,678 349,091 358,626 343,192

令和2 3 4 5 6

給水区域内居住人口 118,621 118,139 117,629 116,819 116,207

年間総配水量（千㎥） 12,281 12,021 11,903 11,817 11,824

年間有収水量(＊)（千㎥） 12,005 11,844 11,689 11,476 11,484

令和2 3 4 5 6

64 78 31 48 48

累計 1,754 1,832 1,863 1,911 1,959

352.3 439.8 173.5 290.2 289.5

累計 7,714.2 8,154.0 8,327.5 8,617.7 8,907

補助件数（件）

補助対象システムの出力（kW）

山崎浄水場 
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図表 1３ 住宅用エネルギー管理システム（HEMS）設置補助件数 

 

 

 

  ｃ 家庭用蓄電システム設置補助事業 

一般家庭等でのエネルギー利用の効率化及び環境意識の向上を促進するとともに、非常時に備えた電

力確保等を図り、災害に強い自立・分散型エネルギー社会の構築に寄与することを目的として、平成 28 年

度から家庭用蓄電システムの設置に対する補助を実施している。補助金額は、家庭用リチウムイオン蓄電

システムは 1kWh あたり 1 万円とし、５万円を上限としている。また、V2H（ビークル・トゥ・ホーム）システム

(＊)は 1 件あたり１０万円としている。 

 

図表 1４ 家庭用蓄電システム設置補助件数 

 

 

 

図表 1５ V2H システムの仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

④ 住宅省エネルギー改修工事補助事業 

環境負荷低減のための住宅省エネルギー改修工事を行う市民を支援し、環境負荷が少ない住環境の創

出を図ることを目的とし、平成 25 年度から補助制度を実施している。補助金額は対象工事費用の 3 分の

1 とし、市内業者が工事を行う場合は 50 万円、市外業者の場合は 30 万円を上限としている。 

図表 1６ 住宅省エネルギー改修工事補助件数 

 

 

⑤ 地球温暖化対策のための国民運動 

 「デコ活」（脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動） 

令和2 3 4 5 6

28 37 53 23 32

累計 168 205 258 281 313

補助件数（件）

令和2 3 4 5 6

蓄電池補助件数（件） 73 100 55 70 62

累計 261 361 416 486 548

445.3 688.7 406.9 572.1 518.0

累計 1587.9 2276.6 2683.5 3255.6 3,773.6

Ｖ２Ｈ補助件数（件） 1 2 1 4 1

累計 3 5 6 10 11

補助対象システムの容量
（kWh）

令和2 3 4 5 6
補助件数（件） 28 27 25 8 2

累計 243 270 295 303 305
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「デコ活」とは、「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動」の愛称であり、「CO2 を減らす

(Decarbonization：脱炭素)」、「環境に良いエコ(Eco)」を含む「デコ」と、「活動・生活」を組み合わせた

新しい言葉である。国は、２０５０年カーボンニュートラル及び２０３０年度温室効果ガス削減目標の実現に向

けて、国民・消費者の行動変容、ライフスタイル転換を強力に後押しするため、環境省が中心となり、2023

年 8 月 29 日に「デコ活宣言」をした。住宅都市である生駒市でこれらの取組を効果的に進めるため、国民

運動として推進される「デコ活」の趣旨に生駒市も賛同し、2024 年 4 月に「デコ活宣言」を行った。 

 

(2) 環境まちづくりの主な取組 

① 地域エネルギー会社「いこま市民パワー株式会社」による事業促進 

地域エネルギー事業を通じ、他の行政サービスや施策と連動しつつ、収益を活用しながらコミュニティサ

ービスを展開することで、市民生活の質の向上と安心して暮らせるまちづくりに繋げていくことを目的とし

て、市・事業者・市民団体の共同出資で平成 29 年 7 月に設立し、いこま市民パワーを核としたまちづくり

をすすめている。 

令和２年 11 月には、いこま市民パワーにより、令和３年度から５年間の中期計画及び 10 年後の長期ビジ

ョンを掲げた「いこま市民パワー中長期計画 2021」（以下「中長期計画」という。）が策定された。 

中長期計画においては、経営基盤の安定化を優先した事業推進を継続しつつ、再生可能エネルギー比率

の向上及び収益の地域還元を着実に実施することで、電力事業をベースに地域課題解決と市民活躍の受

け皿になるという将来ビジョンを設定するとともに、再生可能エネルギー比率や電力供給件数等の事業目

標が明確化された。 

図表 1７ 中長期計画のビジョンと目標 

 

 

a 事業の目的 

令和４年３月には、生駒市内で新たに木質バイオマス発電所の建設を推進している TJ グループホールデ

ィングスが新たに株主に加わり、電力事業の体制強化が図られた。令和４年 4 月には、生駒商工会議所会

頭がいこま市民パワーの代表取締役に就任し、生駒商工会議所との緊密な連携に加え、民間経営者の視点

を取り入れることで、地域の課題解決に向けて、市民力の受け皿となる「まちづくり会社」として展開する体

制を整えた。引き続き再生可能エネルギーの地産地消、収益の地域還元、コミュニティサービスの実施等に

より、経済面・社会面・環境面の向上を目指し、取組を進めている。 

 

○【経済面】電力小売事業による域内資金循環促進及び雇用創出 

○【社会面】コミュニティサービスによる市民の生活利便性向上、地域課題解決及び市民活躍の場づくり 
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○【環境面】域内再生可能エネルギー電源の優先的調達及び開発による再生可能エネルギーの普及促進 

図表 1８ いこま市民パワーの事業イメージ 

b 事業内容 

 令和６年度は、市内公共施設、民間事業者及び一般家庭への電力供給とともに、再生可能エネルギー電

力調達の継続・拡大により、引き続きエネルギーの地産地消の促進が図られた。 

 

○電力供給（令和６年度） 

新たな供給先の拡大に向け、電源の確保と並行して営業活動に取り組んだ結果、民間事業者８施設へ

の新たな電力供給を開始したほか、一般家庭向けの電力供給は７６世帯へ拡大した。 

 

図表 19 いこま市民パワー電力供給先 

供給先 件数（件） 供給量（ＭＷｈ） 

公共施設 

 ７８ 13,201 

高圧 ４７ 12,572 

低圧 31 629 

民間事業者 

 ６２ 2,322 

高圧 12 1,541 

低圧 50 781 

家庭 76 300 

合 計 216 15,823 

 

○電源調達（令和６年度） 

令和６年度は、前年度に引き続き、生駒市の太陽光発電及び小水力発電のほか、市民エネルギー生駒 

の太陽光発電、株式会社グリーンパワー大東のバイオマス発電及び再生可能エネルギーの固定価格買

取制度（FIT 制度）に基づく買取期間を満了する一般家庭に設置された太陽光発電からの電力調達を継

続して実施した。買取価格については、関西電力より高い基本料金に設定するほか、生駒市民やいこま市

民パワーとの電気契約者に該当する場合に、買取価格を加算することで、買取拡大を図っている。新たな

地産の再生可能エネルギー電源としては、本市が推進する脱炭素先行地域事業を通じて設置した市内

公共施設等 11 施設の太陽光発電 866kW を確保するとともに、一般家庭の卒 FIT 電気の買取拡大が

図られた。 

また、令和３年 11 月に運転開始した市民エネルギー生駒の市民共同太陽光発電所５号機は、PPA 事

業スキーム（第三者所有モデル）（＊）により、FIT 制度に頼らずに実現した初めての市民共同発電所であ
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り、いこま市民パワーの電源として活用している。FIT 制度に基づく買取価格が年々低下し、FIT 制度に

よる売電収益を期待して事業化することが困難になっているなかで、FIT 制度を活用しない開発事例に

ついては、他地域への展開できる事業モデルとして期待される。 

卸電力については、供給の安定性、価格、再エネ比率等を踏まえて、株式会社 UPDATER（旧みんな

電力株式会社）から調達しており、調達電源に占める再生可能エネルギー比率は高い割合になっている。 

 

図表 20 いこま市民パワー電源調達 

 調達先 
調達実績 
（MWh） 

バイオマス グリーンパワー大東 2,955 

太陽光 

市所有 
（６施設） 

あすか野小学校 

646 

生駒台幼稚園 

桜ヶ丘小学校 

生駒市役所本庁舎 

鹿ノ台中学校 

生駒北小中学校 

市民共同太陽
光発電所 
（４基） 

１号機・エコパーク２１ 

２号機・南こども園 

３号機・小瀬保健福祉ゾーン 

４号機・学研高山地区 

５号機・やすらぎの杜優楽 ― 

家庭 卒 FIT 486  

小水力 山崎浄水場 343 

その他 UPDATER から卸電力調達 12,151 

合 計 16,582 

 

○登下校見守りサービスの実施 

コミュニティサービスとして、平

成 31 年 1 月に市内全小学校で

導入された「登下校見守りサービ

ス」について、新入生の無料期間

を延長するサービス拡充が継続

された。 

登下校見守りサービスとは、ＩＣ

タグを携帯した児童が受信アンテナを設置した校門を通過する際に、あらかじめ設定しておいた保護者のメ

ールアドレスに校門通過情報がメール送信されるもので、子どもの登校時の到着の確認や、下校時の帰宅

時間の目安が分かり、子どもの安心・安全を確保する取組みになっている。 

いこま市民パワーは、各校を通じて各家庭にサービス利用を呼びかけ、令和 6 年度には、市内 12 校の

新 1 年生 911 名中 148 名の利用があった。 

 

ＩＣタグ 通過する際の校門のイメージ 

トリガーコイル 
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○エコタウンまちづくり応援補助金 

令和５年度から開始した「エコタウンまちづくり応援補助金」の募

集を継続して実施し、令和６年度は３自治会への支援を行った。こ

れは、自治会が取り組む地域の課題解決に向けた事業で、脱炭

素、省エネ・節電、資源循環など地域住民の環境意識の醸成にも

寄与する事業を応援するものであり、複合型コミュニティづくりを

はじめ、より幅広い取り組みを支援できる枠組みである。 

 

 

〇市民向け啓発事業 

生駒市が主催する、くらしのブンカサイにおいて、市民エネルギー生駒とエコネットいこま、いこま市民パワ

ーとの共同により、ソーラーカー工作教室を実施し、環境意識の啓発を行った。 

 

  ○自治会の不要品等の販売代行 

   自治会等が回収した地域の不用品等をオンラインショップ等で代行販売することで、リユース品としての

有効活用を図るととともに、販売収益を還元することにより自治会等の運営を支援するサービスを当年度か

ら開始し、１自治会を対象に実施した。 

 

② 地域の主体との連携・協力の推進 

 a いこまＳＤＧｓアクションネットワークの運用 

令和３年 10 月７日、生駒市に関わる企業・団体等が、それぞれの有する資源や知見等を活かし、目指す

ゴールや生駒市の地域課題の解決に向けて連携することで、ＳＤＧｓの達成や持続可能なまちづくりを推進

することを目的に、いこまＳＤＧｓアクションネットワークを設立した。ＳＤＧｓの幅広い観点から環境活動の推

進を図ることとしている。 

令和６年度も引き続き、ＳＤＧｓにまつわるセミナー、会員同士の交流促進を図るマッチングイベント、ＳＤ

Ｇｓ推進事業補助金を活用した会員の事業からプロジェクトの成果や実績等を共有するための成果発表会

を開催するなど、会員への支援を継続している。令和６年度末時点での登録団体数は１１３団体である。 

 

b ＳＤＧｓ推進事業補助金 

  多様なパートナー同士の連携・協力により、複数のＳＤＧｓゴールにまたがる取組が自律的に発展すること

を目指し、２者以上の団体が連携して行うとともに、複数のＳＤＧｓゴールの達成に貢献でき、市民のＳＤＧｓ

に関する意識の向上など市域のＳＤＧｓ推進に資する先導的な事業を支援するＳＤＧｓ推進事業補助金交付

事業を令和３年度から開始した。 

ＳＤＧｓの 17 のゴールのうち、特に環境に関連するゴールは、7.11.12.13.14.15 があげられるが、令和６

年度に補助金を交付した４件すべての事業が、これらのゴールのうちいずれかに関連するものであった。 

 

〇生駒市内限定置き配バッグモニター募集施策 

＜関連するＳＤＧｓゴール＞ 

7「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」／11「住み続けられるまちづくりを」／13「気候変動に具体的

な対策を」／17「パートナーシップで目標を達成しよう」 

＜概要＞ 

まちのえきの様子 
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日本郵便株式会社生駒台郵便局と一般社団法人無限、一般社団法人和草、NPO 法人 SDGs 奈良が連

携し、再配達の多い世帯、子育て世帯・地域に関心のある世帯、高齢者がいる世帯を対象にモニターを募集

し、置き配バッグの配布とアンケートを実施した。モニターと集配担当者へのアンケートをもとに、「置き配の利

便性」「物流の 2024 年問題」「地域の団体が取り組んでいるＳＤＧｓ」に関する情報誌を製作して発信し、物流

の 2024 年問題に対する消費者意識の向上につなげる取り組みとなった。 

 

〇南極のお話と地球環境を知ろう！  

＜関連するＳＤＧｓゴール＞ 

4「質の高い教育をみんなに」／13「気候変動に具体的な対策を」 

＜概要＞ 

  リトルパイン総合型地域スポーツクラブといこま台 4T クラブ総合型地域スポーツクラブが連携して実施し

た「南極のお話と地球環境を知ろう！」では、小学生対象の環境意識啓発イベントとして、現役で南極研究

をされている研究者からの話を聞くほか南極の景色をＶＲを用いての体験などみて・きいて・体験できるイベ

ントを実施された。 

 

〇防災マルシェ 2024  

＜関連するＳＤＧｓゴール＞ 

11「住み続けられるまちづくりを」／13「気候変動に具体的な対策を」／17「パートナーシップで目標を達成

しよう」 

＜概要＞ 

NPO 法人 市民活動サークルえんと CODE for IKOMA が連携し、 普段から気に掛け合い、助け合

える地域づくりを目的に、生駒市内で活動する企業・団体とともに『防災』をテーマにマルシェを開催した。事

業を通して、各団体と防災を軸にしたネットワークの幅を広げられた。企業団体などの展示・ワークショップや

復興支援団体の参加など、防災を軸に新たなネットワークを形成されました。 

 

〇チロル堂×リングスター ～今日、みんなで地球のことを考えよう～ 

＜関連するＳＤＧｓゴール＞ 

4「質の高い教育をみんなに」／12「つくる責任、つかう責任」／14「海の豊かさも守ろう」／17「パートナー

シップで目標を達成しよう」 

＜概要＞ 

  海洋プラごみ削減に取り組む㈱リングスターとまほうのだがしやチロル堂が連携し、楽しみながら学ぶ環境

イベントを開催した。イベントでは海洋プラごみに関する紙芝居形式の講座や”チロルケース”を作成するワ

ークショップを通して、海洋プラごみについて楽しく学び、環境問題を「自分ごと化」するきっかけづくりにな

った。 

 

⑤ 公用車への電気自動車・超小型モビリティの導入 超小型モビリティ 
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ガソリン車に比べ二酸化炭素排出量が 55％削減できると言

われている電気自動車の普及は、地球温暖化防止及び大気汚

染防止対策に向けた取組の一つとして重要である。また、電気

自動車は蓄電池としての機能もあるため、スマートハウス等と

一体となった自立拠点・需給調整機能等の役割が注目されて

いる。 

令和６年度には、電気自動車４台、超小型モビリティ２台、ＰＨ

Ｖ1 台を公用車として活用した。超小型モビリティ 2 台は、健康課が実施する乳児家庭全戸訪問「こんにちは

赤ちゃん事業」等に活用している。 

図表 21 超小型モビリティ利用実績 

 

 

 

⑥ 電気自動車用急速充電器の運用 

電気自動車の普及を推進するため、一般社団法人次世代自動車振興センタ

ーによる急速充電器設置工事に係る補助事業を受け、市役所、図書会館、北コ

ミュニティセンター、南コミュニティセンター、エコパーク 21 の 5 ヶ所に急速充

電器を整備し、運用している。 

 

図表 22 電気自動車用急速充電器利用実績 

 

 

⑦ いこま空き家流通促進プラットホームの運営支援 

不動産や建築など 7 業種の不動産流通に関わる専門家からなる「いこま空き家流通促進プラットホーム」

を平成 30 年５月に設立。「どこに相談していいのかわからない」「相談したけど受け付けてもらえなかった」

など、様々な不安を抱える空き家所有者に専門家が寄り添い、一つ一つの物件に対してオーダーメイドで

対応方針を提案し、空き家の流通を促進している。令和６年度は、１６件の空き家を取り扱い、１３件の売買・

賃貸借契約に至った。 

 

図表 23 いこま空き家流通促進プラットホーム実績             

令和2 3 4 5 6

走行距離（km） 104 125 68 248 254

走行回数（回） 8 31 10 26 33

走行距離（km） 193 185 73 41 242

走行回数（回） 23 27 16 7 29
2号機

1号機

令和2 3 4 5 6

501.5 424.2 345 181.9 119.3

112 120 87 46 31

1,088.7 476.3 444.4 436.6 382.5

225 123 107 112 95

1,265.6 1,826.6 1,622.3 489.9 382.9

232 356 362 164 105

782.5 247 190.9 155 166.1

211 58 60 40 50

273 399.9 338.8 272.9 97.3

56 95 97 72 30

充電量（kWh）

利用回数（回）

充電量（kWh）

利用回数（回）

充電量（kWh）

利用回数（回）

充電量（kWh）

利用回数（回）

市役所

図書会館

北コミュニティセンター

南コミュニティセンター

エコパーク21

充電量（kWh）

利用回数（回）

電気自動車用急速充電器 
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➇ 戸建て住宅賃貸化促進奨励金の交付 

  市内の戸建て賃貸住宅の充実を図るために、省エネルギーや耐震、バリアフリー、水回り設備など、100

万円を超える改修工事を行い、賃貸した所有者に対し、1 件あたり 50 万円の奨励金を交付する事業を令

和４年度から開始した。令和６年度は１件の交付を行った。 

図表 24 戸建て住宅賃貸化促進奨励金の交付実績 

 

 

⑨ 恋文不動産 

  空き家の地域での活用を支援するため、空き家を借りたい人の想いを家主に届けてマッチングするプロ

ジェクト「恋文不動産」を令和４年度から開始した。令和６年度は、物件所有者と利活用希望者の効率的なマ

ッチングを支援していくため、双方の思いを可視化する特設サイトを立ち上げた。 

 

(3) 廃棄物対策 

① ごみ処理 

家庭から排出されるごみは、資源ごみ５種を含む７種に分別し、委託業者によって定期的に収集を行って

いる。 

清掃リレーセンターはごみ中継施設として整備したが、現在は市民・事業者から持ち込まれたごみの受け

入れを行っている。受け入れたごみは圧縮してコンテナに積替処理して生駒市清掃センターへ輸送される。 

生駒市清掃センターは、ごみを焼却処理する施設である。環境に配慮し、燃焼ガスの余熱を回収し、隣

接する生駒山麓公園施設への熱供給なども行っている。なお、施設の処理能力は 220ｔ/日（110ｔ/日×2

炉）である。 

図表 25 生駒市の家庭ごみ収集の形態 

 

 

② ごみ排出量 

家庭から出るごみについて、その量に応じてごみ処理に係る費用の一部を排出する者が負担する仕組

みである家庭系ごみの有料化を平成２７年４月から導入している。この取組の継続により、令和６年度の市

（件）

令和2 3 4 5 6

取扱物件数 22 22 16 24 16

売買または賃貸借契約件数 9 20 16 10 13

（件）

令和4 5 6

1 4 1

累計 1 5 6

交付件数

回数 備　　考

週2回 月・木曜日、火・金曜日、水・土曜日の3ルートで収集

プラスチック製容器包装 週1回 プラマークがついたプラスチック製の容器と包装

小型電化製品・金属

びん・缶

ペットボトル

われもの 食器類（せともの）・ガラス製品

有害ごみ
月2回

（平成30年4月～）
乾電池、電球、蛍光灯・蛍光管、水銀の体温計、鏡

大型ごみ、燃えないごみ 大きさが30ｃｍを超える可燃物と全ての不燃物

大型電化製品・金属 45ℓまでの袋に入らない電化製品・金属

種別

燃えるごみ

資源ごみ
月２回

電話リクエスト
インターネット予約
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域のごみ発生量は、32,499t まで減少した。市民 1 人 1 日あたりの平均ごみ排出量については、令和５年

度より 43.6g 減少し、家庭系ごみの市民 1 人 1 日あたりの平均ごみ排出量は、２０．３ｇ減少した。 
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図表 26 ごみ排出量 

 

 

 

③ ごみ焼却量等 

排出ごみの大部分は焼却処理され、最終的に焼却残さと不燃成分の埋立てにより処理される。令和 5

年度に続き、令和６年度も清掃センターの工事の影響により、燃えるごみの一部を市外の施設で処理した

ため、焼却量が減少している。 

図表 27 ごみ焼却量・埋立量 

 
 

④ ごみの性状 

排出ごみの性状については、可燃ごみとして生駒市清掃センターに搬入されたごみについて、乾燥重量

における成分組成を調査している。組成については、各年度とも紙類の割合が最も高く、おおよそ減少傾向

にある。可燃成分と不燃成分で分けた場合は、可燃成分が 9 割以上を占めている。 

  

　
　　　　　　　　　　　　年度
区分

令和2 3 4
5

（基準年度）
6

総人口（人） 118,621 118,139 117,629 116,819 116,207
ごみ発生量（ｔ） 36,373 36,444 34,963 34,677 32,499
ごみ排出量（ｔ） 33,603 33,796 32,461 32,260 30,236

家庭系ごみ（ｔ） 25,344 24,947 24,077 23,935 22,884
事業系ごみ（ｔ） 8,259 8,849 8,384 8,325 7,352
１日平均排出量（ｔ/日） 92.1 92.6 88.9 88.1 82.8

１人１日あたりごみ排出量（ｇ/
人日）

776.1 783.8 756.1 754.5 710.9

１人１日あたり家庭系ごみ排
出量（ｇ/人日）

585.4 578.5 560.8 559.8 539.5

（ｔ）

令和2 3 4
5

（基準年度）
6

焼却量 31,386 32,312 30,731 27,848 22,981

焼却残さ埋立量(生駒市清掃ｾﾝﾀｰ） 2,861 2,792 2,824 2,534 1,908

ごみ埋立量(清掃ﾘﾚｰｾﾝﾀｰ） 233 224 167 169 169

　　　　　　  　　　　　年度
区分
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図表 28 ごみの組成 

 

 

⑤ 重点的に取り組んだごみ減量・再資源化の項目 

a ごみの有料化について 

「ごみ半減プラン」の重点施策の１つとしている家庭ごみの有料化について、平成 23 年 5 月から「生駒

市ごみ有料化等検討委員会」での検討、「ごみ半減トライアル計画」によるごみ減量取組の実践を経て、平

成 25 年 12 月に市長と市議会に報告書を提出した。 

市は、平成 26 年 3 月定例市議会に平成 27 年 4 月 1 日からの家庭ごみ有料化導入を提案し、議決さ

れた。その後、実施までの 1 年間で、自治会説明会やリーフレット、ポスターの配布、また平成 27 年 2 月

には、おためし袋の全戸配布などを実施し、有料化に向けて周知徹底を図った。 

平成 27 年 4 月から家庭ごみの有料化が開始され、「燃えるごみ」「大型ごみ」「燃えないごみ」は、指定

袋や処理券を用いて出すこととなり、これにより、これまで燃えるごみとして捨てられていた資源ごみが分別

されるようになり、資源化が進んだ。 

 

ｂ レジ袋の削減について 

レジ袋の削減、マイバッグ等の利用推進のため、平成 25 年 10 月 30 日に、市内のスーパーマーケット

の代表者と生駒市環境基本計画推進会議（ＥＣＯ－ｎｅｔ生駒）と生駒市の三者で、平成 26 年 6 月 1 日か

らレジ袋有料化に向けた「マイバッグ等の持参促進及びレジ袋有料化に関する協定」を締結した。 

令和２年７月１日から、レジ袋有料化が省令（※）により義務化された。令和５年１月から、買い物をした際

に客が購入するレジ袋の代用として、生駒市指定のごみ袋を１枚単位でバラ売りする取組を、市内の一部

のスーパーマーケットで開始した。今後も、本施策に賛同してもらえる指定ごみ袋販売店を拡大するととも

に、レジ袋削減について取り組んでいく。 

  （※）小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物排出の抑制の促進

に関する判断の基準となるべき事項を定める省令（平成１８年財務・厚生労働・農林水産・経済産業省

令第１号） 

 

ｃ 集団資源回収 

ごみの発生抑制、再資源化において、集団資源回収は効果が大きく、その取り組みを促進していく必要

があり、実践団体に補助金を交付し、支援を行っている。 

（乾燥重量比％）

区分
　　　　　　　　　年度
組成

令和2 3 4
5

（基準年度）
6

紙類 34.0 37.4 35.6 34.1 37.4
繊維類 6.2 3.5 4.6 6.1 9.3
木・竹類 10.9 11.5 10.9 13.2 9.6
厨芥類 16.4 13.3 15.6 13.1 13.7
プラスチック 24.4 24.1 26.3 27.0 24.4
ゴム・皮革類 0.4 0.3 0.6 1.6 0.5
雑物類 3.5 3.4 2.4 2.4 2.8
金属類 1.9 2.4 2.1 1.1 1.3
ガラス・陶器類 1.1 1.0 0.2 0.9 0.2
土砂・石類 0.5 0.4 0.2 0.3 0.7
雑物類 0.2 0.3 1.3 0.1 0.1

0.5 2.5 0.0 0.0 0.0

可
燃
成
分

不
燃
成
分

その他
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集団資源回収量については、5 年間で約 20％減少しており、減少傾向にある。主な要因は、集団資源

回収量の大部分を占める新聞の回収量が年々減少していることが挙げられる。実際、平成１２年の新聞発

行部数は、一般紙とスポーツ紙を合わせ、全国で 5,370 万部であったが、ペーパーレス化、インターネット

ニュースの台頭等により、２０年後の令和元年には 3,500 万部となっており、減少が著しい。 

図表 29 集団資源回収量   

 

 

ｄ 生ごみ自家処理容器・処理機購入補助 

家庭からごみとして排出される生ごみの焼却量を削減し、焼却により発生する温室効果ガスを削減する

ため、家庭用生ごみ処理容器・処理機を購入する者に対し補助を行っている。 

※補助金額･･非電動型処理容器等は、購入額の 4 分の 3 以内で限度額は１5,000 円(1 世帯 1 年間 2 個

まで)。 

図表 30 生ごみ自家処理容器･処理機購入補助申請数  

 

e 食品ロス削減の取組 

〇フードドライブ 

賞味期限切れなどの理由で、まだ食べられるのに捨てられてしまう食品「食品ロス」の削減を目指し、家庭

等で使いきれない食品を持ち寄り、それを必要としている福祉施設や団体に寄付する活動「フードドライブ」を

実施した。 

（ｔ）
　　　　　　   年度
種類

令和2 3 4
5

（基準年度）
6

新聞 1,426 1,336 1,236 1,131 1,012
雑誌 721 635 616 612 590

段ボール 393 392 392 382 367
ウエス 201 224 219 211 204
牛乳パック 18 18 17 17 17

カバン・くつ類 10 9 9 9 7
ミックスペーパー 32 33 41 42 36
金属（缶） 16 30

合計 2,801 2,647 2,530 2,420 2,263

※端数処理のため合計が合わないことがある。
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令和６年度は、たけまるホールで毎週木曜日に実施した分で５４６点１４４kg、市役所（環境保全課）窓口

等で１，３５８点 256kg の食品が集まった。集まった食品は、生駒市社会福祉協議会などに寄付した。 

図表 31 フードドライブ受付点数・重量 

 

 

〇食品ロス削減協力店制度 

事業者との連携によってまち全体で食品ロス削減に取り組む仕組みとして、食品ロス削減に積極的に取

り組む市内の食品小売業を営業する事業者を「生駒市食品ロス削減協力店」として登録する制度を開始し

た。令和６年度も引き続き、ホームページ・ＳＮＳを活用し、食品ロス削減の取組を支援した。 

 

 

 

図表 32 生駒市食品ロス削減協力店と取組内容 

 

 

 

f もったいない食器市 

公共施設で不用な食器の回収を行い、リユースを推進するため、気に入った食器を無料でお持ち帰りい

ただく「もったいない食器市」を開催している。 

実施 実施イベント名・場所 点数 重量
毎週木曜日 たけまるホール 546 144kg

市役所開庁日 環境保全課窓口等 1358 256kg
1,904 399kg合計

店舗名 登録日 取組内容

いそかわ
イトーピア店

令和2年4月1日登録

・量り売りや小分け売りの実施
・販売期間の延長（3分の1ルールを見直し、賞味・消費期限近くまで販売）
・閉店間際、期限間近商品の値引き販売
・値引き商品を一箇所に配置し、手に取りやすくする

いそかわ
新生駒店

令和2年4月1日登録

・量り売りや小分け売りの実施
・販売期間の延長（3分の1ルールを見直し、賞味・消費期限近くまで販売）
・閉店間際、期限間近商品の値引き販売
・値引き商品を一箇所に配置し、手に取りやすくする

ならコープ
ディアーズコープいこま

令和2年4月1日登録

・量り売りや小分け売りの実施
・閉店間際、期限間近商品の値引き販売
・値引き商品を一箇所に配置し、手に取りやすくする
・規格外商品・わけあり商品の販売
・季節商品の予約による販売
・余剰食品のフードバンクへの提供
・フードドライブの実施
・ポスター掲示、店内放送等による食品ロス削減に関する啓発、情報発信
・食べきり、使いきりに繋がるレシピ紹介

中村屋
東生駒店

令和2年4月1日登録

・量り売りや小分け売りの実施
・販売期間の延長（3分の1ルールを見直し、賞味・消費期限近くまで販売）
・閉店間際、期限間近商品の値引き販売
・規格外商品・わけあり商品の販売
・季節商品の予約による販売

近鉄百貨店
生駒店

令和2年4月1日登録

・量り売りや小分け売りの実施
・閉店間際、期限間近商品の値引き販売
・値引き商品を一箇所に配置し、手に取りやすくする
・季節商品の予約による販売
・ポスター掲示、店内放送等による食品ロス削減に関する啓発、情報発信

KOHYO
東生駒店

令和3年6月18日登録

・量り売りや小分け売りの実施
・販売期間の延長（3分の1ルールを見直し、賞味・消費期限近くまで販売）
・閉店間際、期限間近商品の値引き販売
・季節商品の予約による販売
・フードドライブの実施
・ポスター掲示、店内放送等による食品ロス削減に関する啓発、情報発信
・AIによる客数自動予測によって発注数量を適正に行い、廃棄ロスを削減
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環境負荷の低減と資源の有効利用を図るため、家庭で不用になった食器だけでなく、割れたり、欠けてし

まった食器についても回収を行っており、適正にリサイクルを実施している。 

 

   g リユース市 

清掃リレーセンターに持ち込まれたごみのうち、小道具やおもちゃなどリユース可能なものを取り置き、清

掃リレーセンターにおいて有料で販売するリユース市を開催している。市民に安価で販売することにより、

資源の有効活用を進め、ごみの減量につなげている。 

 

   ｈ ペットボトルの水平リサイクル 

カーボンニュートラルに向けた取り組みとして、使用済みペットボトルを新たなペットボトルに再生する「ボ

トル to ボトル」水平リサイクルを実施している。ペットボトルを資源として何度も循環させるため、新規化石

由来原料の使用料削減とＣＯ２排出量の削減につなげている。 

 

(4) 公共交通対策 

生駒市地域公共交通活性化協議会 

公共交通機関の空白地域の解消、中心市街地である生駒駅、市役所へのアクセスの改善、また、二酸化

炭素排出量削減など環境負荷への軽減といった課題の解決に向けての検討を行うため、「地域公共交通の

活性化及び再生に関する法律」(平成 19 年法律第 59 号)に基づき、平成 21 年 11 月 27 日に生駒市地

域公共交通活性化協議会を設置し、地域の住民の買い物や通院など日常生活に必要な活動の機会を確

保するために、コミュニティバスの運行などの公共交通サービスを提供すべき地区を抽出し、優先順位を決

定した。 

平成 17 年度から運行している光陽台線を始め、平成 23 年度から門前線、西畑・有里線、平成 30 年

度から北新町線、萩の台線、令和５年度から本格運行を開始した鹿ノ台線とあわせて６路線でコミュニティ

バスを運行した。また、令和 6 年 4 月 22 日から桜ケ丘地区のコミュニティバス実証運行を新たに開始し

た。 

令和３年３月には、「持続可能な公共交通サービスで誰もが円滑に移動でき、市民の活動機会が保障さ

れているまち」を実現するため、公共交通のマスタープランとなる「生駒市地域公共交通計画」を策定した。

今後も整備優先順位の高い地区を中心に公共交通サービスの提供等を行っていく。 

 

〇生駒市地域公共交通計画 

   ＜計画期間＞ 

     令和３年度～令和１３年度（１１年間） 

   ＜基本方針＞ 

     ①公共交通サービスの提供による市民の活動機会の保障 

     ②まちづくりと連携した公共交通サービスの提供 

     ③市民・地元企業・行政等の協働による公共交通サービスの充実 

   ＜将来像＞ 

     持続可能な公共交通サービスで誰もが円滑に移動でき、市民の活動機会が保障されているまち 
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図表 33 コミュニティバス運行状況 

 

 

図表 34 コミュニティバスの乗客数 

 

 

 ※令和２年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響により乗客数が大きく減少したが、令和３年度以降は回

復傾向となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 生活排水対策 

① 合併処理浄化槽設置整備事業 

生活排水を浄化し、河川の水質汚濁を防止することを目的として、当面公共下水道(＊)の整備予定のな

い区域を対象に、平成 3 年度から合併処理浄化槽の設置に対する補助金を交付し、合併処理浄化槽の普

及促進を図っている。令和６年度の設置補助基数は３６基となっている。 

なお、浄化槽法の一部改正（平成 13 年 4 月施行）に伴い、設置が可能な浄化槽は合併処理浄化槽のみ

となっている。 

路線名
光陽台線
（病院線）

門前線
西畑線
・有里線

北新町線
（病院線）

萩の台線 鹿ノ台線

運行日

火・水・金
※年末年始
（12/29～
1/3）及び祝
日を除く

月・水・金
※年末年始
（12/29～
1/3）及び祝
日を除く

乗車定員 32人 12人 8人 12人 12人 ３５人

運賃

平日
※年末年始（12/29～1/3）及び祝日を除く

大人200円、小学生・障がい者100円
※病院線は大人200円、小学生・障がい者100円。光陽台線もしくは北新町線から病院
線にまたがっての利用は大人400円、小学生・障がい者200円
※西畑線・有里線の両区間にまたがっての利用は大人350円、小学生・障がい者1８0円

（単位：人）

路　　線 令和2 3 4 5 6

光陽台線（H17.10～） 27,266 29,311 30,711 29,412 29,980

門前線（H23.10～） 25,657 26,857 29,143 29,936 31,274

西畑・有里線（H23.10～） 4,649 4,639 4,784 4,528 5,072

北新町線（H26.10～） 7,066 6,965 7,033 6,623 6,681

萩の台線（H26.10～） 4,883 5,754 6,211 6,567 4,575

鹿の台線（R6.1～） - - - 1,582 8,620

合　　計 69,521 73,526 77,882 78,648 86,202

コミュニティバスたけまる号 
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図表 35 合併処理浄化槽設置補助基数 

 

 

 

②公共下水道整備事業 

a 公共下水道の概要 

公共下水道は、河川等公共用水域(＊)の水質を保全するとともに、市民に快適な住環境をもたらす上で

大きな役割を果たしている。 

本市の公共下水道は奈良県浄化センターで汚水を処理する流域関連公共下水道の処理区（富雄川・竜

田川）と、竜田川浄化センターや山田川浄化センターで汚水を処理する単独公共下水道の処理区がある。

近年は、下水道普及率の低い、流域関連公共下水道竜田川処理区の整備を鋭意推進しており、令和６年

度末の下水道普及率は前年度と比較して、約 0.4％上昇している。 

 

図表 36 下水道の整備状況（令和７年３月３１日現在） 

 

 

b 竜田川浄化センターの施設概要 

・ 施設所在地    生駒市東山町 201 番地 21 

・ 敷地面積     27,910 ㎡ 

・ 処理区域     260.7ｈａ 

・ 処理能力     11,520ｍ3／晴天時最大 

・ 排除方式     分流式 

・ 処理方式     ステップ流入式多段嫌気好気活性汚泥法 

             嫌気好気活性汚泥法 

  

c 山田川浄化センターの施設概要 

・ 施設所在地     生駒市鹿ノ台東 1 丁目 11 番地 13 

・ 敷地面積       7,947 ㎡ 

・ 処理区域       110.0ｈａ 

（基）

　　    年度
種類

令和2 3 4 5 6

5人槽 41 46 37 27 28

6人槽 － － － － 8

7人槽 15 13 6 9

8人槽 － － － －

10人槽 － 1 － －

25人槽 － － － －

50人槽 － － － －

合計 56 60 43 36 36

全体計画
面積

事業計画
面積

令和6年度
整備面積

整備済
面積

処理可能
人口

下水道
普及率

（ha） （ha） （ha） （ha） （人） （％）

単独竜田 260.7 260.7 0.48 239.61 18,322

単独山田 153.3 110.0 0.00 110.00 6,848

流関富雄 806.5 580.0 6.42 468.85 24,347

流関竜田 1,264.6 719.6 5.32 451.41 35,722

合計 2,485.1 1,670.3 12.22 1,269.87 85,239 73.4

行政人口
（人）

処理区

116,207
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・ 処理能力       5,900ｍ3／晴天時最大 

・ 排除方式       分流式 

・ 処理方式       標準活性汚泥法＋三次処理（凝集沈殿＋砂ろ過） 

 

d 処理施設別の汚水処理人口 

令和６年度末の汚水処理の状況は、行政区域内人口 116,２０７人のうち、汚水処理人口（公共下水道、

集中浄化槽及び合併処理浄化槽の使用者）は 99,５９８人で、汚水処理普及率は８５.７％（目標：令和 29

年度に 100％）となっている。 

また、し尿しか処理できない単独処理浄化槽と汲み取りによる処理人口は 1６,６０９人で、行政区域内人口の

14.３％を占めており、公共下水道の整備や生活排水全体を処理できる合併処理浄化槽の設置補助等による

転換を図っている。 

 

図表３7 処理施設別の汚水処理人口 

 

 

  

③廃食用油の回収 

廃食用油の回収は平成 7 年 2 月から自治会など 8 団体の協力を得て行っている。 

回収は開庁日の市役所環境保全課窓口（平成 28 年 4 月から）で行っているほか、鹿ノ台ふれあいホー

ル、北コミュニティセンターＩＳＴＡはばたき、図書会館、たけまるホール、南コミュニティセンターせせらぎで、

それぞれ毎週木曜日の午前 9 時から午後 5 時まで実施している。 

回収した廃食用油は石鹸の原料にリサイクルし、リサイクル手洗石鹸として市民に配付している。 

  

（上段：人数（人）、下段：構成比（％））
令和2 3 4 5 6

118,621 118,139 117,629 116,819 116,207

100,126 100,134 100,112 99,757 99,598

84.4 84.8 85.1 85.4 85.7

85,147 85,340 85,398 85,285 85,239

71.8 72.2 72.6 73.0 73.4

3,720 3,422 3,319 3,232 3,232

3.1 2.9 2.8 2.8 2.8

11,259 11,372 11,395 11,240 11,127

9.5 9.6 9.7 9.6 9.6

17,317 16,877 16,449 16,044 15,636

14.6 14.3 14.0 13.7 13.5

1,178 1,128 1,068 1,018 973

1.0 0.9 0.9 0.9 0.8

－ － － － －

行政区域内人口

汚水処理人口

公共下水道

集中浄化槽

合併処理浄化槽

単独処理浄化槽

汲み取り

自家処理人口
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図表３8 廃食用油の回収場所（令和７年４月１日現在） 

 

 

図表 39 廃食用油の回収状況 

 

 

 

 

 

(6) 自然環境・生物多様性 

① 地域・地区の指定 

a 指定の概要 

生駒市域の西部は、生駒山地、東部は、矢田・西の京丘陵が南北に走っており、生駒山地は金剛生駒紀

泉国定公園、矢田丘陵は県立矢田自然公園に指定され、緑豊かな自然環境に恵まれている。また、近畿圏

の保全区域の整備に関する法律に基づく近郊緑地(＊)保全区域、奈良県自然環境保全条例に基づく景観

保全地区及び環境保全地区、都市計画法の風致地区(＊)に第 2 種から第 5 種までの指定区域がある。 

日時
市役所環境保全課窓口 平日8:30～17:15
鹿ノ台ふれあいホール
北コミュニティセンターISTAはばたき
図書会館

たけまるホール
南コミュニティセンターせせらぎ
ひかりが丘自治会 随時
萩の台住宅地自治会
壱分町東自治会
壱分町西自治会
あすか野自治会

小明町自治会
偶数月第1金曜日

午前中

回収拠点

公共施設 毎週木曜日
9：00～17：00

毎月第1月曜日
午前中協力団体等

年度 令和2 3 4 5 6

回収量(L) 8,345 7,681 7,449 6,998 6,609
月平均回収量(L) 695 640 621 583 551
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図表 40 地域の要件・指定基準

 

 

b 申請・届出状況 

緑豊かな自然環境を保全するため、地域・地区内で建築物の新設、土地の形質の変更等を行う者は、許

可申請又は届出の手続を要し、許可又は届出受理においては、厳しい規制基準を設けている。 

図表 41 年度別申請・届出状況 

 

 

  

② 保護樹木等の指定 

生駒市では、環境基本条例の基本理念に基づき緑あふれるまちづくりを推進し、人と自然が共存できる

都市の実現を目指し、市内の緑を保全するため、保護樹木・保護樹林の指定を行っている。そのほか、市街

化区域内の緑を保全するための制度として、市民の森事業及び樹林地バンク制度の運用を行っている。 

 

③ 森林の保全 

「緑の住宅都市」としての環境を支えている森林の保全を図るため、ナラ枯れ防除を実施した森林所有者

等に対して、費用の一部を補助金として交付した。また、里山林の保全、整備及び活用の促進を図るため、

市民の自主的参加による森林整備を行う団体に対し、補助金を交付している。 

 

④ 希少野生生物 

面積（ha） 根拠法令 地域の要件・指定基準

金剛生駒紀泉国定公園 612.0 自然公園法 国立公園に準ずる優れた自然の風景地

県立矢田自然公園 82.0
奈良県立自
然公園条例

県内にある優れた自然の風景地

1,007.4
近畿圏の保全
区域の整備に
関する法律

近郊緑地のうち無秩序な市街地化の恐れが大であ
り、かつこれを保全することによって得られる既成都
市区域及びその近郊の住民の健全な心身の保持及
び増進又はこれらの地域における公害若しくは災害
の防止の効果が著しい土地の区域

景観保全地区 93.0
森林、草生地、山岳、高原丘陵、古墳、渓谷、池沼、河
川等により形成される県の代表的な自然景観を維
持するために必要な地区

環境保全地区 327.0
道路の沿道、市街地及びこれらの周辺で良好な環境
を保全するために積極的に緑化等の推進を図ること
が必要な地区

第２種風致地区 348.5

第３種風致地区 287.5

第４種風致地区 316.9

第５種風致地区 57.1

都市の風致を維持する地区

自
然

公
園

近郊緑地保全区域

自
然
環
境

保
全
地
区

奈良県自然
環境保全条

例

風
致
地
区

都市計画法

（件）

地  点 令和2 3 4 5 6

金剛生駒紀泉国定公園 10 14 6 10 5

県立矢田自然公園 0 0 0 0 0

近郊緑地保全区域 2 3 3 2 1

自然環境保全地区 12 6 16 7 6

風致地区 105 87 87 79 136
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平成 26 年夏、市内のため池で、環境省のレッドリストで、絶滅危惧種ⅠB 類に指定されている日本固

有種の淡水魚カワバタモロコが発見された。カワバタモロコは、外来種の放流、里山や水田の荒廃などが原

因で姿を消しつつあり、調査や保全の取組みが殆どなく、保護しなければ絶滅する可能性があった。 

豊かな自然環境に恵まれた住宅都市として発展してきた生駒市では、今ある自然を守り、希少種を含む

生きものとの共生をふまえた地域環境づくりが必要であった。そこ

で、発見されたカワバタモロコを市における生物多様性の象徴的存

在と位置づけ、地域における環境保全の機運を盛り上げるきっか

けとしてカワバタモロコの保護活動を開始することとした。 

活動の趣旨に賛同して集まったボランティアと専門的知識を持つ

近畿大学水圏生態学研究室と連携しながら、カワバタモロコの生

息域外保全等の活動を行っている。 

 

⑤ 公園の整備 

住区基幹公園や都市基幹公園など都市公園をはじめ、公共施設緑地など、公園の整備状況について

は、以下に示すとおりとなっている。 

 

図表 42 都市公園などの整備状況 

 

 

⑥ 市民農園の整備 

生駒市の農業は都市近郊の農業地域であり農家の兼業化の進行、農業従事者の減少・高齢化・担い手

不足等により耕作放棄地も増えている。貴重な緑地空間として保全活用を図る方法の一つとして、また都

市住民が自然の中で気軽に土に親しみ農作物を作る楽しさを体験していただける交流空間の場として、市

内 3 ヶ所に市民農園を開設している。 

 

図表 43 市民農園の整備状況 

 

（ヶ所） （ha） （ヶ所） （ha）

街区公園(＊) 215 29.89 221 31.21

近隣公園(＊) 12 16.88 12 16.88

地区公園(＊) 2 11.65 3 15.54

229 58.42 236 63.63

総合公園(＊) - - 2 39.39

運動公園(＊) - - - -

- - 2 39.39

229 58.42 238 103.02

都市緑地(＊) 104 44.03 114 47.25

緑道(＊) 5 2.17 5 2.17

338 104.63 357 152.44

広場等 23 4.00 32 5.26

361 108.63 389 157.70

（令和７年３月末時点）

公共施設緑地

都市公園等

種別
市街化区域 都市計画区域

都
市
公
園

基
幹
公
園

住区
基幹
公園

都市
基幹
公園

その他公園

名称 場所 区画数
1区画の面積

（㎡）
使用料
（円/年）

駐車台数
（台）

開設年月日

北地区市民農園 高山町庄田 95 30 15,720 49 H13.4.27

南地区市民農園 萩原町 53 30 15,720 35 H15.5.1

西地区市民農園 小明町・南田原町 70 30 15,720 22 H16.4.20

（令和７年３月末時点）

カワバタモロコ 
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⑦ 遊休農地の活用 

市内の農地の 4 分の 1 にのぼる遊休農地の解消の一助として、遊休農地活用事業を進めている。この

事業は農地の管理などを希望する農地所有者と耕作希望者を市が仲介するもので、遊休農地を維持管理

し、景観を含めた環境の保全を進めながら耕作できる方に農地の貸付を行っている。 

 

図表 44 遊休農地の活用状況 

 

 

(7) 環境美化の推進 

① 生駒市まちをきれいにする条例 

生駒市では、平成11年3月に生駒市環境基本条例を制定し、環境基本計画をはじめ一般廃棄物処理基

本計画や緑の基本計画に基づき、「みんなで創るきれいな街」を合言葉に環境美化に関する様々な施策を

推進してきた。しかし、たばこの吸い殻、空き缶等のポイ捨て、飼い犬のふん放置等の問題については、

元々法令等で禁止されているにもかかわらず、依然として解決されることなく、地域の美観を損なう大きな

要因のひとつとなっていた。 

このことから、生駒市まちをきれいにする条例は、個々の良心に委ねるだけではなく、心無い行為者に対

しては抑止力を高めるとともに、一人でも多くの市民の理解と賛同を得て、市民等、事業者、市の協働によ

り、生駒のまちを美しくきれいなまちにすることを目的として、平成23年１月に施行されたものである。 

しかし、たばこや空き缶のポイ捨て、飼い犬のふん放置等、モラルの欠如や、マナー違反の行為は後を絶

たなかった。そこで、条例の効果を高めるため、ポイ捨て禁止、ふん放置禁止に違反し、命令に従わない人

は過料を支払わなければならない罰則規定を設けるため、平成 25 年 10 月に条例を改正した。 

 

② 環境美化推進員 

生駒市まちをきれいにする条例に基づき、市民による市民に対する啓発を図るため、環境美化推進員の

委嘱を行った。令和 6 年度は、自治会の役員交代などで入れ替わりがあったが、市民１８7 人、自転車放置

防止指導員２2 人の合計２０9 人が推進員として活動を行った。 

 

③ いこまクリーンアップ作戦  

環境美化推進員及び市職員が率先して環境美化活動に取り組むことによる市民の環境美化意識の高揚

を図るため、いこまクリーンアップ作戦として、生駒駅他 8 駅（東生駒駅、菜畑駅、一分駅、南生駒駅、萩の

台駅、白庭台駅、学研北生駒駅、学研奈良登美ヶ丘駅）周辺の清掃活動及びポイ捨て、歩きたばこ禁止啓

発活動を行った。令和 6 年度は、７月及び１0 月に実施し、延べ 219 人が参加した。 

 

④ 自治会清掃 

筆数（筆） 面積（㎡） 所有者（人） 筆数（筆） 面積（㎡） 利用者（人）

2 154 57,905 60 143 55,077 211

3 156 56,585 58 150 55,401 217

4 161 58,686 60 156 57,875 225

5 162 59,579 61 158 58,726 219

6 160 58,470 60 159 58,120 224

貸出農地登録 農地利用
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各自治会が自らの計画に基づき実施する清掃活動に対して、市はごみ袋の配布、ごみの回収等の支援

を行い、市民の環境美化に対する意識の向上に努めている。 

 

⑤ 屋外広告物の簡易除却 

屋外広告物については、平成 16 年 12 月に屋外広告物法及び奈良県屋外広告物条例が改正、施行さ

れ、掲出禁止区域内（奈良県全域）の掲出禁止物（街路樹、道路標識、ガードレール、信号機、電柱、街路灯

等）に掲出されている掲出物（はり紙、はり札、立て看板（鉄製看板、ラック含む））、広告旗（台座を含む）を

発見次第除却が可能となり、除却された掲出物の保管・公示・売却・廃棄等について定められた。 

市職員や関係機関による定期的な撤去活動では、令和６年度の違反広告物の撤去数は７件であった。 

図表 45 違反広告物簡易除却件数 

 

 

⑥ 地域ねこ活動サポーター制度 

市内では、飼い主が不明あるいは不明確な状態で数多くの外猫が徘徊しており、その多くは繁殖や健康

が管理されないまま放置されている。この結果として、感染症の蔓延、悲惨な交通事故等、命の軽視とも言

える事象が市民の生活圏で日常的に起こっている。 

こうした中で、飼い主不明猫によるトラブルを無くすため、野良猫に不妊去勢手術をしてこれ以上増やさ

ないようにしたうえで、一定のルールを守って管理し徐々に被害を減らす「地域ねこ活動」を進めるため、平

成25年に地域ねこ活動サポーター制度を導入した。 

この制度では、一連の活動を行う自治会に対してアドバイスを行うボランティアを地域ねこ活動サポータ

ーとして認定し、迷惑猫のいない地域づくりを図っている。 

地域ねこ活動サポーター ４6 人（令和 7 年３月末時点） 

 

⑦ 生駒市歩きたばこ及び路上喫煙の防止に関する条例 

  生駒市では、「生駒市まちをきれいにする条例」によりポイ捨て防止の観点から「喫煙の制限」を規定し、マ

ナー向上に取り組んできたことにより一定の効果があったが、吸い殻の散乱は未だに見られる。また、歩きな

がらの喫煙は、他者に火傷を負わせたり衣服を焦がしてしまったりする危険な行為であり、さらに、公共の場

での喫煙は、健康増進法により受動喫煙の防止に関する対策が実施されていることからも、被害を防止して

いかなければならない。 

  そこで、市内全域の公共の場所での歩きたばこを禁止し、立ち止まっての喫煙についても「他者の通行の妨

げにならない場所に停止する。」、「他者に煙を吸わせないようにする。」、「吸い殻入れを使用する。」ことと

し、喫煙する人としない人がお互いに安全で快適な生活環境を保つため、平成 29 年 3 月に条例を制定

し、平成 29 年 10 月 1 日から施行した。 

 

(8) 環境教育(＊)・環境啓発 

① 学校における取組み 

a エコ活動の推進 

（件）

令和2 3 4 5 6

はり紙 0 4 2 1 5

はり札 5 4 1 0 2

立看板 0 0 0 0 0

のぼり 0 0 0 0 0

合計 5 8 3 1 7
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各学校で「ごみの正しい分別の点検」「ペットボトルキャップの回収運動」「雨水タンクの活用」等の取組を

推進し、児童生徒に環境保全への理解と関心を深めさせている。また、主体的な活動でその保護者や地域

住民にも情報提供し、広く市民の意識を喚起している。 

 

 

b スーパーエコスクール 

平成 24 年度から平成 26 年度まで、文部科学省のスーパーエコスクール実証事業のモデル校に鹿ノ

台中学校が選ばれ、校舎の大規模改修を行い、エネルギーゼロを目指す取組を推進した。校舎には、小型

風力発電装置や足踏み発電装置など生徒の発案を取り入れた設備もある。現在も継続して、生徒会や各

委員会を中心に「チョークの粉の再利用」「エコ放送」「環境に関する本棚の設置」「消灯の呼び掛け」「コンタ

クトレンズのケース回収」「アルミ缶回収」「スチール缶のプルタブ回収」「雨水タンクの利用」などのエコ活動

に取り組んでいる。 

 

ｃ 社会見学 

  生駒市清掃センター工場棟 2 階の見学スペースにて、一目でごみの焼却処理・排ガス処理・灰処理な

どの流れをみることができるように、焼却処理施設の模型を設置している。さらに、生駒市清掃センター施

設全体の模型・循環型社会を作るための啓発コーナーやごみの量の比較表等、さまざまなごみの情報源と

して、市民がごみ処理について学び、関心を持ってもらえるようになっている。例年、市内 12 校の小学校

から社会見学に訪れていたが、令和５年度に引き続き令和 6 年度も、基幹的設備改良工事を実施している

ため、見学者を受け入れていない。 

 

② 出前授業 

「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」が制定され、環境保全のための意欲の増進を

図るためには、単に知識を享受することだけでなく、一人ひとりのやる気に直接結びつくような情報提供や

体験の機会を提供することが大切であり、学校教育においては、体験学習等の充実や教職員の資質向上

を図るため、国や自治体がその支援に努めることとされている。 

本市では、ごみの分別やごみの減量など５R について学びつつ、ごみ収集体験やパッカー車への乗車体

験などによりごみ収集について理解を深める授業を実施している。 

 

③ 社会科副読本「かんきょういこま」の配信 

環境教育の一環として、地球温暖化などの様々な環境問題を身近な環境やくらしと結びつけて理解し、

学校や家庭での取組に活かしてもらうため、社会科副読本「かんきょういこま」を作成し、市内全小学校に

提供している。ＧＩＧＡスクール構想に基づくタブレット端末の普及に伴い、印刷物を配布するのではなく、

データ配信によることとし、紙使用量の削減を図っている。 

 

➃ SDGs啓発事業 

令和元年 7 月に内閣府から「SDGs 未来都市」に選定されたことを受け、環境施策を軸としつつも、社

会・経済を統合的に向上する取組や SDGs に関する啓発事業を実施した。 

〇SDGs 未来都市リーフレットの活用 

生駒市が SDGs 未来都市として他自治体を先導して持続可能なまちの実現に向けて構築を目指す

「日本版シュタットベルケモデル」や自治体 SDGs を推進する具体的取組等を紹介したリーフレットを啓

発事業に活用した。 
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〇SDGs 未来都市啓発看板の設置 

〇SDGs アクションネットワークの運用 

〇くらしのブンカサイ in いこま 

生駒市は、環境啓発事業として、市民一人ひとりが取組の重要性を認識し低炭素社会の実現に向け

ての実践の輪を広げること等を目的に、「SDGs 環境フェスティバル」を開催してきた。令和４年度から

は、より幅広い SDGｓの視点で、いこま SDGｓアクションネットワークの会員団体・企業等とも連携を図

りながら行う環境啓発事業として内容を見直し、名称も「くらしのブンカサイ in いこま」と改称した。 

令和６年度は、地域の人々が多様な文化を通して互いに理解を深めることを目的とした国際交流イ

ベント「いこま国際ｆｒｉｅｎｄｓｈｉｐフェスタ」と同時開催し、約 2,500 人の市民が参加した。 

 

⑥ 大和川一斉清掃 

大和川の上流が流れる奈良県下で、大和川の美化・愛護意識を高め、きれいな川を取り戻すため、奈良

県、奈良県内流域市町村の主催で、関係地域の自治会等と連携し、大和川一斉清掃を実施している。令和

6 年度は３月 2 日（日）に実施し、延べ 403 人が参加した。 

 

⑦ 富雄川環境美化活動 

富雄川河川管理道において、地域にうるおいとやすらぎを与える河川親水空間をより高めるために、富

雄川コスモス育成推進協議会（平成 11 年～平成 23 年）を前身とする富雄川環境美花推進協議会が平成

23 年 5 月に設置された。当協議会と市との協働により、関係機関と連携しながら、富雄川クリーンキャン

ペーンなど、河川管理道の清掃活動及び花の植栽・育成に関する活動等に取り組んでいる。 

 

a 富雄川クリーンキャンペーン  

河川愛護意識の高揚を図るため、令和 6 年 6 月 1 日（土）、11 月３日（祝）に富雄川クリーンキャンペー

ンを実施し、市民参加による草花等植栽場所の清掃活動及び花壇への花の植栽を実施した。（富雄川河川

管理道約 1.5km の両岸） 

 

b 奈良県との連携 

富雄川環境美花推進協議会において取り組んでいる河川管理道の清掃活動及び花の植栽・育成につい

て、奈良県の「地域の河川サポート事業」として構成団体が個々に奈良県と「憩いの川づくりプログラム」の

実施にかかる協定を締結して活動している。また、奈良県により富雄川の一部区間で遊歩道的な整備がな

されたことにより、協議会として「彩り花づつみプログラム」の実施に係る協定を奈良県と締結し、より自主

的に事業の推進を図っている。 

 

⑧ 環境情報の提供 

a ごみガイドブック 

ごみの分別排出の徹底を図り、減量化・再資源化を促進するため、分別排出啓発冊子「ごみガイドブック

保存版『みんなで取り組もうごみ減量！』」を作成している。平成 27 年 11 月に全世帯に配布後は、転入者

に対し届出時に配布するとともに、市役所や市の文化施設等に配架して、本市のごみ分別排出方法の徹底

を図っている。 
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(9) 生駒市環境マネジメントシステム(＊)の運用 

本市の事務事業によって生じる様々な環境への負荷を減らすために、Ｐｌａｎ（計画・目標設定）、Ｄｏ（実

施）、Ｃｈｅｃｋ（監査）、Ａｃｔｉｏｎ（見直し）というプロセスで継続的に取組を改善し、環境行動を推進していくた

め、平成 22 年から生駒市環境マネジメントシステムの運用を開始した。 

平成 26 年度までは、環境自治体会議のシンクタンクであるＮＰＯ法人環境自治体会議環境政策研究所

が開発した自治体向けの環境マネジメントシステム「環境自治体スタンダード（以下 LAS-E という）」規格を

用いて運用してきた。5 年間の継続的な運用により、ごみの分別、節電などのエコオフィス活動については、

強い意識付けと取組の定着が図られ、環境行動を継続して改善していくための基本的な体制が整備できた。 

一方、LAS-E 規格では、各課の普段の取組は、紙、ごみ、電気の削減というエコオフィス的な活動が中心

になることから平成 27 年 1 月に策定した「生駒市環境モデル都市アクションプラン」を主軸とした環境施策

全般・環境関連計画の一体的な管理と、各部署で当然に環境への配慮が行われる水準にステップアップする

ことを主眼に置き、平成 27 年度から独自のシステムにより運用することとした。 

LAS-E 規格の大きな特長であった、目標設定や監査等に市民が参画する手法を継続した上で、書面に

よる進行管理・点検評価とともに担当課へのヒアリングを実施することとした。令和６年度の環境監査報告の

概要は以下のとおりである。 

 

〇令和６年度の運用状況 

 ・生駒市環境マネジメントシステム推進会議 １回開催 

 ・職員対象アンケート １回 

 

① 生駒市環境基本計画の関連計画に基づく取組状況 

令和６年度分の進捗管理については、書面による取組状況及び事務局を通じたヒアリングによって監

査を行った。目標ごとの主な成果と課題は以下のとおりである。 
 

a 目標１ 自然環境  

     ○成果 

 学校給食や市内市場を通じて地元農産物の活用が広がり、地産地消の定着に向けた取り組みが

進展しています。 

 学校や自治会の花壇づくり支援など、市民参加型の緑化活動が継続的に展開され、地域の環境

美化や交流に寄与しています。 

   〇課題 

・ 農地活用は稲作体験にとどまっており、新規就農や遊休農地活用に結びつける工夫が必要です。 

・ 病害の影響による出荷量減少への対応として、新規出荷者の拡大や供給体制の強化が求められ

ます。 

・ 街路樹管理は老朽化対応が中心となっており、更新路線の優先度を整理した計画的な維持管理

が必要です。 
 

ｂ 目標２ 生活環境  

○成果 

 ごみの発生抑制・リユース事業が着実に展開され、循環型社会に向けた意識づくりが進んでいま

す。 

 空き家対策ではセミナーや相談会を拡充し、さらに管理不全物件への改善指導も進めるなど、総

合的な取組が展開されています。 
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○課題 

 空き家対策において、補助金交付件数が目標に届いておらず、積極的な周知や所有者への直接

的な働きかけを通じた利用促進が必要です。 

 

ｃ 目標３ 地球環境  

○成果 

 公共施設への再生可能エネルギー導入が進み、発電実績や収益に結びついています。 

 公共交通利用の促進や熱中症対策方針の策定など、市民生活に密接した環境施策も着実に展

開されています。 

 ○課題 

 再エネ導入は設置可能施設が減少しており、残余施設への確実な導入や維持管理が必要です。 

 住宅や公共施設の省エネ推進は利用実績が伸び悩んでおり、国の補助制度の案内強化や民間

主体の EV 普及支援が求められます。 

 いこま市民パワーの活用については、供給拡大の成果を持続的な仕組みに結びつける工夫が課

題です。 

 

ｄ 目標４ コミュニティ  

○成果 

 市民や団体、事業者が参画する活動が進められ、地域のつながりや協働の基盤づくりが強化され

つつあります。 

 市の事業やイベントを通じた市民参画の機会が提供され、持続可能なまちづくりに向けた意識の

醸成が進んでいます。 

○課題 

 取組の継続には補助金への依存から脱却し、自主財源の確保や主体的な運営体制の強化が必

要です。 

 多様な主体がさらに参画しやすい仕組みを整え、協働を広げていくことが求められます。 

 

② 他の関連計画に基づく取組状況 

・ 環境モデル都市アクションプランについては、取組内容が高度かつ困難なものが多いと考えます

が、できるところから取組を着実に進めていただくことを望みます。 

・ SDGs 未来都市計画については、概ね順調に取組が進められています。 

・ 地球温暖化対策実行計画（事務事業編）については、令和６年度の目標設定がなかったことから

評価なしとしています。令和７年度は、設定された目標に基づき取組を着実に進めていただくよ

うお願いします。 
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第3章 生駒市の環境の状況 
1 大気汚染・悪臭 

(1) 大気汚染に係る環境基準(＊) 

大気汚染に係る環境基準は、環境基本法第 16 条第 1 項により、人の健康を保護し、及び生活環境を保

全する上で維持されることが望ましい基準として、主要な大気汚染物質について以下のような環境基準が設

定され、大気汚染に係る環境保全の目標とされている。 

図表４6 大気の汚染に係る環境基準について(S48.5.8 環告 25) 

 

図表 47 二酸化窒素に係る環境基準について(S53.7.11 環告 38 号) 

 

図表 48 微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準について(H21.9.9 環告 33) 

 

図表 49 ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について(H9.2.4 環告 4) 

 

図表 50 ダイオキシン類による大気の汚染に係る環境基準について(H11.12.27 環告 68) 

 

 

(2) 大気質調査 

本市の大気質調査は、測定として「雨水水素イオン濃度」（3 地点）、「二酸化硫黄（ＳＯ２）濃度」（7 地点）、

「二酸化窒素（ＮＯ２）濃度」（14 地点）の 3 項目について簡易測定を月１回、北地区（ひかりが丘配水場、奈

良先端科学技術大学院大学前交差点）、中地区（東菜畑一丁目県有地）、南地区（南コミュニティセンター）の

4 地点で 7 日間連続測定を年１回実施し、また、ベンゼン、トリクロロエチレン等の有害大気汚染物質(＊)及

びダイオキシン類についても測定を実施している。 

 なお、奈良県においても山崎町の消防本部の生駒局を置き、大気汚染を常時監視している。奈良県や大阪

府の常時監視は、環境省大気汚染物質広域監視システム「そらまめくん」

（https://soramame.env.go.jp）で 1 時間ごとに更新され、監視データは閲覧可能である。 

 

物質 環境上の条件

二酸化硫黄（SO2）(＊)
1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時
間値が0.1ppm以下であること。

一酸化炭素（CO）
1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間
値の8時間平均値が20ppm以下であること。

浮遊粒子状物質（SPM）(＊)
1時間値の1日平均値が0.10mg/㎥以下であり、かつ、1時
間値が0.20mg/㎥以下であること。

光化学オキシダント（Ox）(＊) 1時間値が0.06ppm以下であること。

物質 環境上の条件

二酸化窒素（NO2）(＊)
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでの
ゾーン内又はそれ以下であること。

物質 環境上の条件

微小粒子状物質（PM2.5）(＊)
1年平均値が15μg/㎥以下であり、かつ、1日平均値が35
μg/㎥以下であること。

物質 環境上の条件

ベンゼン 1年平均値が0.003mg/㎥以下であること

トリクロロエチレン 1年平均値が0.13mg/㎥以下であること

テトラクロロエチレン 1年平均値が0.2mg/㎥以下であること

ジクロロメタン 1年平均値が0.15mg/㎥以下であること

物質 環境上の条件

ダイオキシン類(＊) 0.6pg(＊)－TEQ/㎥以下であること

https://soramame.env.go.jp/


- 41 - 

 

図表５1 大気質測定場所と測定項目 

 

雨水水素
イオン
濃度

二酸化硫

黄(ＳＯ2)

濃度

二酸化窒

素(ＮＯ2)

濃度

土地改良区 ① ○

学研サイエンスプラザ ② ○ ○ ○

⑰ ○

⑬ ○ ○

上町自治会館 ③ ○

生駒台小学校 ④ ○ ○

桜ヶ丘小学校 ⑤ ○

消防本部 ⑥ ○ ○ ○

市役所 ⑦ ○ ○ ○ ○

⑭ ○

生駒高校 ⑧ ○

大瀬中学校 ⑨ ○ ○

有里第１公園 ⑩ ○ ○

生駒南小学校 ⑪ ○ ○

竜田川浄化センター ⑫ ○ ○

消防南分署 ⑮ ○

南コミュニティセンター ⑯ ○

生駒山麓公園 ⑱ ○

暗峠 ⑲ ○

※ 学研サイエンスプラザは、H16.4から測定

※ 東菜畑１丁目県有地は、H24から測定

（測定方法）

　二酸化硫黄濃度、二酸化窒素濃度：ＴＥＡ－円筒ろ紙法
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図表５2 大気質調査地点 
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①  硫黄酸化物（ＳＯｘ） 

硫黄酸化物（ＳＯｘ）とは、主に二酸化硫黄（ＳＯ２）、三酸化硫黄（ＳＯ３）などの物質を総称する言葉であ

り、「ソックス」ともいわれている。呼吸器疾患等の原因物質であるほか、酸性雨(＊)などの主要因子ともな

っており、これまで重点的に対策が講じられてきた代表的な大気汚染物質の 1 つである。主に、不純物とし

て硫黄を含む重油など化石燃料の燃焼に伴って発生する。 

本市では、大気中の二酸化硫黄（ＳＯ２）濃度を 7 地点で測定しており、経年変化は横ばい傾向である。

各年度、各地点の測定値とも、二酸化硫黄（ＳＯ２）濃度の環境基準である 0.04ppm(＊)以下という値を

参考にすると基準の 10 分の 1 以下で推移していることから良好な環境が維持されている。 

図表５3 二酸化硫黄濃度測定値 

 

 

(注) 平成５年度からトリエタノールアミン円筒ろ紙法（大気汚染学会誌第 23 巻第２号（1988 年））を用いて測定しており、この

図表の測定値は、文献中の換算式を用いて、簡易測定値である二酸化硫黄濃度を ppm 値に換算したものである。 

(注) 数値は各年度の日平均値 

 

 

② 窒素酸化物（ＮＯｘ） 

窒素酸化物（ＮＯｘ）とは、主に一酸化窒素（ＮＯ）、二酸化窒素（ＮＯ２）を総称する言葉であり、「ノックス」

ともいわれている。代表的な大気汚染物質の１つであり、高濃度で呼吸器疾患等を引き起こすほか、酸性

雨や光化学スモッグなどの主要因子となっている。重油やガソリン、石炭などをはじめ、物質の燃焼に伴っ

て発生し、工場、自動車、家庭の暖房など、発生源は多岐にわたる。 

本市では、大気中の二酸化窒素（ＮＯ２）濃度を 14 地点で測定している。二酸化窒素（ＮＯ２）濃度の環境

基準である 0.04～0.06ppm の範囲内またはそれ以下という値を参考にすると、各年度、各地点の測定

値とも、環境基準値を満たしており、良好な環境が維持されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（SO2ppm）

令和2 3 4 5 6

北地区 学研サイエンスプラザ 0.0031 0.0030 0.0029 0.0029 0.0029

生駒台小学校 0.0031 0.0030 0.0029 0.0029 0.0030

消防本部 0.0031 0.0031 0.0029 0.0029 0.0030
市役所 0.0032 0.0031 0.0030 0.0029 0.0030

有里第１公園 0.0031 0.0031 0.0029 0.0029 0.0029

大瀬中学校 0.0031 0.0030 0.0030 0.0029 0.0030
生駒南小学校 0.0032 0.0031 0.0030 0.0030 0.0030

0.0031 0.0031 0.0029 0.0029 0.0030

　　　 　 　　　　　　　年度
測定地点

中地区

南地区

平 均 値
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図表５4 二酸化窒素濃度測定値 

 

 

(注)本市における二酸化窒素の測定方法は、トリエタノールアミン円筒ろ紙法（大気汚染学会誌第 23 巻第２号（1988 

年））による測定法に準拠して行っており、この図表の二酸化窒素濃度の値は、文献中の換算式を用いて、簡易測定値である二

酸化窒素濃度を ppm 値に換算したものである。 

(注)数値は各年度の日平均値 

 

③ 自動車排ガス測定 

本市では、自動車排ガスによる大気汚染の主な原因物質である二酸化窒素（ＮＯ２）、浮遊粒子状物質

（ＳＰＭ）、二酸化硫黄（ＳＯ２）、一酸化炭素（ＣＯ）について、簡易測定による二酸化窒素（ＮＯ２）及び二酸化

硫黄（ＳＯ２）の測定を補完し、環境基準と比較検討するため、7 日間連続測定を実施している。 

調査地点については、国道 168 号沿道の南コミュニティセンター及び国道 163 号と市道芝庄田線の交

差付近（奈良先端大学前交差点）に加えて、平成 24 年度から県道大阪枚岡奈良線沿道の県有地（東菜畑

1 丁目）、さらに平成 25 年度からひかりが丘配水場（ひかりが丘 3-6-3）を加える 4 箇所で 7 日間連続

測定し、監視体制の充実に努めている。令和 6 年度の測定結果（図表 57 参照）は、環境基準値以下で簡

易測定結果と同様、良好な環境が維持されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（NO2ppm)

令和2 3 4 5 6

土地改良区 0.006 0.007 0.007 0.006 0.006

学研サイエンスプラザ 0.007 0.008 0.008 0.007 0.007

上町自治会館 0.008 0.008 0.009 0.008 0.008
生駒台小学校 0.008 0.009 0.009 0.008 0.008

桜ヶ丘小学校 0.008 0.009 0.010 0.008 0.008

消防本部 0.009 0.010 0.010 0.008 0.008
市役所 0.007 0.008 0.008 0.007 0.007

生駒高校 0.007 0.008 0.008 0.007 0.007

大瀬中学校 0.007 0.008 0.008 0.007 0.007
有里第１公園 0.008 0.008 0.008 0.007 0.007

生駒南小学校 0.007 0.008 0.008 0.007 0.007

竜田川浄化センター 0.007 0.008 0.008 0.007 0.007
生駒山麓公園 0.006 0.006 0.007 0.006 0.006

暗峠 0.006 0.006 0.007 0.006 0.006

0.007 0.008 0.008 0.007 0.007

　　　 　     　　　　　 年度
測定地点

北地区

中地区

南地区

西地区

平 均 値
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図表 55 自動車排ガス測定調査 

 

 

 

 

 

 

 

2 3 4 5 6

二酸化窒素 期間平均値 0.010 0.009 0.009 0.009 0.010 －
（NO2 ppm） 日平均値の最高値 0.017 0.012 0.012 0.012 0.015 0.06以下

１時間値の最高値 0.028 0.021 0.022 0.025 0.026 －

浮遊粒子状物質 期間平均値 0.019 0.012 0.014 0.022 0.011 －

（SPM mg/m
3
） 日平均値の最高値 0.026 0.017 0.020 0.038 0.016 0.1以下

１時間値の最高値 0.054 0.037 0.042 0.082 0.027 0.2以下

二酸化硫黄 期間平均値 0.000 0.001 0.000 0.000 0.002 －
（SO2　ppm） 日平均値の最高値 0.001 0.002 0.001 0.000 0.002 0.04以下

１時間値の最高値 0.001 0.001 0.002 0.001 0.004 0.1以下

微小粒子状物質 期間平均値 8 7.6 7.6 12.6 5.3 －

（PM2.5μg/m3） 日平均値の最高値 14 11 11.2 22.0 7.8 35以下

１時間値の最高値 54 16 25.7 52.8 12.0 －

一酸化炭素 期間平均値 0.2 0.4 0.3 0.3 0.2 －

 (ppm) 日平均値の最高値 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 10以下
8時間平均値の最高値 0.4 0.6 0.5 0.5 0.3 20以下

奈良先端大学前交差点(北地区）                   　      測定場所
測定項目

環境基準

環境基準

令和2 3 4 5 6

二酸化窒素 期間平均値 0.005 0.006 0.005 0.008 0.004 －
（NO2 ppm） 日平均値の最高値 0.007 0.011 0.007 0.011 0.007 0.06以下

１時間値の最高値 0.017 0.029 0.014 0.026 0.022 －

浮遊粒子状物質 期間平均値 0.018 0.024 0.020 0.020 0.014 －

（SPM mg/m
3
） 日平均値の最高値 0.028 0.031 0.026 0.024 0.020 0.1以下

１時間値の最高値 0.038 0.045 0.103 0.064 0.062 0.2以下

二酸化硫黄 期間平均値 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 －
（SO2　ppm） 日平均値の最高値 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.04以下

１時間値の最高値 0.003 0.004 0.002 0.003 0.003 0.1以下

微小粒子状物質 期間平均値 10 12 16 12 8 －

（PM2.5μg/m3） 日平均値の最高値 16 18 22 14 11 35以下

１時間値の最高値 36 38 80 47 28 －

一酸化炭素 期間平均値 0.2 0.4 0.4 0.3 0.3 －

 (ppm) 日平均値の最高値 0.3 0.5 0.4 0.4 0.3 10以下
8時間平均値の最高値 0.3 0.6 0.5 0.4 0.3 20以下

                   　      測定場所
測定項目

ひかりが丘配水場（北地区）

令和2 3 4 5 6

二酸化窒素 期間平均値 0.007 0.01 0.009 0.010 0.006 －
（NO2 ppm） 日平均値の最高値 0.011 0.017 0.012 0.013 0.009 0.06以下

１時間値の最高値 0.022 0.029 0.024 0.026 0.017 －

浮遊粒子状物質 期間平均値 0.015 0.022 0.018 0.014 0.012 －

（SPM mg/m
3
） 日平均値の最高値 0.024 0.028 0.023 0.020 0.015 0.1以下

１時間値の最高値 0.036 0.040 0.097 0.040 0.046 0.2以下

二酸化硫黄 期間平均値 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 －
（SO2　ppm） 日平均値の最高値 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.04以下

１時間値の最高値 0.003 0.003 0.002 0.003 0.002 0.1以下

微小粒子状物質 期間平均値 11 12 15 9 8 －

（PM2.5μg/m3） 日平均値の最高値 22 16 20 13 10 35以下

１時間値の最高値 36 30 65 28 17 －

一酸化炭素 期間平均値 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 －

 (ppm) 日平均値の最高値 0.3 0.4 0.3 0.4 0.2 10以下
8時間平均値の最高値 0.4 0.5 0.5 0.5 0.3 20以下

東菜畑一丁目県有地（中地区）                           測定場所
測定項目

環境基準
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(3) 光化学スモッグ 

光化学スモッグとは、自動車や工場などから排出される大気中の窒素酸化物、揮発性有機化合物が太陽

光線（紫外線）を受けて光化学反応により、二次的汚染物質を生成することにより発生する。光化学反応によ

り生成される酸化性物質で二酸化窒素を除いたものが光化学オキシダントといわれる。 

本市では、奈良県光化学スモッグ緊急対策要領に基づき、光化学スモッグの発生に対処するため、教育施

設、屋外活動施設等との連絡体制を整え、市内公共施設等 30 ヶ所に看板を設置し周知している。光化学ス

モッグの発生はその年の気象条件に影響されるため、発令状況は年度によってばらつきがあり、令和６年度

は、県北西部において予報は４件発令された。 

また、警報、重大警報は平成元年度以降、発令されていない。なお、光化学スモッグ予報等の情報を奈良

県が（http://www.eco.pref.nara.jp）5 月から 9 月までメールマガジンで配信している。（要登録） 

 

 

図表 56 光化学スモッグ発生のしくみ 

   
  

令和2 3 4 5 6

二酸化窒素 期間平均値 0.007 0.009 0.009 0.009 0.007 －
（NO2 ppm） 日平均値の最高値 0.011 0.014 0.012 0.014 0.01 0.06以下

１時間値の最高値 0.02 0.026 0.02 0.029 0.018 －

浮遊粒子状物質 期間平均値 0.01 0.013 0.02 0.017 0.014 －

（SPM mg/m
3
） 日平均値の最高値 0.016 0.02 0.026 0.023 0.018 0.1以下

１時間値の最高値 0.044 0.048 0.073 0.058 0.04 0.2以下

二酸化硫黄 期間平均値 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 －
（SO2　ppm） 日平均値の最高値 0.003 0.001 0.001 0.001 0.001 0.04以下

１時間値の最高値 0.003 0.004 0.002 0.003 0.002 0.1以下

微小粒子状物質 期間平均値 8 15 16 9 7 －

（PM2.5μg/m3） 日平均値の最高値 14 22 22 14 9 35以下

１時間値の最高値 38 41 57 35 19 －

一酸化炭素 期間平均値 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 －

 (ppm) 日平均値の最高値 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 10以下
8時間平均値の最高値 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 20以下

南コミュニティセンター（南地区）

(注）一酸化炭素：1時間値の一日平均値が10ppm以下であり、かつ1時間値が20ppm以下であること。

                         　測定場所
測定項目

環境基準
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図表 57 光化学スモッグ発令回数の推移・発令区分と発令基準 

 

 

 

(4) 酸性雨 

① 雨水水素イオン濃度 

水素イオン濃度(＊)がｐＨ5.6 以下の雨を酸性雨と呼び、森林や土壌、湖沼、文化財などに大きな影響

を与えるため、地球環境問題となっている。また、その原因は大気中の硫黄酸化物が雨水に溶け込んで酸

性化するためであり、雨水水素イオン濃度は大気汚染の１つの指標にもなっている。 

本市では、雨水水素イオン濃度を市内 3 ヶ所で毎月測定を実施している。 

令和 6 年度の雨水イオン濃度の平均値（※）はｐＨ5.2 で酸性雨ではあるが、環境省が実施した 1983

年～2002 年までの 20 年間の酸性雨調査結果（酸性雨対策調査総合取りまとめ報告書概要）の年平均

値ｐＨ4.77 ほど低くはなかった。 

 

 

図表 58 雨水水素イオン濃度 

 

 

② 雨水イオン分析(＊) 

雨水には、硫黄酸化物（ＳＯｘ）や窒素酸化物（ＮＯｘ）などの酸性物質が、硫酸イオン、硝酸イオンとして存

在しているほか、雨水中で水酸化物イオンを生じ、アルカリ性物質として酸性雨を中和するアンモニウムイ

予報 注意報 警報 重大警報

令和2 6 1 0 0 0

3 4 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0

5 2 0 0 0 0

6 4 0 0 0 0

　　

予 報 0.08 ppm以上

注 意 報 0.12 ppm以上

警 報 0.24 ppm以上

重 大 警 報 0.40 ppm以上

区 分
オキシダント濃度
（１時間平均値）

（注）発令は奈良県により、発令状況は県北西部（奈良市・生駒市・大和郡山市）のものであり、被害
届出者数は県下全域の人数である。

年度
発令状況（回） 被害届出

者数(人)

（pH）

　　　　　　      　年度
測定地点

令和2 3 4 5 6

学研サイエンスプラザ 5.3 5.3 5.7 5.7 5.2

市役所 5.0 5.0 5.3 5.3 5.2

浄化センター 5.2 5.2 6.1 6.1 5.4

平均値 5.2 5.2 5.7 5.5 5.2

※ 平均値は降水量の重みをかけた加重平均値（１ヶ月間の降水を全て混合した場合の値）
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オンやカルシウムイオンなども存在している。雨の汚染状況については、電気伝導率でイオンの総量を把握

するとともに、硫酸イオン、硝酸イオン、塩化物イオン等の雨水イオンを分析して判断する。 

本市は、年 2 回雨水水素イオン濃度測定地点と同じ 3 地点で雨水イオン分析を実施している。 

図表 59 雨水イオン分析結果 

 

 

 

6月 2月 6月 2月 6月 2月 6月 ２月 6月 ２月

電気伝導率 （mS/m） 1.6 3.0 1.2 3.5 1.9 4.1 1.1 3.1 1.4 4.0

マグネシウムイオン （mg/L） <0.1 0.1 <0.1 0.2 <0.1 0.2 <0.1 0.1 <0.1 0.2

カルシウムイオン （mg/L） 0.3 0.7 0.1 0.8 0.3 1.7 0.1 0.4 0.1 1.3

ナトリウムイオン （mg/L） 0.2 0.9 0.1 1.9 0.2 1.8 <0.1 0.9 <0.1 1.5

カリウムイオン （mg/L） 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 <0.1 <0.1 0.1 0.2

塩化物イオン （mg/L） 0.5 1.5 0.5 3.0 0.4 2.9 0.3 1.8 0.3 2.6

硫酸イオン （mg/L） 0.6 1.2 0.3 1.8 0.7 2.7 0.3 1.8 0.2 3.2

硝酸イオン （mg/L） 0.5 1.4 0.1 3.4 0.5 4.8 0.6 1.5 0.6 3.3

アンモニウムイオン （mg/L） 0.09 0.04 0.06 0.37 0.02 1.00 0.09 0.55 0.14 0.90

電気伝導率 （mS/m） 1 2.9 1.2 2.5 1.8 3.5 1.1 1.2 1.2 3.5

マグネシウムイオン （mg/L） <0.1 0.1 <0.1 0.1 <0.1 0.2 <0.1 <0.1 ＜0.1 0.3

カルシウムイオン （mg/L） 0.2 0.9 0.1 0.6 0.2 1.7 0.1 0.4 ＜0.1 1.0

ナトリウムイオン （mg/L） 0.2 0.8 0.1 0.9 0.1 1.4 <0.1 0.6 ＜0.1 1.1

カリウムイオン （mg/L） 0.2 <0.1 <0.1 0.1 <0.1 0.2 0.1 <0.1 ＜0.1 0.1

塩化物イオン （mg/L） 0.5 1.4 0.5 1.6 0.4 2.3 0.1 1.2 0.3 2.0

硫酸イオン （mg/L） 0.7 1.2 0.2 1.5 0.5 2.2 0.2 1.4 0.2 2.5

硝酸イオン （mg/L） 0.4 1.6 0.1 1.9 <0.1 2.9 <0.1 1.4 ＜0.1 2.4

アンモニウムイオン （mg/L） 0.11 0.03 0.01 0.47 0.01 0.96 0.09 0.34 0.01 0.70

電気伝導率 （mS/m） 1.2 2.5 1.5 2.5 2.0 3.0 1.1 3.0 1.6 3.9

マグネシウムイオン （mg/L） <0.1 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.2 <0.1 0.1 <0.1 0.1

カルシウムイオン （mg/L） 0.5 0.7 0.2 0.5 0.4 1.5 <0.1 0.6 <0.1 1.2

ナトリウムイオン （mg/L） 0.2 0.8 0.1 0.9 0.1 1.4 <0.1 0.7 <0.1 2.0

カリウムイオン （mg/L） 0.1 0.2 0.2 0.1 <0.1 0.2 <0.1 <0.1 0.5 0.2

塩化物イオン （mg/L） 0.5 1.3 0.5 1.9 0.6 2.2 0.3 1.3 0.4 3.7

硫酸イオン （mg/L） 0.6 1.1 0.3 1.3 0.9 2.0 0.3 1.5 0.4 3.1

硝酸イオン （mg/L） 0.1 1.3 0.1 2.3 1.0 3.7 0.4 1.7 0.3 2.6

アンモニウムイオン （mg/L） <0.01 0.03 0.05 0.37 0.03 0.71 0.07 0.37 0.16 0.81

654測定
地点

測定項目
3令和2

市
役
所

浄
化
セ
ン
タ
ー

学
研
サ
イ
エ
ン
ス
プ
ラ
ザ
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(5) 悪臭に係る規制 

悪臭に係る規制は、工場・事業場における事業活動に伴って発生する悪臭について規制し、生活環境を保

全することを目的とした悪臭防止法が制定されており、事業場の敷地境界線の地表及び煙突や排水口など

の排出口における悪臭物質の規制基準が定められている。 

特定悪臭物質としては、アンモニア、メチルメルカプタン、硫化水素など 22 物質が規制対象となっている。

本市は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法

律」（第 2 次一括法）に基づき悪臭防止法の規制地域及び規制基準を定める権限が奈良県知事から生駒市

長に委譲されたことに伴い、平成 24 年 4 月に生駒市告示第 69 号により悪臭を防止する地域を市内全域

に指定し、特定悪臭物質の種類ごとの規制基準を定めて（生駒市告示第 69 号平成 24 年 4 月 4 日）から

適用し、工場・事業場における事業活動に伴って発生する悪臭公害の防止、指導に努めている。 

また、悪臭防止法では特定悪臭物質による規制に加えて、規制基準に満たない物質の複合による悪臭や、

法定物質以外による悪臭などに適切に対処し、悪臭公害防止を図るため、臭気濃度を用いた官能試験法

(＊)による、臭気指数による規制も選択できるようになっている。 

図表６0 悪臭防止法に基づく悪臭の規制基準（生駒市告示第 69 号） 

 

　　　　　　      　規制地域の区分
特定悪臭
　物質の種類（単位：ppm）

一般地域 順応地域

アンモニア 1 2

メチルメルカプタン 0.002 0.004

硫化水素 0.02 0.06

硫化メチル 0.01 0.05

二硫化メチル 0.009 0.03

トリメチルアミン 0.005 0.02

アセトアルデヒド 0.05 0.1

プロピオンアルデヒド 0.050 0.1

ノルマルブチルアルデヒド 0.009 0.03

イソブチルアルデヒド 0.02 0.07

ノルマルバレルアルデヒド 0.009 0.02

イソバレルアルデヒド 0.003 0.006

イソブタノール 0.9 4

酢酸エチル 3 7

メチルイソブチルケトン 1 3

トルエン 10 30

スチレン 0.4 0.8

キシレン 1 2

プロピオン酸 0.03 0.07

ノルマル酪酸 0.001 0.002

ノルマル吉草酸 0.0009 0.002

イソ吉草酸 0.001 0.004

備考
（１）一般地域とは、都市計画法（昭和43年法律第100号）第２章の規定による都市計画
　において定められている第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一
　種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居
　地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び風致地区の地域・地区に指定されて
　いる地域をいう。
（２）順応地域とは、一般地域に規定する地域以外の地域をいう。
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2 水質汚濁 
(1) 水質汚濁に係る環境基準(＊) 

水質汚濁については、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準とし

て、公共用水域(＊)における以下のような環境基準が設定され、水質汚濁に係る環境保全の目標とされてい

る。 

水質汚濁に係る環境基準（昭和 46 年 12 月 28 日 環境庁告示第 59 号）では、「人の健康の保護に関

する環境基準」と「生活環境の保全に関する環境基準」の 2 種類があり、「人の健康の保護に関する環境基

準」は、公共用水域を対象として 27 物質についての基準が一律に定められている。「生活環境の保全に関

する環境基準」は、図表に示すように各公共用水域の利用目的に応じた水域類型(＊)を指定し、類型別に環

境基準が定められている。 

図表６1 人の健康の保護に関する環境基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準値（年間平均値）

0.003mg/L以下

検出されないこと。

0.01mg/L以下

0.02mg/L以下

0.01mg/L以下

0.0005mg/L以下

検出されないこと。

検出されないこと。

0.02mg/L以下

0.002mg/L以下

0.004mg/L以下

0.1mg/L以下

0.04mg/L以下

1mg/L以下

0.006mg/L以下

0.01mg/L以下

0.01mg/L以下

0.002mg/L以下

0.006mg/L以下

0.003mg/L以下

0.02mg/L以下

0.01mg/L以下

0.01mg/L以下

10mg/L以下

0.8mg/L以下

1mg/L以下

0.05mg/L以下

1,1－ジクロロエチレン

項　　目

六価クロム

砒素

総水銀

カドミウム

全シアン

鉛

ベンゼン

アルキル水銀

ＰＣＢ

ジクロロメタン

四塩化炭素

1,1,2－トリクロロエタン

トリクロロエチレン

1,2－ジクロロエタン

シス－1,2－ジクロロエチレン

1,1,1－トリクロロエタン

セレン

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

ふっ素

ほう素

1,4－ジオキサン

テトラクロロエチレン

1,3－ジクロロプロペン

チウラム

シマジン

チオベンカルブ
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図表 62 生活環境の保全に関する環境基準：河川（湖沼を除く。） 

（ア） 

 

 (注)自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

水道 1 級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

水道 2 級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 

水道 3 級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 

水産 1 級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産 2 級及び水産 3 級の水産生物用 

水産 2 級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産３級の水産生物用 

水産 3 級：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用 

工業用水 1 級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 

工業用水 2 級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの 

工業用水 3 級：特殊の浄水操作を行うもの 

環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度 

 

 

 

 

 

 

 

 

水素イオン
濃度

(pH)(＊)

生物化学的
酸素要求量
(BOD)(＊)

浮遊物質量
(SS)(＊)

溶存酸素量
(DO)(＊)

大腸菌数
(＊)

水道１級
自然環境保全及びＡ以
下の欄に掲げるもの

6.5以上
8.5以下

1mg/L
以下

25mg/L
以下

7.5mg/L
以上

20CFU(＊)
/100mL以下

水道２級
水産１級
水浴及びＢ以下の欄に掲
げるもの

6.5以上
8.5以下

2mg/L
以下

25mg/L
以下

7.5mg/L
以上

300CFU
/100mL以下

水道３級
水産２級
及びＣ以下の欄に掲げる
もの

6.5以上
8.5以下

3mg/L
以下

25mg/L
以下

5mg/L
以上

1,000CFU
/100mL以下

水産３級
工業用水１級及びＤ以下
の欄に掲げるもの

6.5以上
8.5以下

5mg/L
以下

50mg/L
以下

5mg/L
以上

－

工業用水２級
農業用水及びＥの欄に掲
げるもの

6.0以上
8.5以下

8mg/L
以下

100mg/L
以下

2mg/L
以上

－

工業用水３級
環境保全

6.0以上
8.5以下

10mg/L
以下

ごみ等の浮
遊が認めら
れないこと

2mg/
L以上

－

Ｃ

Ｄ

Ｅ

  項目

類型

利用目的
の適応性

基　準　値（日間平均値）

ＡＡ

Ａ

Ｂ



- 52 - 

 

 

（イ） 

 

（環境庁告示第 59 号別表 2 より抜粋） 

 

 

 

 

  

全亜鉛
ノニル

フエノール

直鎖アルキル
ベンゼンスルホン酸

及びその塩

0.03mg/L
以下

0.001mg/L
以下

0.03mg/L
以下

0.03mg/L
以下

0.0006mg/L
以下

0.02mg/L
以下

0.03mg/L
以下

0.002mg/L
以下

0.05mg/L
以下

0.03mg/L
以下

0.002mg/L
以下

0.04mg/L
以下

   項目

類型
水生生物の生息状況の適応性

基準値（年間平均値）

生物Ｂ
コイ・フナ等比較的高温域を好む水生生物及び
これらの餌生物が生息する水域

生物特Ｂ
生物Ａ又は生物Ｂの水域のうち、生物Ｂの欄に掲
げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の
生育場として特に保全が必要な水域

生物Ａ
イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生
物及びこれらの餌生物が生息する水域

生物特Ａ
生物Ａの水域のうち、生物Ａの欄に掲げる水生
生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場と
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(2) 河川の水質 

市域には竜田川、富雄川、天野川、山田川の一級河川があり、竜田川は全域Ｃ類型、富雄川は高山町芝

から上流がＢ類型、高山町芝から大和川合流点までがＣ類型の類型指定を奈良県から受けている。本市は、

生活環境の保全に関する項目を中心に、竜田川本流・支流、富雄川本流・支流、天野川本流・支流、山田川

本流で河川水質を測定している。 

図表 63 河川水質測定場所と測定項目  

 

（回／年）

測定項目

色
相

色
度

臭
気

透
視
度

(

＊

)

水
素
イ
オ
ン
濃
度

（
ｐ
Ｈ

）

Ｂ
Ｏ
Ｄ

Ｓ
Ｓ

Ｄ
Ｏ

大
腸
菌
数

流
量

Ｔ
｜
Ｐ

Ｔ
｜
Ｎ

陰
イ
オ
ン
界
面

活
性
剤

阪奈道路下 ① 12 12 12 12 12 12 12 12 4 4

東生駒川合流前 ② 12 12 12 12 12 12 12 12 4 4 4 4 4

大宮橋下 ③ 12 12 12 12 12 12 12 12 4 4

市境 ④ 12 12 12 12 12 12 12 12 4 4 1 4 4 4 1 1

鷹山の大橋下 ⑤ 12 12 12 12 12 12 12 12 4 4 4

出店橋下 ⑥ 12 12 12 12 12 12 12 12 4 4 4

高山郵便局前 ⑦ 12 12 12 12 12 12 12 12 4 4

市境（高樋橋下） ⑧ 12 12 12 12 12 12 12 12 4 4 1 12 12 12 1 1

宮の前川合流前 ⑨ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

市境（羽衣橋下） ⑩ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1

大学院大学南側 ⑪ 　 　 　 　 4 4 4 4 4 4

市境（両国橋下） ⑫ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1

東生駒川 A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

薬師堂川 B 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

モチ川 C 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

北原川 D 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

宝山寺川 E 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

山下川 F 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

湯舟川 G 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

出合川 H 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

文珠川 I 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

別院川 J 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

有里川 K 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

神田川 L 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

乙田川 M 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

大谷川 N 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

美の原川 O 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

中村川 P 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

宮の前川 Q 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

穴虫川 R 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1

本
　
　
　
　
　
流

竜田川

富雄川

天野川

山田川

支
　
　
　
　
　
　
　
　
流

竜田川

富雄川

天野川

水質検査項目・測定地点一覧表

No
.

生活環境保全に関連する項目(＊)

健
康
保
護
項
目

（
全
項
目

）(

＊

)

農
業
用
水
項
目

(

＊

)
生活排水項目

総
水
銀

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類

（
河
川
水

）

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類

（
河
川
底
質

）

測定場所
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図表 64 河川水質測定地点 

 

阪奈道路

第二阪奈道路

国道163号

国道168号

国道308号

近鉄奈良線

近鉄生駒線

生駒山

主要道路

鉄軌道竜田川

富雄川

山田川

天野川

竜田川本流  ①阪奈道路下
　　　　　　　 　②東生駒川合流前
　　　　　　　 　③大宮橋下
　　　　　　　 　④市境
富雄川本流  ⑤鷹山の大橋下
　　　　　　　 　⑥出店橋下
　　　　　　　 　⑦高山郵便局前
　　　　　　　 　⑧市境（高樋橋下）
天野川本流  ⑨宮の前川合流前
　　　　　　　 　⑩市境（羽衣橋下）
山田川本流  ⑪大学院大学南側
　　　　　　　　 ⑫市境（両国橋下）

１

２

３

４

５

６

７

８

10

９

11
12

竜田川支流　Ａ 東生駒川
　　　　　  Ｂ 薬師堂川
　　　　　  Ｃ モチ川
　　　　　　Ｄ 北原川
　　　　　　Ｅ 宝山寺川
　　　　　　Ｆ 山下川
　　　　　　Ｇ 湯舟川
　　　　　　Ｈ 出合川
　　　　　　Ｉ 文珠川
　　　　　　Ｊ 別院川
　　　　　　Ｋ 有里川
　　　　　　Ｌ 神田川
　　　　　　Ｍ 乙田川
　　　　　　Ｎ 大谷川
富雄川支流  Ｏ 美の原川
　　　　　　Ｐ 中村川
天野川支流　Ｑ 宮の前川
　　　　　　Ｒ 穴虫川
       　   Ｓ 山口川

ＡＦ

Ｂ

Ｅ

Ｇ

Ｄ

Ｃ

Ｉ

Ｈ

Ｍ

Ｋ

Ｌ

Ｊ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

Ｓ
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① 竜田川本流 

竜田川は俵口町に流れを発し、平群町、斑鳩町を経て大和川に合流する。 

源流部は河川沿いに住宅地が形成され、中心市街地の近鉄生駒駅周辺地域を通過するなど生活排水

が多く流れ込む河川環境にあり、下流より上流が汚れている傾向が見られる。 

最下流の市境のＢＯＤの 75％値(＊)は、下水道整備や合併浄化槽の普及、市民意識の高揚によりほぼ

環境基準値以下で推移している。 

図表 65 竜田川本流におけるＢＯＤの 75％値 

 

 

図表 66 竜田川本流におけるＢＯＤ年間平均値 

 

 

 

(mg/L）

阪奈道路下 7.5 7.1 5.0 4.5 4.4

東生駒川合流前 4.1 3.4 3.8 3.7 4.6

大宮橋下 4.4 3.9 4.9 5.0 5.1

市境 3.2 3.5 3.8 3.2 5.6

(注）数値は各年度の75％値

年度

測定地点
令和2 5

竜
田
川

3 64

(mg/L）

阪奈道路下 5.7 5.1 4.2 3.7 3.9

東生駒川合流前 3.5 3.0 2.9 2.8 3.6

大宮橋下 3.7 3.0 3.6 3.6 3.4

市境 2.9 2.8 3.2 2.5 3.4

(注）数値は各年度の平均値

竜
田
川

年度

測定地点
64令和2 3 5
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② 竜田川支流 

竜田川支流の 14 河川で水質測定を実施している。中でも東生駒川は竜田川の準本流ともいえる河川

で小明町に端を発し、南流して山崎町で竜田川に合流している。 

令和６年度の竜田川支流のＢＯＤの 75％値は、環境基準値 5mg/L を満足した河川が１２支流、環境基

準値を超過したのは 2 支流である。 

図表 67 竜田川支流におけるＢＯＤの 75％値 

 

 

③ 富雄川本流 

大和川水系富雄川（一級河川）は、高山町の高山溜池に端を発し、南下して矢田丘陵に沿うように流れ、

生駒市から奈良市、大和郡山市、斑鳩町、安堵町を経て、大和川に合流している。上流の自然環境が保全

されていることもあり、水質は比較的良好である。ＢＯＤの環境基準は芝より上流（環境基準点：芝）の「鷹

山の大橋下」「出店橋下」でＢ類型の 3mg/L、芝から大和川合流点まで（環境基準点：弋鳥橋）の「高山郵

便局前」、「市境（高樋橋下）」でＣ類型の 5mg/L となっている。 

ＢＯＤの 75％値による評価はすべての地点で環境基準値を満足し、良好な水質を維持している。 

図表 68 富雄川本流におけるＢＯＤ75％値 

 

 

 

④ 富雄川支流 

富雄川支流が合流する富雄川のＢＯＤの環境基準はＢ類型の 3mg/L であり、ＢＯＤの 75％値による

評価はすべての支流で環境基準値を満足し、良好な水質を維持している。 

 

(mg/L）

東生駒川 4.2 4.3 6.0 3.7 3.7

薬師堂川 6.0 4.1 4.0 2.4 2.4

モチ川 3.0 3.9 2.8 1.6 2.1

北原川 3.5 5.8 2.7 2.1 1.9

宝山寺川 2.9 2.0 2.0 2.0 2.3

山下川 5.0 4.5 7.6 3.3 2.1

湯舟川 5.9 8.0 5.3 5.6 3.6

出合川 3.8 6.9 3.9 4.9 4.0

文珠川 3.5 5.7 3.5 3.8 3.1

別院川 3.1 2.4 3.6 6.7 4.1

有里川 10 12 13 8.2 6.8

神田川 6.5 9.7 7.0 7.6 8.7

乙田川 1.6 1.8 1.5 2.1 2.2

大谷川 2.8 3.1 3.3 3.9 3.6

年度
3

竜
田
川

6
測定地点

令和2 54

(mg/L）

鷹山の大橋下 1.8 1.8 1.7 2.0 2.0

出店橋下 2 1.9 2.2 2.3 2.0

高山郵便局前 1.9 1.7 1.6 1.5 1.5

市境（高樋橋下） 1.7 1.4 1.3 1.4 1.5

(注）数値は各年度の75％値

4
測定地点

年度

富
雄
川

63令和2 5
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図表 69 富雄川支流におけるＢＯＤの 75％値 

 

 

⑤ 天野川本流 

淀川水系天野川（一級河川）は四條畷市側に端を発し、四條畷市、生駒市から交野市、枚方市を経て、

淀川に合流している。生駒山地の北、自然環境が保全されている地域を流れていることもあり、水質は比

較的良好である。ＢＯＤの 75％値はほぼ横ばい傾向にある。 

図表 70 天野川本流におけるＢＯＤの 75％値 

 

 

⑥ 天野川支流 

天野川の支流については、宮の前川、穴虫川、山口川の 3 河川で水質測定を実施しているが、穴虫川で

は健康項目と農業用水項目を、山口川では農業用水項目のみ測定しており、ＢＯＤは測定していない。い

ずれの河川も市境を流れる天野川に生駒市側から合流する支流である。流域の開発、市街地化等の影響

もあり、宮の前川のＢＯＤの 75％値は天野川本流よりも高く、年度ごとに比較的大きく変動しながら推移し

ている。 

図表 71 天野川支流におけるＢＯＤの 75％値 

 

 

⑦ 山田川本流 

本市北東部に流れを発し、北大和から鹿畑町を経由して東流する河川である。木津川水系に属し、生駒

市から精華町、木津川市を経て、木津川に合流している。周辺には北大和、鹿ノ台といった大規模住宅地

が形成されているとともに、関西文化学術研究都市高山地区の研究開発型産業施設などの建設が進んで

いる。ＢＯＤ75％値は、安定して良好な水質を維持している。 

  

(mg/L）

美の原川 1.9 1.0 2.2 2.1 1.8

中村川 2.0 1.7 1.7 2.4 2.0

(注）数値は各年度の75％値

3

富
雄
川

令和2
測定地点

6
年度

54

(mg/L）

宮の前川合流前 1.0 1.0 0.8 1.0 1.3

市境（羽衣橋下） 2.2 1.2 1.0 1.5 1.7

(注）数値は各年度の75%値(注）数値は各年度の75%値

3

天
野
川

令和2
測定地点

6
年度

54

(mg/L）

宮の前川 5.3 4.0 3.3 3.3 2.9

穴虫川 - - - - -

(注）数値は各年度の75%値

3

天
野
川

令和2
測定地点

6
年度

54
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図表 72 山田川本流におけるＢＯＤの 75％値 

 

 

(3) 地下水及び河川の水銀調査 

高山町庄田地区における水銀の状況を把握するため、環境調査を実施している。調査地点は、高山ため

池から流下する河川で、「ずい道出口」から「美の原落ち口」までの 5 地点及び井戸水として「傍示観測孔」1

地点の合計 6 地点である。 

河川水については、地下水及び水質汚濁に係る環境基準値（0.0005mg/L 以下）以下で推移している。

井戸水についても安定した値で推移している。 

(mg/L）

大学院大学南側 1.5 1.3 1.1 0.8 1.3

市境（両国橋下） 4.8 2.4 2.5 1.5 2.9

(注）数値は各年度の75%値(注）数値は各年度の75%値

3

山
田
川

令和2
測定地点

6
年度

54
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図表 73 地下水調査地点
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図表 74 地下水調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（総水銀・単位：mg/L）

地点 井戸水

年月日 ずい道出口 県道溜めマス ポンプ小屋 鐘付田 美の原落ち口 傍示観測孔

R2..4.24 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

R2.7.17 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

R2.10.13 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

R3.1.19 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

R3.4.22 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

R3.7.13 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0009

R3.10.8 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0036

R4.1.6 （ 1.18 再 ） 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

R4.4.20 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

R4.7.14 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

R4.10.6 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 － 0.0005未満 0.0005未満

R5.1.13 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 － 0.0005未満

R5.4.21 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 － 0.0005未満

R5.7.19 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

R5.10.12 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

R6.1.16 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 － 0.0005未満

R6.4.26 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

R6.7.8 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満
R6.10.7 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

R7.1.17 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 - 0.0005未満

河川水

6

３

年度

5

４

令和
2
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3 騒音・振動 
騒音とは、各種の音の中で、人に不快感を与え、生活環境を損なうおそれのあるものであり、好ましくない

音の総称である。騒音被害は一般的に発生源の周辺でおこるが、地形や建物の立地状況・構造などの影響

を受けるほか、個人差も大きく、その時の気分や体調で感じ方が変わってくるなど、主観的・感覚的な要素が

大きい。 

振動とは、ものの揺れのことで、周波数の低い振動エネルギーが地盤などを伝播して人や物体に影響を与

えるものをいう。騒音に比べて伝播距離が長く、地盤の状態や建物の構造などによっては増幅されることも

ある。人に不快感を与えるのみでなく、建物の破損など物的被害をもたらす場合もある。 

騒音・振動の発生源は、工場や事業所、建設作業、交通機関などが大きなものだが、近年はピアノの音や

ペットの鳴き声、車やバイクの空ぶかし、クーラーの室外機の音、カラオケ、拡声器などが発生源となる生活

騒音の苦情も増加している。 

図表 75 騒音・振動の大きさの例 

身近にある音の例 デシベル(＊)  デシベル 
震度

階級 

振動の影響 気象庁震度階級 

（平成 8 年 2 月） 

木の葉のふれ合う音、置き時

計の秒針の音（前方１ｍ） 

20  55 以下 ０ 人に揺れを感じない。 

ささやき声、郊外の深夜 

 

30  55～65 １ 屋内にいる人の一部が、わずか

な揺れを感じる。 

市街地の深夜、図書館、静か

な住宅地の昼 

40  65～75 ２ 屋内にいる人の多くが揺れを感

じる。 

静かな事務所、病院、学校 50  75～85 ３ 屋内にいる人のほとんどが、揺れ

を感じる。電線が少し揺れる。 

静かな自動車、普通の会話 60  85～95 ４ 棚にある食器類は音をたてる。電

線が大きく揺れる。 

騒々しい事務所の中、電話の

ベル、騒々しい街頭 

70  95～105 ５弱 耐震性の低い建物が破損する。

電柱が揺れるのがわかる。 

電車の中 80  ５強 多くの人が、行動に支障を感じ

る。墓石が倒れる。 

騒々しい工場の中、大声によ

る独唱 

90  105～110 ６弱 立っていることが困難になる。重

い家具が移動、転倒する。 

電車が通るときのガード下 100  ６強 立っていることができない。耐震

性の低い建物が倒壊する。 

自動車の警笛（前方２ｍ）、 

リベット打ち 

110  110 以上 ７ 自分の意志で行動できない。耐

震性の高い建物が倒壊する。 

飛行機のエンジン近く 

 

120     
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(1) 騒音等 

① 騒音に係る環境基準 

騒音については、環境基本法第 16 条に「騒音に係る環境基準」が定められており、人の健康を保護し、

生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として設定されている。また、第 2 次一括法により

平成 24 年 4 月から地域類型の指定は市長権限となったことから、本市では奈良県告示第 486 号に準

じ、市街化調整区域を除く全地域を騒音に係る環境基準を当てはめる地域とした。 

   

図表 76 騒音に係る環境基準の地域類型の指定（平成２４年生駒市告示第６０号） 

 

 

図表 77 騒音に係る環境基準 

  

 

② 騒音調査（一般地域） 

本市では、平成 11 年 4 月に施行された騒音に係る環境基準（環境庁告示第 64 号）により騒音に係る

環境基準の評価マニュアル（平成 12 年 4 月、環境省）に基づき、一般地域 14 地点で環境基準の適合状

況を調査した。 

 

地域の類型 該　当　地　域

Ａ
生駒市の区域で、都市計画法（昭和43年法律第100号）第8条第1項の規定により
定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住
居専用地域及び第二種中高層住居専用地域

Ｂ
生駒市の区域で、同法第8条第1項の規定により定められた第一種住居地域、第二
種住居地域及び準住居地域

Ｃ
生駒市の区域で、同法第8条第1項の規定により定められた近隣商業地域、商業地
域及び準工業地域

昼　間 夜　間

午前６時から
午後10時まで

午後10時から
翌日午前６時まで

A
B

C ６０以下 ５０以下
A ６０以下 ５５以下

B

車線を有する道路に面する地域 C

特例 ７０以下 ６５以下幹線交通を担う道路に近接する空間

備  考
(１)Ａを当てはめる地域：専ら住居の用に供される地域とする。
　　Ｂを当てはめる地域：主として住居の用に供される地域とする。
　  Ｃを当てはめる地域：相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。
(２)幹線交通を担う道路に近接する空間（地域）は、幹線交通を担う道路の車線数の区分に
応じ、2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路は道路端から15ｍ、2車線を越える
車線を有する幹線交通を担う道路は道路端から20ｍの地域
(３)特例の場合、個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた
生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準（昼間45デシベ
ル以下、夜間40デシベル以下）によることができる。

基準値　（デシベル）

　　　　　　                       時間の区分

地域の区分

一般地域（「道路に面する地域」に該当するも
のを除く。）

５５以下 ４５以下

道
路
に

面
す
る

地
域

２車線以上の道路に面する地域

６５以下 ６０以下



- 63 - 

 

図表 78 騒音調査地点（一般地域）と地域区分 

 

一般地域の騒音調査結果は、令和６年度の全ての調査地点において環境基準を達成し良好な環境が保た

れている。 

 図表 79 騒音調査結果（一般地域）  

 

 

 

№ 用途地域 地域類型
1 鹿ノ台西１丁目 鹿ノ台中央公園西側 第１種低層住居専用地域 A
2 ひかりが丘３丁目 ふれあい公園 第１種住居地域 B
3 高山町 高山サイエンスプラザ北側 準工業地域 C
4 真弓3丁目 真弓中央公園 第１種低層住居専用地域 A
5 あすか野北１丁目 あすか野森の広場 第１種低層住居専用地域 A
6 生駒台北 生駒台北第２公園 第１種低層住居専用地域 A
7 光陽台 光陽台中央公園 第１種低層住居専用地域 A
8 元町１丁目 生駒コミュニティセンター付近 商業地域 C
9 中菜畑1丁目 中菜畑第1公園 第１種住居地域 B
10 東生駒3丁目 東生駒南第２公園北側 第１種低層住居専用地域 A
11 緑ヶ丘 緑ヶ丘第一公園北側 第１種低層住居専用地域 A
12 さつき台１丁目 さつき台第２公園 第１種低層住居専用地域 A
13 壱分町 晴光台集会所北側 第１種住居地域 B
14 萩の台3丁目 萩の台第２公園南側 第１種低層住居専用地域 A

調査地点

        等価騒音レベル（LAeq）(＊) （デシベル）

昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間

1 鹿ノ台西１丁目 47 34 44 31 45 27 48 35 48 35 55 45
2 ひかりが丘３丁目 46 38 49 37 44 30 46 35 46 35 55 45

3 高山町 46 41 44 37 46 38 51 38 51 38 60 50

4 真弓3丁目 40 35 40 29 44 32 41 31 41 31 55 45

5 あすか野北１丁目 45 33 42 32 44 33 45 33 45 33 55 45
6 生駒台北 38 36 38 34 44 32 46 35 46 35 55 45

7 光陽台 43 35 45 33 38 28 45 28 45 28 55 45

8 元町１丁目 45 38 53 41 51 44 50 41 50 41 60 50

9 中菜畑1丁目 44 35 50 45 43 37 46 39 46 39 55 45
10 東生駒3丁目 42 30 45 34 42 32 43 33 43 33 55 45

11 緑ヶ丘 39 32 43 34 38 29 40 28 40 28 55 45

12 さつき台１丁目 43 37 47 35 43 31 47 31 47 31 55 45

13 壱分町 44 36 44 39 43 38 45 41 45 41 55 45
14 萩の台3丁目 45 35 46 37 43 34 46 35 46 35 55 45

№ 調査地点
3 5 環境基準令和2 4 6
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図表 80 騒音調査地点（一般地域） 
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③ 騒音調査（道路に面する地域） 

本市では自動車騒音の実態を把握するため、道路に面する地域 13 地点で騒音調査を行った。このうち

交通量の多い幹線道路を担う道路の 6 地点を代表調査地点として 24 時間連続で測定し、その他の調査

地点 7 地点は昼間（6 時～22 時）4 時間、夜間（22 時～6 時）2 時間の測定を実施した。 

図表 81 騒音調査地点（道路に面する地域）と地域区分 

 

騒音調査結果から令和６年度は、道路に面する地域の環境基準と比較すると、昼間の時間区分で１１地

点、夜間の時間区分で 11 地点が環境基準値を超過した。 

図表 82 騒音調査結果（道路に面する地域） 

 

 

 

 

1 国道163号 北田原町東交差点西側 準工業地域 特例

2 市道押熊真弓線 北大和５丁目 第１種低層住居専用地域 ａ-2車線

3 市道真弓芝線 北大和１丁目 第１種低層住居専用地域 ａ-2車線

4 市道奈良阪南田原線 白庭台２丁目 第１種低層住居専用地域 ａ-2車線

5 市道奈良阪南田原線 真弓３丁目 第１種低層住居専用地域 ａ-2車線

6 市道西村線 あすか野北２丁目 第１種低層住居専用地域 ａ-2車線

7 市道俵口上線 バス停生駒台東口東側 第１種低層住居専用地域 ａ-2車線

8 県道奈良生駒線 マンションエルンストン生駒前 第１種住居地域 特例

9 市道大谷線 東生駒北第１公園北側 第１種中高層住居専用地域 ａ-2車線

10 国道168号バイパス 中菜畑2丁目 第１種住居地域 特例

11 県道大阪枚岡奈良線 木幸スポーツ生駒前 第１種住居地域 特例

12 市道菜畑壱分線 さつき台南集会所前 第１種低層住居専用地域 ａ-2車線

13 市道壱分乙田線 萩の台駐在所付近 第１種低層住居専用地域 ａ-2車線

(注）地点No.網掛けは、代表調査地点

用途地域
騒音に係る
地域の区分

№ 調査地点

             等価騒音レベル（LAeq）

昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間

1 国道163号 70 66 71 67 71 68 74 69 71 68 70 65
2 市道押熊真弓線 65 55 65 57 66 58 66 54 64 59 60 55

3 市道真弓芝線 65 60 65 59 65 63 65 55 65 57 60 55

4 市道奈良阪南田原線 69 64 69 62 64 59 65 55 65 60 60 55

5 市道奈良阪南田原線 66 60 67 62 67 60 67 62 67 64 60 55
6 市道西村線 67 56 67 57 66 57 65 56 66 58 60 55

7 市道俵口上線 64 55 64 56 64 53 65 56 64 57 60 55

8 県道奈良生駒線 74 69 75 69 74 68 74 68 74 69 70 65

9 市道大谷線 66 59 66 58 66 60 67 60 66 58 60 55
10 国道168号(壱分バイパス) 69 60 69 62 70 62 69 62 70 63 70 65

11 県道大阪枚岡奈良線 66 60 67 60 67 61 67 61 68 61 70 65

12 市道菜畑壱分線 66 59 66 58 65 58 66 58 67 60 60 55

13 市道壱分乙田線 63 53 66 58 65 53 65 58 65 60 60 55
(注）地点No.網掛けは、代表調査地点

環境基準令和2 543 6
№ 調査地点
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図表 83 騒音調査地点（道路に面する地域） 
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 ④ 自動車騒音常時監視（面的評価(＊)） 

平成 24 年 4 月の第 2 次一括法の成立により、騒音規制法第 18 条の規定に基づく自動車騒音の常時

監視に係る事務が市に委譲されたことから、環境省 水・大気環境局自動車環境対策課配布による面的評

価支援システムを使用し「自動車騒音常時監視マニュアルについて」及び「騒音規制法第 18 条の規定に

基づく自動車騒音の状況の常時監視に係る事務の処理基準について」に基づき、令和５年度は、一般国道

１６３号線、一般国道１６８号線、一般国道 308 号線の合計延長 11.7ｋｍで面的評価を実施した。 

図表 84 自動車騒音面的評価・評価対象区間 

 

 

令和 6 年度は、すべての住居等（道路端から 50 メートルの区間内の住居等）における環境基準の達成

率は 99.4％であった。昼夜間どちらか環境基準以下、昼夜間とも環境基準値を超過した戸数はそれぞれ、

4 戸（０.2％）、9 戸（0.4％）だった。 

図表 85 自動車騒音面的評価結果 

 

 

 

1km

センサス
番号

評価区間(起点・終点)
区間延長

(km)

10600
始点：一般国道１６３号（鹿ノ台交差点）
終点：一般国道１６３号（府県境）

0.3km

始点：一般国道308号（府県境）
終点：一般国道３０８号（小瀬ランプ）

2.7km

11120
始点：一般国道１６８号（南田原町交差点）
終点：一般国道１６８号（府県境）

3.8km

11110
始点：一般国道１６８号（東生駒１丁目交差点）
終点：一般国道１６８号（南田原町交差点）

11490

11480

始点：一般国道308号（小瀬ランプ）
終点：一般国道３０８号（市境）

3.9km

（上段：戸数　下段：％）

路線名
(センサス番号)

評価対象住居等戸数
(※)

昼夜間とも環境基準
以下

昼夜間どちらか環境
基準以下

昼夜間とも環境基準
値超過

173 173 0 0

100.0% 0.0% 0.0%

10 10 0 0

100.0% 0.0% 0.0%

1,217 1,217 0 0

100.0% 0.0% 0.0%

225 225 0 9

100.0% 0.0% 4.0%

660 647 4 0

98.0% 0.6% 0.0%

2,285 2,272 4 9

99.4% 0.2% 0.4%

(※)住宅等戸数は、道路沿道の境界50mの範囲にある住宅等の戸数を表す。

奈良生駒線
（40030）

一般国道１６８号線
（１1330）

一般国道１６３号線
（１1230）

一般国道１６8号線
（１１220）

大阪生駒線
（40340）

全地域５区間
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図表 86 自動車騒音面的評価・評価対象区間  
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⑤ 自動車騒音・道路交通振動に係る要請限度(＊) 

要請限度とは、騒音規制法第 17 条第 1 項に基づくもので、市長が指定地域内における自動車騒音によ

り道路周辺の生活環境が著しく損なわれていると認め、県公安委員会に対して道路交通法の規定による措

置を執るよう要請する際、または、道路管理者等に道路構造の改善等の意見を述べる際の環境省令で定

めた基準である。 

また、道路交通振動に関しては振動規制法施行規則第 12 条に基づき基準が定められている。 

図表 87 自動車騒音に係る要請限度 

 

 

図表 88 道路交通振動に係る要請限度 

 

 

 

⑥ 道路交通振動調査結果 

本市では騒音の代表調査地点 6 地点で測定を行っており、昼間、夜間の時間区分において全ての地点

で要請限度を大幅に下回った。 

 

 

（デシベル）

昼間 夜間

午前6時から
午後10時まで

午後10時から
翌日の午前6時まで

65 55

70 65

75 70

（注1）

（注2）

ａ区域

ｂ区域

ｃ区域

（注3）  区域の区分の特例として、国道、県道及び４車線以上を有する市道に面する区域の要請限つい
 いては、上記の規定にかかわらず、昼間75デシベル、夜間70デシベルとなっている。

専ら住居の用に供される区域（第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種
中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域及び風致地区（第三種区域に該当する区
域を除く。）並びに歴史的風土保存区域

主として住居の用に供される区域（第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域（これらの
区域のうち第一種区域に該当する区域を除く。）及びその他の区域

相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される区域（近隣商業地域、商業地域、準工業地
域及び工業地域

　　　　　　　　　　　　　　　　　         時間の区分

区域の区分

ａ区域及びｂ区域のうち一車線を有する道路に面する区域

ａ区域のうち２車線以上の車線を有する道路に面する区域

ｂ区域のうち２車線以上の車線を有する道路に面する区域及びｃ
区域のうち車線を有する道路に面する区域

 要請限度の評価は原則として等価騒音レベルによることとされている。

 区域の区分は次のとおりである。

（デシベル）

昼　間 夜　間

午前8時から
午後7時まで

午後7時から
翌日午前8時まで

65 60

70 65

（注1）

（注2）

（注３） 道路交通振動の限度を定める区域及び時間の区分（平成２４年生駒市告示第６８号）

　　　　　　　時間の区分

 区域の区分

第一種区域

第二種区域

要請限度の評価は原則としてＬ10値によることとされている。

振動の要請限度に係る区域の区分は次のとおりである。
第一種区域：第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種
　　　　　　中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居
　　　　　　地域、第二種住居地域、準住居地域及びその他の地域
第二種区域：近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域
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図表 89 道路交通振動調査地点と地域区分 

 

 

図表 90 道路交通振動の測定値 

 

 

(2) 特定工場等・特定建設作業 

工場、建設工事などのうち、加工、破砕作業などに伴う騒音・振動公害を発生させるものについて、騒音規

制法及び振動規制法に基づく特定施設・特定建設作業の届出が義務付けられている。本市では、これらの届

出について十分審査し、防音・防振対策など公害発生を未然に防止するための指導を行っている。 

 

① 特定工場等・特定建設作業に係る騒音・振動規制基準 

特定工場等及び特定建設作業については、以下のような規制基準が設けられており、人の健康を保護

し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準としてこれらを遵守するものとされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 国道163号 北田原町東交差点の西側 準工業地域 第二種

8 県道奈良生駒線 マンションエルンストン生駒前 第１種住居地域 第一種

9 市道大谷線 東生駒１丁目（東生駒北第一公園） 第１種中高層住居専用地域 第一種

10 国道168号バイパス 壱分町 第１種住居地域 第一種

11 県道大阪枚岡奈良線 社会保険健康センター前 第１種住居地域 第一種

12 市道菜畑壱分線 さつき台南集会所前 第１種低層住居専用地域 第一種

№ 調査地点 用途地域
振動に係る
区域の区分

昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間

1 国道163号 48 41 48 43 49 45 43 39 42 38 70 65
8 県道奈良生駒線 41 35 37 31 35 29 42 35 42 35 65 60
9 市道大谷線 39 30 40 30 43 33 43 32 44 31 65 60

10 国道168号(壱分バイパス) 38 31 40 32 42 33 41 33 41 33 65 60
11 県道大阪枚岡奈良線 34 30未満 35 28 35 27 34 28 33 26 65 60
12 市道菜畑壱分線 30未満 30未満 29 22 28 21 30 22 30 22 65 60

（デシベル）
6

№ 調査地点
要請限度3令和2 4 5
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図表 91 特定工場等から発生する騒音に係る規制基準（平成 24 年生駒市告示第 62 号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      　　 時間の区分

区域の区分

昼　　間
(午前８時から
 午後６時まで)

朝 ・ 夕
(午前６時から
 午前８時まで、
 午後６時から

 午後10時まで)

夜　　間
(午後10時から
翌日午前６時

　まで）

第一種区域
　第一種低層住居専用地域、第二種低層
住居専用地域、第一種中高層住居専用地
域、第二種中高層住居専用地域及び風致
地区（第三種区域に該当する区域を除く。）

５０デシベル ４５デシベル ４０デシベル

第二種区域
　第一種住居地域、第二種住居地域、準住
居地域（これらの地域のうち第一種区域に
該当する区域を除く。）及びその他の区域

６０デシベル ５０デシベル ４５デシベル

第三種区域
　近隣商業地域、商業地域及び準工業地域

６５デシベル ６０デシベル ５０デシベル

特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準より抜粋

備  考
（１）第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、
      第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣
      商業地域、商業地域、準工業地域及び風致地区は、都市計画法（平成43年法律第100
      号）第２章の規定による都市計画において定められている地域又は地区をいう。
（２）その他の区域は、（１）に規定する地区、地域及び区域以外の地域をいう。
（３）デシベルとは、計量法（平成４年法律第51号）別表第２に定める音圧レベルの計量
      単位をいう。

別表　次に掲げる施設の敷地の周囲おおむね５０メートルの区域内における規制基準は、上表の規
　　　　制基準値から５デシベルを減じた値とする。
１学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する学校
２児童福祉法（昭和22年法律第164号）第７条第1項に規定する保育所
３医療法（昭和23年法律第205号）第１条の５第１項に規定する病院及び同条第２項に規定する診
　療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの
４図書館法（昭和25年法律第118号）第２条第１項に規定する図書館
５老人福祉法（昭和38年法律第133号）第５条の３に規定する特別養護老人ホーム
６就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７
　号）第２条第７項に規定する幼保連携型認定こども園
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図表 92 特定工場等から発生する振動に係る規制基準（平成 24 年生駒市告示第 6６号） 

 

 

 

図表 93 特定建設作業に係る規制（平成 24 年生駒市告示第 63 号、第 67 号） 

 

 

② 騒音に係る特定施設・特定建設作業届出状況 

○騒音に係る特定施設の届出状況 

　　　  　                             時間の区分

区域の区分

　　昼　　間
(午前８時から
 午後７時まで)

　　夜　　間
(午後７時から
 翌日午前８時
 まで)

第一種区域
　第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用
地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層
住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、
準住居地域及びその他の地域

６０デシベル ５５デシベル

第二種区域
　近隣商業地域、商業地域及び準工業地域

６５デシベル ６０デシベル

備  考
（１）第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、
      第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣
      商業地域、商業地域、準工業地域は、都市計画法（平成43年法律第100号）第２章の
　　　規定による都市計画において定められている地区又は地域をいう。
（２）その他の地域は、（１）に規定する地域以外の地域をいう。
（３）デシベルとは、計量法（平成４年法律第51号）別表第２に定める音圧レベルの計量
      単位をいう。

規制基準 区域の区分 騒音規制法関係 振動規制法関係

基準値 一・二の区域 ８５デシベル ７５デシベル

一の区域

二の区域

一の区域

二の区域

最大作業日数 一・二の区域

作業禁止日 一・二の区域

（注1）区域の区分

（注3）基準には災害その他非常事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要が
　　　 ある場合などには適用除外が設けられている。

（注4）騒音及び振動の測定値は、その騒音振動の発生時における騒音・振動計の
       指示値の変動特性に応じて、決定される。

　連続6日

　日曜日及び休日

　　一の区域：(騒音)図表93の第一種区域、第二種区域、第三種区域、
　　　　　　　図表93の(別表)に掲げる施設の敷地の周囲80ｍ以内の区域

　　　　　　　(振動)図表94の第一種区域、第二種区域のうち近隣商業地域、
　　　　　　　商業地域及び準工業地域

　　二の区域：指定区域のうち一の区域以外の区域

（注2）騒音の大きさは特定建設作業の場所の敷地境界線上の値とする。

作業禁止時間
　午後7時～午前7時

　午後10時～午前6時

最大作業時間
　10時間／日を超えないこと

　14時間／日を超えないこと
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騒音規制法に基づく特定施設の届出状況は以下のとおりである。令和 6 年度末現在の届出工場等実

数は１０1 カ所、届出施設数は９２０施設となっている。全体では空気圧縮機等の届出が最も多く、工場等

実数６1 カ所、施設数 487 施設にのぼっている。次いで、金属加工機械の届出が多く、この 2 機種がほ

とんどを占めている。 

図表 94 騒音に係る特定施設設置届出受理数（令和６年度）及び特定施設数 

 

 

 

○騒音に係る特定建設作業の届出状況 

特定建設作業の令和 6 年度の届出件数は 59 件で、さく岩機を使用する作業が５９件と大部分を占め

ている。 

 

図表 95 騒音に係る特定建設作業届出受理数（令和 6 年度） 

 

 

③ 振動に係る特定施設・特定建設作業届出状況 

○振動に係る特定施設の届出状況 

振動規制法に基づく特定施設の届出状況は以下のとおりである。令和 6 年度末現在の届出工場等実

数は８2 ヶ所、届出施設数は 6７3 施設となっている。全体では、工場等実数では圧縮機の届出が最も多

く 45 ヶ所、次いで金属加工機械の 1８ヶ所とこの 2 機種が大半を占めているが、施設数では圧縮機の

届出数の 257 施設よりも、金属加工機械の 34５施設が上回っている。 

  

工場等数 施 設 数 工場等数 施 設 数 工場等数 施 設 数

1 金 属 加 工 機 械 21 361
2 空 気 圧 縮 機 等 1 3 1 1 61 487
3 土 石 用 破 砕 機 等 4 15
4 織 機 0 0
5 建 設 用 資 材 製 造 機 械 3 4
6 穀 物 用 製 粉 機 0 0
7 木 材 加 工 機 0 0
8 抄 紙 機 0 0
9 印 刷 機 械 5 16
10 合成樹脂 用射 出成 形機 1 3 7 40
11 鋳 型 造 型 機 0 0

3 0 4 920
1 0 2 101

施 設 数 の 合 計
工 場 等 実 数 の 合 計

施 設 数施 設 の 種 類
設 置 届 出 使 用 全 廃 届 出 数 変 更 届 出 工 場 等

実 数

（件）

届出件数

1 くい打機等を使用する作業 3

2 びょう打機を使用する作業 0

3 さく岩機を使用する作業 53

4 空気圧縮機を使用する作業 0

5 コンクリートプラント等を設けて行う作業 1

6 バックホウを使用する作業 1

7 トラクターショベルを使用する作業 0

8 ブルドーザーを使用する作業 1

59

作業の種類

合　　計
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図表 96 振動に係る特定施設設置届出受理数（令和６年度）及び特定施設数 

 

 

○振動に係る特定建設作業の届出状況 

特定建設作業の令和５年度の届出件数は 42 件で、ブレーカーを使用する作業が大半を占めている。 

図表 97 振動に係る特定建設作業届出受理数（令和６年度） 

 

 

 

 

 

(3) その他の騒音規制 

騒音に係るその他の規則については、奈良県生活環境保全条例により拡声機使用及び深夜騒音に関する

規制が設けられており、生駒市においてもこれらに基づき、公害を防止し、生活環境を保全するための各種

指導を行っている。 

図表 98-1 拡声機の使用の制限 

 

工場等数 施 設 数 工場等数 施 設 数 工場等数 施 設 数

1 金 属 加 工 機 械 18 345

2 圧 縮 機 1 3 45 257

3 土 石 用 破 砕 機 等 6 13

4 織 機 0 0

5 コンクリート ブロック マシン等 1 1

6 木 材 加 工 機 0 0

7 印 刷 機 械 5 11

8 ロ ー ル 機 0 0

9 合 成 樹 脂 用 射 出 成 形 機 1 3 7 46

10 鋳 型 造 型 機 0 0

3 0 3 673

1 0 1 82

工 場 等
実 数

施 設 数

施 設 数 の 合 計

工 場 等 実 数 の 合 計

施 設 の 種 類
設 置 届 出 使 用 全 廃 届 出 数 変 更 届 出

（件）

届出件数

1 くい打機を使用する作業 3

2 鋼球を使用して破壊する作業 0

3 舗装版破砕機を使用する作業 0

4 ブレーカーを使用する作業 39

42

作業の種類

合　　計

航空機を使用する場合

（別表）

1 学校教育法　(昭和22年法律第26号) 第1条に規定する学校

5 老人福祉法　(昭和38年法律第133号)　第5条の3に規定する特別養護老人ホーム

  第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園

  うち患者を入院させるための施設を有するもの

4 図書館法　(昭和25年法律第118号)　第2条第1項に規定する図書館

6 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)

使用制限区域 使用可能時間

航空機を使用しない場合

1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、
　第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、
　風致地区（近隣商業地域及び商業地域に該当する区域を
　除く）及び歴史的風土保存区域
2 前項以外の区域内に所在する（別表）に掲げる施設の
  敷地の周囲おおむね50mの区域内

午前10時～午後4時
（ただし、祭礼、盆踊り
等慣習的行事の際は
午前8時～午後10時）

全区域 午前10時～正午

2 児童福祉法　(昭和22年法律第164号)　第7条第1項に規定する保育所

3 医療法（昭和23年法律第205号）第1条の5第1項に規定する病院及び同条第3項に規定する診療所の
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図表 98-2 深夜騒音の規制基準 

 

 

 

午後10時～午前6時 午前6時～午前8時

40 45

45 50

50 60

（注1）祭礼、盆踊り等慣習的行事はこの限りでない。

　　　 測定場所は敷地境界線上での値とする。

（注2）第一種区域：第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居

　　　 専用地域、第2種中高層住居専用地域及び風致地区

      （第三種区域に該当する区域を除く。）並び歴史的風土保存区域

　　　 第二種区域：第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域（これらの地域のうち第一種

　　　 区域に該当する区域を除く。）及びその他の区域

　　　 第三種区域：近隣商業地域、商業地域及び準工業地域

区域の区分

時間の区分 許容限度（デシベル）

第一種区域

第二種区域

第三種区域
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4 苦情受理件数 
令和 6 年度の苦情受理件数は、令和 5 年度より 3 件少ない 7 件で、苦情内容を種類別でみると典型 7

公害のうち水質汚濁が 5 件と最も多かった。 

図表 99 種類別公害苦情受理件数 

 

     

     

（上段：件数、下段：構成比）

　　　種類
年度

大気
汚染

水質
汚濁

土壌
汚染

騒音 振動
地盤
沈下

悪臭 合計

2 6 0 4 0 0 1

15% 46% 0% 31% 0% 0% 8%

5 2 0 2 0 0 2

45% 18% 0% 18% 0% 0% 18%

3 5 0 4 0 0 0

25% 42% 0% 33% 0% 0% 0%

0 6 0 4 0 0 0

0% 60% 0% 40% 0% 0% 0%

1 5 0 0 0 0 1

14% 71% 0% 0% 0% 0% 14%
6 7

5 10

4 12

令和2 13

3 11
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5 有害化学物質等対策 
(1) 有害大気汚染物質(＊) 

有害大気汚染物質とは、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質で大気の汚染

の原因となるもの（大気汚染防止法第 2 条第 9 項）をいう。そのうち、人の健康に係る被害を防止するため、

その排出または飛散を抑制しなければならないものとして、平成 9 年 2 月にベンゼン、トリクロロエチレン、

テトラクロロエチレンの 3 物質が指定された（指定物質）。そして、排出施設の種類ごとに排出または飛散の

抑制に関する基準（指定物質排出抑制基準）が定められ、平成 13 年 4 月から新たにジクロロメタンが追加

された。また、この指定 4 物質について大気の汚染に係る環境基準(＊)も定められている。 

本市では、有害大気汚染物質の現況を把握するため、平成 10 年度から市役所で測定を行っている。令

和６年度の測定結果については、どの有害大気汚染物質も環境基準を達成した。 

図表 100 有害大気汚染物質濃度測定値 

 
 

(2) ダイオキシン類(＊) 

ダイオキシン類は、塩素を含む物質が燃焼するときなどに副産物として生成され、プラスチックなどを含ん

だごみの焼却過程や、金属の精錬工程、紙の塩素漂白工程など、さまざまな場面で発生するが、現在の主な

発生源はごみの焼却によるものとされている。このダイオキシン類は、生物に対する強い急性毒性を持つほ

か、発ガン性や胎児の奇形を誘発する作用、体内のホルモンと似た働きをして生殖や免疫などの内分泌を攪

乱する作用(いわゆる環境ホルモン(＊))など、生物にさまざまな害を及ぼすといわれている。 

平成 12 年 1 月 15 日、ダイオキシン類対策特別措置法が施行され、ダイオキシン類としてポリ塩化ジベン

ゾフラン（ＰＣＤＦ）、ポリ塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシン（ＰＣＤＤ）及びコプラナーポリ塩化ビフェニル（コプ

ラナーＰＣＢ）の 3 物質を定義するとともに、ダイオキシン類による環境汚染の防止や除去等を図るための施

策の基本とすべき基準、必要な規制、汚染土壌に係る措置等を定められた。さらに平成 14 年度には河川底

質の環境基準が定められ、ダイオキシン類に係る環境基準は大気：0.6pg(＊)-TEQ/ｍ3 以下、水質：1pg-

TEQ/L 以下、水底の底質：150pg-TEQ/ｇ以下、土壌：1,000pg-TEQ/ｇ以下と設定された。 

本市では、法に基づく構造基準を満たさない焼却炉の使用禁止を強く指導し、ダイオキシンの発生抑制に

努めた。 

(注) ダイオキシン類３物質には多くの種類があり、毒性の強さも異なることから、全体の毒性を評価するため、最も毒性が強

い２,３,７,８-ＴＣＤＤの毒性を１として、他のダイオキシン類の毒性の強さを換算し、足し合わせた値として、毒性等量（ＴＥＱ）と

いう単位が用いられている。 

 

5月 11月 5月 11月 5月 11月 5月 11月 5月 11月

ベンゼン 0.3 1.1 0.70 0.80 0.54 0.80 0.50 0.52 0.34 0.54 3

トリクロロエチレン 0.2 1.7 0.37 0.20 0.28 0.64 0.026 0.072 0.037 0.120 130

テトラクロロエチレン 0.1未満 0.6 0.095 0.092 0.140 0.200 0.015未満 0.025 0.035 0.029 200

ジクロロメタン 0.9 3.6 2.2 1.0 1.8 2.4 0.52 0.74 0.77 0.58 150

　　※平成30年11月 トリクロロエチレンによる大気の汚染に係る環境基準改定（200μg/m3→130μg/m3に改定）

63

単位：μg/m3

環境基準
令和2 4 5　　　　　　　　 年度

測定項目
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① 大気 

本市では、地域の状況をより詳細に把握するため、県が生駒市消防本部で実施する日程に合わせて、北

地区ではひかりが丘配水場及び南地区では消防南分署での測定を年 2 回実施している。各年度とも環境

基準を達成した。 

図表 101 大気中のダイオキシン類濃度測定値 

 

 

②  排ガス 

ダイオキシン類対策特別措置法の施行に伴い、ダイオキシン類に係る指定物質の排出基準が定められた

ことにより、生駒市清掃センターでは平成 14 年 12 月から排ガスに係るダイオキシン類の排出基準値が

1ng(＊)-TEQ/ｍ3N 以下になることを受け、平成 13 年 1 月から平成 14 年 3 月にかけて施設整備工事

を行った。 

生駒市清掃センターの焼却炉（1 系及び 2 系の 2 炉）については、排ガス中のダイオキシン類濃度につ

いて各炉年 2 回測定しているが、令和６年度の結果は 0.00１９～0.0１７ng-TEQ/ｍ3N と、新設施設の

基準値（0.1 ng-TEQ/ｍ3N 以下）と比べても良好な値であり、引き続き適正な施設の維持管理を行った。 

また、平成 12 年 3 月に厚生労働省より「火葬場から排出されるダイオキシン類削減対策指針」が出され

たことから、生駒市営火葬場では平成 12 年度から排ガス中のダイオキシン類濃度の測定を行っており、令

和５年度の結果は 0.7ng-TEQ/ｍ3N と、指針値 5ng-TEQ/ｍ3N を下回っており、引き続き適正な施設

の維持管理を行った。 

 

図表 102 生駒市清掃センターの排ガス中のダイオキシン類濃度測定値 

 

 

図表 103 市営火葬場の排ガス中のダイオキシン類濃度測定値 

 

 

 

 

（pg-TEQ/m3）

令和2 3 4 5 6 環境基準

北地区 ひかりが丘配水場 0.018 0.028 0.008 0.009 0.012

中地区 生駒市消防本部（県測定数値） 0.030 0.022 0.009 0.011

南地区 消防南分署 0.017 0.008 0.009 0.019 0.014

0.022 0.019 0.008 0.013 －

※測定結果は2回／年測定結果の平均値である。

　　　　　　　　　　　　　　  年度
測定地点

0.6

平均値

（ng-TEQ/m
3
N）

　　　　年度
測定地点

7月 1月 8月 10月 6月 10月 7月 7月 9月 11月

0.018 0.020 0.0031 0.0012 0.0019 0.0047 0.0079 0.0037 0.017 0.0085

5月 10月 5月 1月 9月 1月 6月 10月 12月 2月

0.0046 0.0049 0.0054 0.0017 0.0013 0.0028 0.0019 0.0055 0.0046 0.0019

令和2 43 65

２系

１系

（ng-TEQ/m3N）

　　　 　　　年度
測定地点

令和2 3 4 5 6 指針値

市営火葬場排ガス 0.11 1.2 1.1 0.12 0.7 ５
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③ 河川水質・底質 

本市では、河川水質におけるダイオキシン類の状況を把握するため、河川水及び河川底質のダイオキシ

ン類濃度の測定を実施し、監視体制の充実に努めている。 

令和６年度の水質中及び底質中のダイオキシン類濃度については、5 河川とも環境基準値以下で良好

であった。 

図表 104 河川水質・底質のダイオキシン類濃度測定値 

 

 

 

(3) アスベスト(＊) 

全国的にアスベスト(石綿)が原因と見られる健康被害が問題となっていることを受け、生駒市では、アス

ベスト問題について、情報の一元化及び対応策の相互連携・協力を図ることを目的に、平成 17 年 8 月 31

日に「生駒市アスベスト対策会議」を設置した。 

 

アスベスト使用実態調査の結果と対策 

石綿障害予防規則（平成 17 年厚生労働省令第 21 号）第 2 条第 1 項に定める 6 種類のうち、国内市

場で使用されているアスベストが 3 種類（クリソタイル、アモサイト、クロシドライト）であるとされていたこと

から、建材製品中の石綿含有率の分析方法としては、この 3 種類が日本工業規格（JIS A 1481）に示さ

れており、これに即して対策を講じてきた。 

しかし、平成 20 年 1 月 5 日の読売新聞の報道等で、これまで国内では使用実績がないとされてきたア

スベストの一種であるトレモライトが国内で検出されたことを受け、6 種類すべてを対象に再調査を行うよ

う総務省より勧告がなされた。未調査となっている 3 物質（トレモライト、アクチノライト、アンソフィライト）の

含有率の調査については、調査方法が平成 20 年 6 月 20 日付けで正式に JIS 規格化されたことに伴

い、本市が所有する公共施設 28 施設 45 ヶ所の調査を実施した。結果、いずれの施設も含有は認められ

なかった。 

 

(4) 土壌汚染対策 

生駒市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 

  生駒市では、過去に土砂採取跡地に有害な廃棄物の埋立てが原因と思われる地下水の汚染問題が発生し

た事例があるが、現行の法令には埋立て等の規制を主目的としたものがないことに加え、奈良県には、県下

全体を対象とした土砂等の埋立てを規制する条例等が整備されていない状況下にある。 

（水質：pg-TEQ/L、底質：pg-TEQ/g）

令和2 3 4 5 6 環境基準

水質 0.10 0.086 0.120 0.100 0.260 1.0

底質 0.27 0.27 0.76 0.61 0.23 150

水質 0.06 0.076 0.082 0.13 0.10 1.0
底質 0.27 1.10 0.34 0.27 0.32 150

天野川市境 水質 0.070 0.072 0.081 0.093 0.078 1.0

山田川市境 水質 0.049 0.076 0.059 0.079 0.077 1.0
穴虫川 水質 0.053 0.062 0.079 0.083 0.072 1.0

0.07 0.07 0.09 0.09 0.13 －

　　　　　　年度
測定地点

竜田川市境

富雄川市境

平均(水質）
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  そこで、埋め立て等について必要な規制を行うことにより、良好な生活環境を保全するとともに、土壌汚染や

土砂等の崩落、飛散または流出による災害の発生を防止することを目的として、平成 28 年 10 月 1 日に条

例を施行した。 

  なお、埋立て等が以下のいずれかに該当する場合は市長の許可が必要となる。 

 ・ 事業区域の面積が 500 ㎡以上の埋立て等 

 ・ 事業区域が 500 ㎡未満であるもののうち、その事業区域と一団と認められる区域で、3 年以内に埋立て

等が行われ、面積の合計が 500 ㎡以上となるもの 

 ・ 埋立て等を行う前の地盤面と埋立て等によって生ずる地盤面の最大の垂直距離が 1ｍ以上となり、かつ、

土砂等の量が 500 ㎥以上となるもの 
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第4章 資料編 
 

1 用語の解説 
 

《あ》 

アスベスト 

天然の鉱物であり、高い抗張力と柔軟性を持つ繊維状集合をなすものの総称である。不燃性、絶縁

性、耐摩耗性、耐薬品性等に優れ、安価であるため、主に建築用材料として利用されてきたが、非常に細

かい繊維のため、吸引すると気管支や肺の一番奥の細胞まで入り込み、ガンを引き起こす可能性を持つ

発ガン性物質。 

 

《う》 

雨水イオン分析 

雨に含まれるイオン成分を分析することで、その成分が、海水に由来するものか、鉱物に由来するもの

か、あるいは大気汚染物質に由来するものかを判断する目安になるとともに、土壌・水域への影響を判断

する指標となる。 

雨水を酸性化する原因物質には、硫黄酸化物に起因する硫酸イオンと、自動車排ガス等に含まれる窒

素酸化物が主な原因である硝酸イオンがある。逆にアンモニウムイオン（大気中のアンモニアガスによるも

のの他、人間活動により発生する）やカルシウムイオン（海塩粒子や土壌（黄砂）やコンクリート、道路粉塵

等が原因となる）は酸性雨を中和させる物質である。 

 

うちエコ診断 

環境省のガイドラインに基づき、「うちエコ診断士」が環境省の「うちエコ診断ソフト」を用いて、各家庭

のライフスタイルや地域特性に応じたきめ細かい診断・アドバイスを実施することにより、効果的に家庭か

らの二酸化炭素排出量の削減・抑制を推進していく制度。 

 

運動公園 

都市住民全般の主として運動の用に供することを目的とする公園で、都市規模に応じ 1 ヶ所当たり面

積 15～75ha を標準として配置する。 

 

《お》 

温室効果ガス 

二酸化炭素やメタンなど、地表から放出される赤外線エネルギーを吸収し、熱の放散を妨げ、熱を閉じ

こめる性質を持つ気体の総称。 

 

《か》 

街区公園 

主に街区の住民を対象とした標準的な施設が配置された公園。面積 0.25ha を標準として 250ｍ以

内の距離で行けるように配置する。 
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化学的酸素要求量（ＣＯＤ） 

試料に酸化剤を加えて一定の条件下（100℃、30 分間）で反応させ、そのとき消費した酸化剤の量を

酸素の量に換算したもの。水質汚濁の指標の 1 つとなっており、この値が大きいほど水中の有機物が多

く、汚濁の程度も大きいことになる。 

 

河川処理率 

 1 日あたりの河川水量において、浄化施設内で 1 日に処理される量を率で表したもの。 

 

  環境基準 

国が定めている、人の健康を保護し、生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい基準｡ 

 

  環境マネジメントシステム 

企業などの事業活動において、原料調達や製造過程、製品の廃棄などによって何らかの環境に負荷を

与えていることを認識し、これらの負荷を最低限に抑えるためのシステム。組織が自ら環境方針を設定

し、計画を立案（Plan）、実行（Do）、点検（Check）を行い、見直す（Action）という一連の行為により、

継続的に環境負荷低減を実施する仕組み。 

 

  環境教育 

環境や環境問題に対する興味・関心を高め、必要な知識・技術・態度を獲得させるために行う教育活

動。 

 

  環境ホルモン 

「外因性内分泌撹乱化学物質」の俗称。微量の摂取で成長や生殖に関わるホルモンの正常な作用を阻

害するといわれているが、研究が行われてまだ日が浅く、未解明な部分も多い。 

 

  官能試験法 

悪臭の測定のひとつで、試薬等を使用せず味覚･嗅覚等人間の感覚に基づいた試験法。臭気について

は分析機器より人間の嗅覚のほうが複合臭気での判定となることから、より現実性のある判定となる。 

 

《き》 

 給水人口 

  給水区域内に居住し、水道により給水を受けている人口。 

 

  近郊緑地 

近郊整備地帯内の緑地であって、樹林地、水辺地若しくはその状況がこれらに類する土地が、単独で、

若しくは一体となって、又はこれらに隣接している土地が、これらと一体となって、良好な自然の環境を形

成し、かつ、相当規模の広さを有しているもの。 

 

  近隣公園 

主に近隣の住民を対象とした標準的な施設が配置された公園。面積 2ha を標準として 500ｍ以内の

距離で行けるように配置する。 
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《け》 

  健康保護項目 

公共用水域の水質汚濁に関する水質環境基準のうち、人体に有害な物質などを規制し、人の健康を保

護するための基準。有害物質 27 項目について、全水域一律の基準が設定されている。 

 

《こ》 

  光化学オキシダント 

自動車の排気ガス等に含まれる窒素酸化物と炭化水素の光化学反応で生成する大気汚染物質の総

称で、ＯX とも略記される。代表的なものとしては、オゾンやＰＡＮ等の過酸化物などがある。 

 

  公共用水域 

河川、湖沼、港湾、沿岸海域、かんがい用水路など、公共の用に供される水域と水路の総称。 

 

  公共下水道 

主として市街地における下水を排除し、または処理するために地方公共団体が管理する下水道。 

 

《さ》 

  酸性雨 

空気中に排出された硫黄酸化物、窒素酸化物が化学反応により酸性粒子・ガス化し、それらを取り込

んだ雨や霧が強い酸性を示す現象。森林における樹木の枯死や湖沼の水生生物の死滅など、環境にさま

ざまな影響を与える。 

 

《し》 

食のバリューチェーン 

農林水産物の生産から製造・加工、流通、消費に至る各段階の付加価値を高めながらつなぎあわせる

ことにより、食を基軸とする付加価値の連鎖をつくること。 

 

《す》 

  水素イオン濃度 

ｐＨで表す。ｐＨ=７で中性、ｐＨ<７で酸性、ｐＨ>７でアルカリ性｡ 

 

水域類型 

河川、湖沼、海域の各水域について、その利用目的などを踏まえて類型化したもの。水質汚濁に係る環

境基準のうち、生活環境保全項目については、各水域について水域類型を指定し、その類型に対応する

基準で規制される。 

 

《せ》 

  生活環境保全に関する項目 

公共用水域の水質汚濁に関する水質環境基準のうち、水質の劣化を防止し、良好な生活環境を保全

するための基準で、生活環境項目ともいう。公共用水域をいくつかの類型に分け、ｐＨ、ＢＯＤなど 9 項目

について、類型ごとに基準が設定されている。 
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生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） 

河川の有機物による水質汚濁の指標の代表的なもの。水中の有機物が、好気性微生物によって酸化

分解されるときに消費される溶存酸素の量であり、数値が大きければ汚濁物質が多いことを意味する。 

 

《そ》 

総合公園 

休息や観賞、散歩、運動などを目的に市民が総合的に利用できる公園で、10～50ha が標準的な規模

である。 

 

《た》 

  太陽光発電 

太陽の光エネルギーを吸収して電気に変える太陽電池を使った発電方法。太陽光発電システムは、太

陽電池を配置した太陽電池パネルと、太陽電池で発電した電気を家庭用の交流 100Ｖに変えるインバー

ターで大枠が構成され、この他に電気の逆流を防ぎ、集電する接続箱、電力売買電メーターなどが加わ

る。 

 

  太陽電池 

太陽の光が入射したときの日射量に応じて電気を起こす半導体で、ＰＶ（Photovoltaic）と呼ばれてい

る。 

 

  太陽電池パネル 

太陽電池として使用できる最小の単位（セル）をつなぎ合わせ、ガラスやプラスチックで保護して、設置

しやすくしたもの。太陽電池モジュールとも呼ばれる。 

 

  ダイオキシン類 

塩化ビニル等の塩素化合物が燃焼する過程で生成する物質の総称。微量で発ガン性等の人体に有害

な毒性を持つ。 

 

大腸菌数 

人畜の排せつ物による水質汚濁の指標の一つ。試水中の大腸菌を寒天培地で培養して、発育したコロ 

ニー数を数えて算出したもの。 

 

《ち》 

  地球環境問題 

人間の活動範囲の拡大などに伴い発生してきた環境問題。地球温暖化やオゾン層の破壊、酸性雨、森

林の減少、海洋汚染など、地球全体の環境に影響する問題をいう。 

 

  地球温暖化 

人間のさまざまな活動により、二酸化炭素などの温室効果ガスの大気中濃度が上昇し、地球全体の気

温上昇を引き起こす現象。地球規模の気候変動、極地の氷が溶けることによる海面上昇など、地球全体

に大きな影響を及ぼすことが懸念されている。 
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地区公園 

徒歩圏内の住民を対象とした公園。面積 4ha を標準としてスポーツ施設や休養施設が設置され、

1km 以内の距離で行けるように配置する。 

 

《て》 

  デシベル(ｄＢ) 

騒音･振動の単位｡ 

 

《と》 

等価騒音レベル(ＬAeq） 

環境騒音や自動車交通騒音の評価方法として用いられ、一定時間内で変動する騒音レベルをエネル

ギー的な平均値として表したもの。 

 

  透視度 

水の透明度。数値が大きいほど透明度が高い。 

 

  都市緑地 

都市の自然環境の保全や景観を向上させるために設けられる緑地。面積 0.1ha 以上を標準としてい

る。 

 

《な》 

  75％値（75％水質値） 

ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）やＣＯＤ（化学的酸素要求量）などの水質環境基準における生活環境

項目の適合性を判断する方法として、河川の低水量時を考慮し、年間を通して 4 分の 3 の日数はその値

を超えない水質レベルを示す数値。具体的には、年間の日間平均値のデータを小さいものから順に並

べ、0.75×ｎ番目（ｎは日間平均値のデータ数）の値を 75％値とする。 

 

《に》 

  二酸化硫黄（ＳＯ２） 

硫黄酸化物の中でも代表的な大気汚染物質で、硫黄に酸素原子 2 つが結びついた構造を持つ（ＳＯ

２）。主に不純物として硫黄を含む化石燃料の燃焼により発生する。 

 

  二酸化窒素（ＮＯ２） 

窒素酸化物の中でも代表的な大気汚染物質で、窒素に酸素原子 2 つが結びついた構造を持つ（ＮＯ

２）。物の燃焼に伴い発生し、工場や火力発電、自動車、船舶、飛行機、家庭の暖房など発生源が非常に多

岐にわたる。 

 

《ね》 

年間有収水量 

   1年間で料金徴収の対象となった水量。 
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《の》 

  農業用水項目 

水稲の正常な生育のために望ましい、かんがい用水の水質指標となる項目。 

 

《は》 

配水量 

配水池、配水ポンプなどから配水管に送り出された水量。 

 

パワーコンディショナー（インバーター） 

太陽電池で発電された直流電気を、電力会社と同じ交流電気に変え、家庭用電化製品に使えるように

する装置。インバーターとも呼ばれる。電力変換効率は、各メーカーとも 90～95%程度である。 

 

《ひ》 

  微小粒子状物質（ＰＭ2.5） 

大気中に浮遊する小さな粒子のうち、粒子の大きさが 2.5μｍ以下の微粒子のこと。発生源は、化石燃

料の燃焼（ディーゼル排気粒子など）で発生する一次粒子や硫黄酸化物、窒素酸化物、揮発性有機化合

物等のガス状大気汚染物質の大気中での化学反応により粒子化した二次粒子などがあり、環境基準を

超えても直ちに健康に影響するわけではないが、高齢者や肺などに病気を持つ人への影響がある。 

 

《ふ》 

  浮遊粒子状物質（ＳＰＭ） 

大気中に浮遊する粒子状の汚染物質で粒径が 10μｍ以下のもの。 

 

  浮遊物質（ＳＳ） 

水中に浮遊する粒径 2mm 以下の小粒子状物体で、有機物、無機物を含む固形物の総称。水の濁り

の原因になるもので懸濁物質ともいう。 

 

  風致地区 

都市計画法に基づき、都市における良好な自然的景観を形成している土地について、その風致を維持

し、環境保全を図るために定める地区。 

 

《め》 

面的評価 

幹線を担う道路（国道、県道、4 車線以上の市道）に面する地域で住居等が存在する地域を対象に道

路端から 50ｍの範囲内にある全ての住宅等について環境基準の達成する戸数及び割合を把握する方

法。 

 

《ゆ》 

  有害大気汚染物質 

継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質で、大気の汚染の原因の一部とされ

るもの。ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタンの 4 物質を指す。 
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《よ》 

  溶存酸素量（ＤＯ） 

水に溶けている酸素の量。 

 

要請限度 

騒音規制法及び振動規制法に基づく自動車の騒音・振動について改善を要請するための基準。要請

限度を超えている場合、県公安委員会に交通規制などの措置（騒音・振動）、道路管理者に当該道路の振

動防止のための舗装、維持、修繕などの措置（振動）を要請できる。 

 

《り》 

緑地 

法律や条例などによる風致地区や保安林区域、近郊緑地保全区域、自然公園区域などの「地域制

緑地」と、都市公園や公共施設緑地、民間施設緑地である「施設緑地」を合わせたもの 

 

緑道 

災害時における避難路の確保、都市生活の安全性および快適性の確保等を図ることを目的として、近

隣住区または近隣住区相互を連絡するように設けられる植樹帯及び歩行者路または自転車路を主体と

する緑地。幅員 10～20ｍを標準として、公園・学校・ショッピングストアー・駅前広場等を相互に結ぶよう

配置する。 

 

《Ｃ》 

ＣＦＵ 

   コロニー形成単位（Colony Forming Unit)の略称で生菌数（生きている菌の数）を表す単位。 

  

ＣＯＰ２１（コップにじゅういち） 

国連気候変動枠組み条約第 21 回締約国会議の略称。2011 年のＣＯＰ17 で、20 年以降の新たな温

暖化対策の国際枠組みをＣＯＰ21 で採択することを決めた。先進国だけに対策を義務づけてきた京都議

定書に代わり、途上国を含むすべての国が参加する枠組みをめざす。 

 

《Ｈ》 

  ＨＥＭＳ（ヘムス） 

ホームエネルギー管理システム（Home Energy Management System）の略であり、エネルギー

管理システム（EMS）とは電力使用量の可視化、節電のための機器制御、太陽光発電等の再生可能エネ

ルギーや蓄電池の制御などを自動で行うシステム。 

 

《Ｉ》 

  ＩＣＴ(アイシーティ) 

インフォメーション・アンド・コミュニケーション・テクノロジー（Information and Communication 

Technology)の略であり、情報・通信に関する技術の総称。従来から使われている「IT（Information 

Technology）」に代わる言葉として使われている。 
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《Ｌ》 

  ＬＥＤ 

発光ダイオード（Light Emitting Diode）の略称で、順方向に電圧を加えた際に発光する半導体素

子のこと。 

《Ｎ》 

  ｎｇ 

重さの単位。ナノグラム。1ｎｇ＝10 億分の 1 グラム。 

 

《Ｐ》 

  ｐｇ 

重さの単位。ピコグラム。1ｐｇ＝１兆分の 1 グラム。 

 

 PPA 事業スキーム（第三者所有モデル） 

電気を使用する需要家が敷地・建物スペースを提供する代わりに、事業者の負担で発電設備の設置・

維持管理を行い、長期にわたり電力供給を実施する発電設備の設置・運用方法。 

 

  ｐｐｍ 

割合の単位。百万分の 1。大気汚染物質の場合は 1ｐｐｍ=1ｃｍ3/ｍ3。 

 

《Ｖ》 

  Ｖ２Ｈ（ビークル トゥ ホーム）システム 

電気自動車等の蓄電池から電力を取り出し、分電盤を通じて住宅の電力として使用する機能を有する

システムのこと。 
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2 令和６年度測定データ 

 
(1) 大気質 

① 雨水水素イオン濃度 

 

 
③  二酸化硫黄（ＳＯ２） 

 

（pH）

測定地点 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

学研サイエンスプラザ 5.2 5.0 5.1 5.0 5.6 5.5 5.2 5.2

市役所 5.1 4.7 5.3 5.1 5.0 5.6 5.1 5.3

浄化センター 5.3 4.8 5.5 5.2 5.7 5.7 5.3 5.3

平均値 6.1 5.4 5.1 5.1 5.5 5.5 4.9 4.9

測定地点 12月 1月 2月 3月 平均値 最大値 最小値

学研サイエンスプラザ 5.0 5.2 5.9 4.6 5.2 5.9 4.6

市役所 5.1 5.7 5.8 4.6 5.2 5.8 4.6

浄化センター 5.0 5.4 5.7 4.6 5.4 5.7 4.6

平均値 5.1 4.6 4.8 5.1 5.5

※平均値は降水量の重みをかけた加重平均値（１ヶ月間の降水を全て混合した場合の値）

(SO2ppm)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

北地区 学研サイエンスプラザ 0.0029 0.0029 0.0029 0.0029 0.0029 0.0028 0.0028 0.0028

生駒台小学校 0.0029 0.0029 0.0029 0.0031 0.0030 0.0029 0.0028 0.0028

消防本部 0.0029 0.0029 0.0029 0.0031 0.0030 0.0029 0.0029 0.0029

市役所 0.0030 0.0029 0.0030 0.0030 0.0030 0.0029 0.0029 0.0029

大瀬中学校 0.0029 0.0029 0.0029 0.0030 0.0030 0.0029 0.0029 0.0029

有里第１公園 0.0029 0.0029 0.0029 0.0029 0.0029 0.0029 0.0028 0.0028

生駒南小学校 0.0030 0.0029 0.0029 0.0030 0.0030 0.0029 0.0029 0.0029

0.0029 0.0029 0.0029 0.0030 0.0030 0.0029 0.0029 0.0029

12月 1月 2月 3月 平均値 最大値 最小値

北地区 学研サイエンスプラザ 0.0029 0.0029 0.0030 0.0029 0.0029 0.0030 0.0028

生駒台小学校 0.0031 0.0031 0.0033 0.0031 0.0030 0.0033 0.0028

消防本部 0.0030 0.0030 0.0031 0.0030 0.0030 0.0031 0.0029

市役所 0.0030 0.0031 0.0032 0.0030 0.0030 0.0032 0.0029

大瀬中学校 0.0030 0.0030 0.0031 0.0030 0.0030 0.0031 0.0029

有里第１公園 0.0029 0.0029 0.0030 0.0029 0.0029 0.0030 0.0028

生駒南小学校 0.0030 0.0031 0.0032 0.0031 0.0030 0.0032 0.0029

0.0030 0.0030 0.0031 0.0030 0.0030平均値

測定地点

※測定はトリエタノールアミン円筒ろ紙法で得た値をSO2値(ppm)に換算したものである。

中地区

南地区

平均値

測定地点

中地区

南地区
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④  二酸化窒素（ＮＯ２） 

 

 

（NO2ppm)

4月 5月 ６月 7月 8月 9月 10月 11月

土地改良区 0.006 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005

学研サイエンスプラザ 0.007 0.006 0.006 0.007 0.005 0.006 0.006 0.006

上町自治会館 0.008 0.006 0.006 0.007 0.006 0.006 0.006 0.007

生駒台小学校 0.008 0.006 0.006 0.008 0.006 0.007 0.006 0.007

桜ヶ丘小学校 0.008 0.007 0.006 0.007 0.006 0.006 0.006 0.008

消防本部 0.008 0.007 0.007 0.008 0.007 0.007 0.006 0.008

市役所 0.007 0.006 0.006 0.007 0.006 0.006 0.006 0.007

生駒高校 0.007 0.006 0.005 0.006 0.005 0.006 0.006 0.007

大瀬中学校 0.007 0.006 0.006 0.006 0.005 0.006 0.006 0.007

有里第１公園 0.008 0.006 0.006 0.007 0.006 0.006 0.006 0.007

生駒南小学校 0.007 0.006 0.006 0.006 0.005 0.006 0.006 0.007

竜田川浄化センター 0.007 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 0.005 0.006

山麓公園 0.006 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005

暗峠 0.006 0.005 0.005 0.006 0.005 0.005 0.004 0.005

0.007 0.006 0.006 0.006 0.005 0.006 0.005 0.007

12月 1月 2月 3月 平均値 最大値 最小値

土地改良区 0.006 0.009 0.008 0.008 0.006 0.009 0.005

学研サイエンスプラザ 0.007 0.009 0.009 0.008 0.007 0.009 0.005

上町自治会館 0.008 0.011 0.010 0.010 0.008 0.011 0.006

生駒台小学校 0.006 0.013 0.011 0.012 0.008 0.013 0.006

桜ヶ丘小学校 0.006 0.012 0.011 0.011 0.008 0.012 0.006

消防本部 0.006 0.013 0.012 0.011 0.008 0.013 0.006

市役所 0.007 0.011 0.010 0.009 0.007 0.011 0.006

生駒高校 0.007 0.011 0.009 0.010 0.007 0.011 0.005

大瀬中学校 0.006 0.010 0.009 0.009 0.007 0.010 0.005

有里第１公園 0.007 0.010 0.009 0.009 0.007 0.010 0.006

生駒南小学校 0.007 0.011 0.010 0.010 0.007 0.011 0.005

竜田川浄化センター 0.007 0.010 0.009 0.010 0.007 0.010 0.005

山麓公園 0.006 0.009 0.008 0.008 0.006 0.009 0.005

暗峠 0.006 0.008 0.008 0.007 0.006 0.008 0.004

0.009 0.009 0.008 0.008 0.007

北地区

中地区

南地区

※測定はトリエタノールアミン円筒ろ紙法で得た値をNO2値(ppm)に換算したものである。

平均値

測定地点

北地区

中地区

南地区

平均値

測定地点

西地区

西地区



- 91 - 

 

(2) 河川水質 

① 竜田川本流 

 

 

 

地点 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
水素イオン濃度 ｐＨ 7.7 8.8 8.2 7.9 7.4 8.0 7.8 7.6
ＢＯＤ mg/l 3 4.6 2.6 2.7 3.2 4.4 1.6 2.7
浮遊物質(SS) mg/l 1 1 <1 1 1 1 <1 1
溶存酸素(DO) mg/l 9.3 8.9 9.0 7.9 7.7 9.0 8.1 8.3
大腸菌数 CFU/100ml - 700 - - 4200 - - 1300
流量 ㎥/s - 0.025 - - 0.098 - - 0.033
水素イオン濃度 ｐＨ 7.9 8.2 8.6 8.2 8.6 8.6 8.2 8.1
ＢＯＤ mg/l 2.9 5.4 2.0 1.9 2.1 6.0 1.3 2.1
浮遊物質(SS) mg/l 3 2 2 1 4 3 2 1
溶存酸素(DO) mg/l 9.6 9.5 9.9 8.6 7.9 10.0 9.2 9.9
大腸菌数 CFU/100ml - 430 - - 1200 - - 290
流量 ㎥/s - 0.187 - - 0.137 - - 0.106
全窒素 mg/l - 3.5 - - 2.8 - - 4.0
全リン mg/l - 0.43 - - 0.39 - - 0.46
陰イオン界面活性剤 mg/l - <0.01 - - <0.01 - - <0.01
水素イオン濃度 ｐＨ 7.7 7.9 7.8 7.9 8.0 7.7 7.6 7.7
ＢＯＤ mg/l 2.7 5.1 2.4 2 2.4 5.2 1.5 2.1
浮遊物質(SS) mg/l 3 5 2 3 4 2 2 1
溶存酸素(DO) mg/l 9.4 10 8.0 8.5 8.4 6.5 6.5 9.7
大腸菌数 CFU/100ml - 710 - - 4800 - - 2500
流量 ㎥/s - 0.279 - - 0.249 - - 0.190
水素イオン濃度 ｐＨ 7.8 7.7 8.0 8.2 7.9 8.0 7.8 7.7
ＢＯＤ mg/l 2.4 5.6 2.2 1.9 2.3 6.1 1.4 1.4
浮遊物質(SS) mg/l 7 4 3 2 6 3 3 1
溶存酸素(DO) mg/l 9.7 9.5 8.8 8.3 8.1 9.1 8.4 10
大腸菌数 CFU/100ml - 1800 - - 560 - - 490
流量 ㎥/s - 0.289 - - 0.481 - - 0.325
全窒素 mg/l - 2.7 - - 2.1 - - 3.6
全リン mg/l - 0.34 - - 0.36 - - 0.33
陰イオン界面活性剤 mg/l - <0.01 - - <0.01 - - <0.01
カドミウム mg/l - - - - - - - <0.0003
シアン mg/l - - - - - - - <0.1
鉛 mg/l - - - - - - - <0.001
六価クロム mg/l - - - - - - - <0.005
砒素 mg/l - - - - - - - <0.001
総水銀 mg/l - - - - - - - <0.00005
アルキル水銀 mg/l - - - - - - - <0.0005
ＰＣＢ mg/l - - - - - - - <0.0005
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ mg/l - - - - - - - <0.002
四塩化炭素 mg/l - - - - - - - <0.0002
1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/l - - - - - - - <0.0004
1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/l - - - - - - - <0.002
ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/l - - - - - - - <0.004
1.1.1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/l - - - - - - - <0.0005
1.1.2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/l - - - - - - - <0.0006
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/l - - - - - - - <0.001
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/l - - - - - - - <0.0005
1.3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ mg/l - - - - - - - <0.0002
チウラム mg/l - - - - - - - <0.0006
シマジン mg/l - - - - - - - <0.0003
チオベンカルブ mg/l - - - - - - - <0.002
ベンゼン mg/l - - - - - - - <0.001
セレン mg/l - - - - - - - <0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/l - - - - - - - 2.3
フッ素 mg/l - - - - - - - <0.13
ホウ素 mg/l - - - - - - - 0.03
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ mg/l - - - - - - - <0.005

市
境

阪
奈
道
路
下

測定項目

大
宮
橋
下

東
生
駒
川
合
流
前

注）生活環境の保全に関する環境基準は、竜田川全域＝Ｃ類型。
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地点 １２月 １月 ２月 ３月 平均値 最大値 最小値 環境基準
水素イオン濃度 ｐＨ 7.6 7.6 7.7 7.6 7.8 8.8 7.4 6.5～8.5
ＢＯＤ mg/l 2.8 4.3 7.1 7.7 3.9 8 1.6 5以下
浮遊物質(SS) mg/l <1 2 2 2 1.0 2.0 <1 50以下
溶存酸素(DO) mg/l 9.6 10.0 11 10 9.1 11 7.7 5以上
大腸菌数 CFU/100ml - - 5300 - 1600 5300 700 －
流量 ㎥/s - - 0.014 - 0.043 0.098 0.014 －
水素イオン濃度 ｐＨ 7.9 7.7 7.9 7.7 8.1 8.6 7.7 6.5～8.5
ＢＯＤ mg/l 2.4 3.4 8.8 4.6 3.6 8.8 1.3 5以下
浮遊物質(SS) mg/l 1 1 4 3 2.3 4.0 1.0 50以下
溶存酸素(DO) mg/l 11 12 13 11 10 13.0 7.9 5以上
大腸菌数 CFU/100ml - - 4000 - 990 4000 290 －
流量 ㎥/s - - 0.064 - 0.124 0.2 0.1 －
全窒素 mg/l - - 8.2 - 4.6 8.2 2.8
全リン mg/l - - 0.86 - 0.5 0.9 0.4
陰イオン界面活性剤 mg/l - - <0.01 - <0.01 <0.01 <0.01
水素イオン濃度 ｐＨ 7.6 7.5 7.5 7.6 7.7 8.0 7.5 6.5～8.5
ＢＯＤ mg/l 2.6 5.3 5.6 4.4 3.4 5.6 1.5 5以下
浮遊物質(SS) mg/l 1 2 2 2 2.4 5.0 <1 50以下
溶存酸素(DO) mg/l 8.8 9.2 11 9.2 8.8 11.0 6.5 5以上
大腸菌数 CFU/100ml - - 2100 - 2528 4800 710 －
流量 ㎥/s - - 0.192 - 0.228 0.279 0.190 －
水素イオン濃度 ｐＨ 7.8 7.7 7.7 7.9 7.9 8.2 7.7 6.5～8.5
ＢＯＤ mg/l 1.7 5.8 6.1 3.9 3.4 6.1 1.4 5以下
浮遊物質(SS) mg/l 5 5 3 10 4.3 10 1.0 50以下
溶存酸素(DO) mg/l 11 12 12 11 9.8 12 8.1 5以上
大腸菌数 CFU/100ml - - 820 - 917.5 1800 490 －
流量 ㎥/s - - 0.212 - 0.327 0.481 0.212 －
全窒素 mg/l - - 4.8 - 3.3 4.8 2.1 －
全リン mg/l - - 0.48 - 0.38 0.48 0.33 －
陰イオン界面活性剤 mg/l - - <0.01 - 0.01 0.01 <0.01
カドミウム mg/l - - - - - - - 0.01以下
シアン mg/l - - - - - - - 検出されないこと

鉛 mg/l - - - - - - - 0.01以下
六価クロム mg/l - - - - - - - 0.05以下
砒素 mg/l - - - - - - - 0.01以下
総水銀 mg/l - - - - - - - 0.0005以下
アルキル水銀 mg/l - - - - - - - 検出されないこと
ＰＣＢ mg/l - - - - - - - 検出されないこと

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ mg/l - - - - - - - 0.02以下
四塩化炭素 mg/l - - - - - - - 0.002以下
1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/l - - - - - - - 0.004以下
1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/l - - - - - - - 0.02以下
ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/l - - - - - - - 0.04以下
1.1.1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/l - - - - - - - 1以下
1.1.2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/l - - - - - - - 0.006以下
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/l - - - - - - - 0.03以下
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/l - - - - - - - 0.01以下
1.3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ mg/l - - - - - - - 0.002以下
チウラム mg/l - - - - - - - 0.006以下
シマジン mg/l - - - - - - - 0.003以下
チオベンカルブ mg/l - - - - - - - 0.02以下
ベンゼン mg/l - - - - - - - 0.01以下
セレン mg/l - - - - - - - 0.01以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/l - - - - - - - 10以下
フッ素 mg/l - - - - - - - 0.8以下
ホウ素 mg/l - - - - - - - 1以下
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ mg/l - - - - - - - 0.05以下

市
境

阪
奈
道
路
下

測定項目

大
宮
橋
下

注）ＢＯＤの平均値欄は、75％値を示す

東
生
駒
川
合
流
前

注）生活環境の保全に関する環境基準は、竜田川全域＝Ｃ類型。
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② 竜田川支流 

 

 

支流名 5月 8月 11月 2月 平均値 最大値 最小値 環境基準
水素イオン濃度 ｐＨ 8.1 9.2 8.2 7.7 8.3 9.2 7.7 6.5～8.5
ＢＯＤ mg/l 3.7 2.1 2.2 8.2 4.1 8.2 2.1 5以下
浮遊物質(SS) mg/l 1 5 1 5 3 5 1 50以下
溶存酸素(DO) mg/l 12 13.0 12 11 12.0 13.0 11.0 5以上
大腸菌数 CFU/100ml 220 560 690 1300 870 1300 220 -
流量 ㎥/s 0.061 0.067 0.088 0.031 0.062 0.088 0.031 -
全窒素 mg/l 4.4 3.3 4.4 7.7 5.0 7.7 3.3 -
全リン mg/l 0.60 0.59 0.56 0.93 0.7 0.9 0.6 -
陰イオン界面活性剤 mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 -
水素イオン濃度 ｐＨ 9.4 7.8 7.7 7.9 8.2 9.4 7.7 6.5～8.5
ＢＯＤ mg/l 2.1 1.8 2.4 3.6 2.5 3.6 1.8 5以下
浮遊物質（ＳＳ） mg/l 2 1 1 1 1 2 1 50以下
溶存酸素（ＤＯ） mg/l 9.9 6.9 8.7 12 9 12 6.9 5以上
大腸菌数 CFU/100ml 320 660 920 2500 1100 2500 320 -
流量 ㎥/s 0.008 0.025 0.017 0.010 0.015 0.025 0.008 -
水素イオン濃度 ｐＨ 8.6 8.4 7.9 8.0 8.2 8.6 7.9 6.5～8.5
ＢＯＤ mg/l 2.1 1.5 1.2 3.7 2.1 3.7 1.2 5以下
浮遊物質（ＳＳ） mg/l 4 2 1 1 2.0 4.0 <1 50以下
溶存酸素（ＤＯ） mg/l 8.9 7.9 9 12 9.5 12 7.9 5以上
大腸菌数 CFU/100ml 2000 40 310 1500 750 2000 40 -
流量 ㎥/s 0.012 0.040 0.018 0.009 0.020 0.040 0.009 -
水素イオン濃度 ｐＨ 7.7 8 7.7 7.6 7.8 8.0 7.6 6.5～8.5
ＢＯＤ mg/l 1.8 1.8 1.9 4.4 2.5 4.4 1.8 5以下
浮遊物質（ＳＳ） mg/l 2 1 1 2 1 2 <1 50以下
溶存酸素（ＤＯ） mg/l 8.5 7.5 8.8 11 9.0 11 7.5 5以上
大腸菌数 CFU/100ml 1100 1800 840 310 460 1800 310 -
流量 ㎥/s 0.014 0.018 0.016 0.007 0.014 0.018 0.007 -
水素イオン濃度 ｐＨ 7.9 8.2 8.0 7.9 8.0 8.2 7.9 6.5～8.5
ＢＯＤ mg/l 2.3 1.8 1.5 3.7 2.3 3.7 1.5 5以下
浮遊物質（ＳＳ） mg/l 4 7 1 3 4 7 1 50以下
溶存酸素（ＤＯ） mg/l 8.7 7.4 9.4 11 9.1 11 7 5以上
大腸菌数 CFU/100ml 2500 600 800 540 1100 2500 540 -
流量 ㎥/s 0.015 0.035 0.031 0.013 0.024 0.035 0.013 -
水素イオン濃度 ｐＨ 7.9 8.1 7.9 7.8 7.9 8.1 7.8 6.5～8.5
ＢＯＤ mg/l 2.1 1.9 1.3 5.2 2.6 5.2 1.3 5以下
浮遊物質（ＳＳ） mg/l 4 6 2 3 4 6 2 50以下
溶存酸素（ＤＯ） mg/l 8.4 7.7 9.0 10 8.8 10 7.7 5以上
大腸菌数 CFU/100ml 230 3800 150 4200 870 4200 150 -
流量 ㎥/s 0.012 0.026 0.014 0.012 0.016 0.026 0.012 -
水素イオン濃度 ｐＨ 9.5 9.6 8.8 8.7 9.2 9.6 8.7 6.5～8.5
ＢＯＤ mg/l 3.6 2.1 2.9 7.0 3.9 7.0 2.1 5以下
浮遊物質（ＳＳ） mg/l 5 1 1 3 3 5 1 50以下
溶存酸素（ＤＯ） mg/l 9.4 7.3 10 15 10 15 7 5以上
大腸菌数 CFU/100ml 240 190 130 260 205 260 130 -
流量 ㎥/s 0.009 0.007 0.008 0.005 0.007 0.009 0.005 -

東

生

駒

川

注）支流に対する環境基準は設定されていないが、本流の竜田川の環境基準＝Ｃ類型を記載する。
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支流名 5月 8月 11月 2月 平均値 最大値 最小値 環境基準
水素イオン濃度 ｐＨ 8.1 8.8 8.6 8.6 8.5 8.8 8.1 6.5～8.5
ＢＯＤ mg/l 4.7 3.6 2.7 4.0 3.8 4.7 2.7 5以下
浮遊物質（ＳＳ） mg/l 5 2 2 2 3 5 2 50以下
溶存酸素（ＤＯ） mg/l 9.6 8.9 12 15 11 15 8.9 5以上
大腸菌数 CFU/100ml 4500 2700 2600 2800 1700 4500 2600 -
流量 ㎥/s 0.023 0.028 0.015 0.010 0.019 0.028 0.010 -
水素イオン濃度 ｐＨ 9.5 9.5 9.0 8.9 9.2 9.5 8.9 6.5～8.5
ＢＯＤ mg/l 4.5 3 1.4 3.1 3.0 4.5 1.4 5以下
浮遊物質（ＳＳ） mg/l 2 4 2 3 3 4 2 50以下
溶存酸素（ＤＯ） mg/l 9.8 11 10 12 11 12 9.8 5以上
大腸菌数 CFU/100ml 4100 660 720 870 1588 4100 660 -
流量 ㎥/s 0.005 0.032 0.044 0.016 0.024 0.044 0.005 -
水素イオン濃度 ｐＨ 8.3 8.1 8.3 8.3 8.3 8.3 8.1 6.5～8.5
ＢＯＤ mg/l 8.0 3 2.5 4.1 4.4 8.0 2.5 5以下
浮遊物質（ＳＳ） mg/l 3 2 3 2 3 3 2 50以下
溶存酸素（ＤＯ） mg/l 12 7.5 10 13 11 13 8 5以上
大腸菌数 CFU/100ml 760 280 920 250 553 920 250 -
流量 ㎥/s 0.012 0.001 0.035 0.016 0.016 0.035 0.001 -
水素イオン濃度 ｐＨ 8.6 8.2 7.8 7.8 8.1 8.6 7.8 6.5～8.5
ＢＯＤ mg/l 4.9 5.8 6.8 12 7.4 12 4.9 5以下
浮遊物質（ＳＳ） mg/l 4 5 6 6 5 6 4 50以下
溶存酸素（ＤＯ） mg/l 9.3 8.5 9.2 11 9.5 11.0 8.5 5以上
大腸菌数 CFU/100ml 2200 8200 2900 2700 2800 8200 2200 -
流量 ㎥/s 0.012 0.006 0.004 0.010 0.008 0.012 0.004 -
水素イオン濃度 ｐＨ 7.7 7.8 7.8 8.0 7.8 8.0 7.7 6.5～8.5
ＢＯＤ mg/l 8.7 3.3 6.0 10.0 7.0 10.0 3.3 5以下
浮遊物質（ＳＳ） mg/l 7 4 6 6 6 7 4 50以下
溶存酸素（ＤＯ） mg/l 7.5 6.3 8.1 12 8.5 12 6.3 5以上
大腸菌数 CFU/100ml 6700 3600 4100 8300 6200 8300 3600 -
流量 ㎥/s 0.015 0.061 0.041 0.036 0.038 0.061 0.015 -
水素イオン濃度 ｐＨ 8.1 8.1 8.0 8.0 8.1 8.1 8.0 6.5～8.5
ＢＯＤ mg/l 3.1 1.4 2.2 1.9 2.2 3.1 1.4 5以下
浮遊物質（ＳＳ） mg/l 3 3 4 1 3 4 1 50以下
溶存酸素（ＤＯ） mg/l 9.6 8.9 12 14 11 14 8.9 5以上
大腸菌数 CFU/100ml 470 410 300 860 570 860 300 -
流量 ㎥/s 0.009 0.007 0.010 0.009 0.009 0.010 0.007 -
水素イオン濃度 ｐＨ 7.5 7.6 7.4 7.5 7.5 7.6 7.4 6.5～8.5
ＢＯＤ mg/l 3.2 3.6 4.6 2.8 3.6 4.6 2.8 5以下
浮遊物質（ＳＳ） mg/l 3 4 2 1 3 4 1 50以下
溶存酸素（ＤＯ） mg/l 8.4 6.8 8.4 12 8.9 12 6.8 5以上
大腸菌数 CFU/100ml 260 1200 1400 930 1600 1400 260 -
流量 ㎥/s 0.009 0.016 0.012 0.009 0.012 0.016 0.009 -

有

里

川

神

田

川

注）支流に対する環境基準は設定されていないが、本流の竜田川の環境基準＝Ｃ類型を記載する。
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③ 富雄川本流 

 

 

地点 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

水素イオン濃度 ｐＨ 8.7 8.9 8.6 8.2 8.2 7.8 7.9 7.7

ＢＯＤ mg/l 1.8 2.0 1.5 1.4 1.5 2.7 1.0 1.6

浮遊物質(SS) mg/l 1 1 2 3 4 3 3 11

溶存酸素(DO) mg/l 12 14 11 8.5 8.7 7.8 8.4 10

大腸菌数 CFU/100ml - 300 - - 430 - - 310

流量 ㎥/s - 0.015 - - 0.068 - - 0.047

総水銀 mg/l - <0.00005 - - <0.00005 - - <0.00005

水素イオン濃度 ｐＨ 8.3 7.8 7.8 7.8 7.7 7.4 7.8 7.6

ＢＯＤ mg/l 1.6 1.8 1.6 1.6 1.9 3.3 1.2 1.4

浮遊物質(SS) mg/l 2 2 2 2 3 3 5 7

溶存酸素(DO) mg/l 11 9.6 8.9 8.4 8.5 7.9 8.4 10

大腸菌数 CFU/100ml - 250 - - 380 - - 480

流量 ㎥/s - 0.022 - - 0.069 - - 0.061

総水銀 mg/l - <0.00005 - - <0.00005 - - <0.00005

水素イオン濃度 ｐＨ 8.0 7.3 7.8 7.6 7.6 7.3 7.7 7.4

ＢＯＤ mg/l 1.5 1.4 1.5 2.0 1.4 2.5 0.7 0.8

浮遊物質(SS) mg/l 1 4 2 1 2 1 4 3

溶存酸素(DO) mg/l 13.0 9.9 12 8.9 9 6.4 9.7 10

大腸菌数 CFU/100ml - 82 - - 95 - - 210

流量 ㎥/s - 0.070 - - 0.150 - - 0.070

水素ｲｵﾝ濃度 ｐＨ 8.2 8.8 7.7 8.2 8.0 7.7 7.8 8.0

ＢＯＤ mg/l 1.6 1.9 1.0 1.0 1.8 2.1 0.7 0.9

浮遊物質(SS) mg/l 2 2 2 1 2 3 2 7

溶存酸素(DO) mg/l 13 11 7.4 9.2 8.7 9.2 9.5 10

大腸菌数 CFU/100ml - 36 - - 170 - - 170

流量 ㎥/s - 0.022 - - 0.336 - - 0.18

全窒素 mg/l 0.78 0.88 0.62 0.75 0.55 0.54 0.84 1.6

全リン mg/l 0.064 0.073 0.082 0.089 0.048 0.037 0.067 0.08

陰イオン界面活性剤 mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

カドミウム mg/l - - - - - - - <0.0003

シアン mg/l - - - - - - - <0.1

鉛 mg/l - - - - - - - <0.001

六価クロム mg/l - - - - - - - <0.005

砒素 mg/l - - - - - - - <0.001

総水銀 mg/l - - - - - - <0.00005

アルキル水銀 mg/l - - - - - - - <0.0005

ＰＣＢ mg/l - - - - - - - <0.0005

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ mg/l - - - - - - - <0.002

四塩化炭素 mg/l - - - - - - - <0.0002

1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/l - - - - - - - <0.0004

1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/l - - - - - - - <0.002

ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/l - - - - - - - <0.004

1.1.1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/l - - - - - - - <0.0005

1.1.2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/l - - - - - - - <0.0006

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/l - - - - - - - <0.001

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/l - - - - - - - <0.0005

1.3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ mg/l - - - - - - - <0.0002

チウラム mg/l - - - - - - - <0.0006

シマジン mg/l - - - - - - - <0.0003

チオベンカルブ mg/l - - - - - - - <0.002

ベンゼン mg/l - - - - - - - <0.001

セレン mg/l - - - - - - - <0.001

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/l - - - - - - - 0.9

フッ素 mg/l - - - - - - - <0.08

ホウ素 mg/l - - - - - - - <0.02

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ mg/l - - - - - - - <0.005

注）生活環境の保全に関する環境基準は、芝より上流部＝Ｂ類型、芝から大和川合流部＝Ｃ類型。
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地点 12月 1月 2月 3月 平均値 最大値 最小値 環境基準
水素イオン濃度 ｐＨ 7.8 7.9 7.8 7.7 8.1 8.9 7.7 6.5～8.5
ＢＯＤ mg/l 1.6 2.2 1.9 2.7 1.8 2.7 1.0 3以下

浮遊物質(SS) mg/l 7 6 3 5 4 11.0 1 25以下
溶存酸素(DO) mg/l 12 13 13 12 10.8 14.0 7.8 5以上

大腸菌数 CFU/100ml - - 220 - 315 430.0 220 1000以下
流量 ㎥/s - - 0.007 - 0.034 0.068 0.007 -

総水銀 mg/l - - <0.00005 - #DIV/0! <0.0005 <0.0005 0.00005以下

水素イオン濃度 ｐＨ 7.7 7.7 7.4 7.5 7.7 8.3 7.4 6.5～8.5

ＢＯＤ mg/l 1.7 2.4 2.0 3.4 2.0 3.4 1.2 3以下
浮遊物質(SS) mg/l 3 2 1 3 3 7.0 1 25以下

溶存酸素(DO) mg/l 12 13 12 11 10 13.0 7.9 5以上

大腸菌数 CFU/100ml - - 180 - 323 480.0 180 1000以下
流量 ㎥/s - - 0.008 - 0.040 0.1 0.008 -

総水銀 mg/l - - <0.00005 - #DIV/0! <0.0005 <0.0005 0.00005以下

水素イオン濃度 ｐＨ 7.8 7.5 7.6 7.4 7.6 8.0 7.3 6.5～8.5

ＢＯＤ mg/l 1.3 1.5 2.3 1.3 1.5 2.5 0.7 5以下
浮遊物質(SS) mg/l 2 2 5 3 3 5.0 1 50以下

溶存酸素(DO) mg/l 12 14 15 12 11 15.0 6.4 5以上
大腸菌数 CFU/100ml - - 42 - 107 210.0 42 -

流量 ㎥/s - - 0.035 - 0.081 0.15 0.035 -
水素ｲｵﾝ濃度 ｐＨ 8.0 7.8 8.4 7.7 8.0 9 7.7 6.5～8.5

ＢＯＤ mg/l 0.9 1.2 1.4 1.1 1.3 2.1 0.7 5以下
浮遊物質(SS) mg/l 1 1 2 1 2 7.0 <1 50以下

溶存酸素(DO) mg/l 13 14 11 13 11 14.0 7.4 5以上
大腸菌数 CFU/100ml - - 710 - 140 710.0 36 －

流量 ㎥/s - - 0.063 - 0.150 0.336 0.022 －
全窒素 mg/l 0.97 1.3 1.1 1.3 0.94 1.6 0.54 －

全リン mg/l 0.054 0.061 0.049 0.056 0.06 0.1 0.037 －
陰イオン界面活性剤 mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.0 <0.01 －

カドミウム mg/l - - - - - - - 0.003以下

シアン mg/l - - - - - - - 検出されないこと

鉛 mg/l - - - - - - - 0.01以下
六価クロム mg/l - - - - - - - 0.02以下

砒素 mg/l - - - - - - - 0.01以下
総水銀 mg/l - - - - - - - 0.0005以下

アルキル水銀 mg/l - - - - - - - 検出されないこと

ＰＣＢ mg/l - - - - - - - 検出されないこと

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ mg/l - - - - - - - 0.02以下
四塩化炭素 mg/l - - - - - - - 0.002以下

1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/l - - - - - - - 0.004以下

1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/l - - - - - - - 0.1以下

ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/l - - - - - - - 0.04以下
1.1.1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/l - - - - - - - 1以下

1.1.2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/l - - - - - - - 0.006以下

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/l - - - - - - - 0.01以下

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/l - - - - - - - 0.01以下
1.3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ mg/l - - - - - - - 0.002以下

チウラム mg/l - - - - - - - 0.006以下

シマジン mg/l - - - - - - - 0.003以下

チオベンカルブ mg/l - - - - - - - 0.02以下
ベンゼン mg/l - - - - - - - 0.01以下

セレン mg/l - - - - - - - 0.01以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/l - - - - - - - 10以下

フッ素 mg/l - - - - - - - 0.8以下
ホウ素 mg/l - - - - - - - 1以下

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ mg/l - - - - - - - 0.05以下

測定項目

注）生活環境の保全に関する環境基準は、芝より上流部＝Ｂ類型、芝から大和川合流部＝Ｃ類型。

市

境

（
高

樋

橋

下

）

高

山

郵

便

局

前

鷹

山

の

大

橋

下

出

店

橋

下
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⑤  富雄川支流 

 

  

 

⑥  天野川本流 

 

 

 

 

 

支流名 5月 8月 11月 2月 平均値 最大値 最小値 環境基準
水素イオン濃度 ｐＨ 8.2 8.0 7.7 8.0 8.0 8.2 7.7 6.5～8.5
ＢＯＤ mg/l 1.8 1.4 1.1 2.9 1.8 2.9 1.1 3以下
浮遊物質（ＳＳ） mg/l 2 3 8 7 5 8 2 25以下
溶存酸素（ＤＯ） mg/l 11 7.8 9.6 13 10 13 7.8 5以上
大腸菌数 CFU/100ml 620 390 180 170 340 620 170 1,000以下

流量 ㎥/ｓ 0.021 0.053 0.04 0.004 0.030 0.053 0.004 －
水素イオン濃度 ｐＨ 7.4 7.5 7.1 7.2 7.3 7.5 7.1 6.5～8.5
ＢＯＤ mg/l 2.0 1.6 1.6 4.1 2.3 4.1 1.6 3以下
浮遊物質（ＳＳ） mg/l 7 2 1 9 5 9 1 25以下
溶存酸素（ＤＯ） mg/l 8.6 6.7 8.4 11 8.7 11 6.7 5以上
大腸菌数 CFU/100ml 420 440 1800 140 1000 1800 140 1,000以下

流量 ㎥/ｓ 0.007 0.01 0.012 0.006 0.009 0.012 0.006 －

注）支流に対する環境基準は設定されていないが、流入地点である富雄川上流の環境基準＝Ｂ類型を記載する。

測定項目

中

村

川

美

の

原

川

地点 5月 8月 11月 2月 平均値 最大値 最小値 環境基準
水素イオン濃度 ｐＨ 7.5 7.5 7.5 7.6 7.5 7.6 7.5 -
ＢＯＤ mg/l 1 1.3 <0.5 0.7 1.0 1.3 0.7 -
浮遊物質(SS) mg/l 2 1 <1 <1 2 2 <1 -
溶存酸素(DO) mg/l 8.4 6.6 10 12 9.3 12 6.6 -
大腸菌数 CFU/100ml 61 91 410 560 281 560 61 -
流量 ㎥/ｓ 0.022 0.047 0.052 0.022 0.036 0.052 0.022 -
水素ｲｵﾝ濃度 ｐＨ 7.8 7.8 7.9 7.8 7.8 7.9 7.8 -
ＢＯＤ mg/l 1.7 2.3 0.6 1.2 1.5 2.3 0.6 -
浮遊物質(SS) mg/l 2 2 <1 1 2 2 1 -
溶存酸素(DO) mg/l 11 9.5 11 13 11 13 9.5 -
大腸菌数 CFU/100ml 1200 2000 460 540 1050 2000 460 -
流量 ㎥/ｓ 0.148 0.172 0.089 0.057 0.117 0.172 0.057 -
全窒素 mg/l 1.2 0.94 1.9 2.0 1.5 2.0 0.94 -
全リン mg/l 0.095 0.110 0.064 0.210 0.120 0.210 0.064 -
陰イオン界面活性剤 mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 #DIV/0! <0 <0 -
カドミウム mg/l - - <0.0003 - - - - 0.003以下

シアン mg/l - - <0.1 - - - - 検出されないこと

鉛 mg/l - - <0.001 - - - - 0.01以下

六価クロム mg/l - - <0.005 - - - - 0.02以下

砒素 mg/l - - <0.001 - - - - 0.01以下

総水銀 mg/l - - <0.00005 - - - - 0.0005以下

アルキル水銀 mg/l - - <0.0005 - - - - 検出されないこと

ＰＣＢ mg/l - - <0.0005 - - - - 検出されないこと

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ mg/l - - <0.002 - - - - 0.02以下

四塩化炭素 mg/l - - <0.0002 - - - - 0.002以下

1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/l - - <0.0004 - - - - 0.004以下

1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/l - - <0.002 - - - - 0.1以下

ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/l - - <0.004 - - - - 0.04以下

1.1.1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/l - - <0.0005 - - - - 1以下

1.1.2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/l - - <0.0006 - - - - 0.006以下

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/l - - <0.001 - - - - 0.01以下

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/l - - <0.0005 - - - - 0.01以下

1.3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ mg/l - - <0.0002 - - - - 0.002以下

チウラム mg/l - - <0.0006 - - - - 0.006以下

シマジン mg/l - - <0.0003 - - - - 0.003以下

チオベンカルブ mg/l - - <0.002 - - - - 0.02以下

ベンゼン mg/l - - <0.001 - - - - 0.01以下

セレン mg/l - - <0.001 - - - - 0.01以下

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/l - - 0.93 - - - - 10以下

フッ素 mg/l - - <0.08 - - - - 0.8以下

ホウ素 mg/l - - 0.03 - - - - 1以下

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ mg/l - - <0.005 - - - - 0.05以下

測定項目
宮

の

前

川

合

流

前

市

境

（
羽

衣

橋

下

）

注）生活環境の保全に関する環境基準は設定されていないが、大阪府界から下流はＢ類型に指定されている。
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⑦  天野川支流 

 

 

 

⑧  天野川支流（農業用水項目） 

 

 

支流名 5月 8月 11月 2月 平均値 最大値 最小値 環境基準

水素イオン濃度 ｐＨ 9.8 9.6 9.5 8.2 9.3 9.8 8.2 -

ＢＯＤ mg/l 2.9 2.1 2.1 6.7 3.5 6.7 2.1 -

浮遊物質（ＳＳ） mg/l 2 2 1 2 1.75 2 1 -

溶存酸素（ＤＯ） mg/l 18 14 16 15 16 18 14 -

大腸菌数 CFU/100ml 110 670 56 840 419 840 56 -

流量 ㎥/ｓ 0.010 0.008 0.006 0.005 0.007 0.010 0.005 -

カドミウム mg/l <0.0003 0.003以下

全シアン mg/l <0.1 検出されないこと

鉛 mg/l <0.001 0.01以下

六価クロム mg/l <0.005 0.02以下

ヒ素 mg/l <0.001 0.01以下

総水銀 mg/l <0.00005 0.0005以下

アルキル水銀 mg/l <0.0005 検出されないこと

ＰＣＢ mg/l <0.0005 検出されないこと

ジクロロメタン mg/l <0.002 0.02以下

四塩化炭素 mg/l <0.0002 0.002以下

1,2-ジクロロエタン mg/l - - <0.0004 - - - - 0.004以下

1,1-ジクロロエチレン mg/l - - <0.002 - - - - 0.1以下

シス-1,2-ジクロロエチレン mg/l - - <0.004 - - - - 0.04以下

1,1,1-トリクロロエタン mg/l - - <0.0005 - - - - 1以下

1,1,2-トリクロロエタン mg/l - - <0.0006 - - - - 0.006以下

トリクロロエチレン mg/l - - <0.001 - - - - 0.01以下

テトラクロロエチレン mg/l - - <0.0005 - - - - 0.01以下

1,3-ジクロロプロペン mg/l - - <0.0002 - - - - 0.002以下

チウラム mg/l - - <0.0006 - - - - 0.006以下

シマジン mg/l - - <0.0003 - - - - 0.003以下

チオベンカルブ mg/l - - <0.002 - - - - 0.02以下

ベンゼン mg/l - - <0.001 - - - - 0.01以下

セレン mg/l - - <0.001 - - - - 0.01以下

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/l - - 4.6 - - - - 10以下

フッ素 mg/l - - 0.12 - - - - 0.8以下

ホウ素 mg/l - - 0.06 - - - - 1以下

1,4-ジオキサン mg/l - - <0.005 - - - - 0.05以下

宮

の

前

川

測定項目

穴

虫

川

支流名 5月 8月 11月 2月 平均値 最大値 最小値 環境基準
水素イオン濃度 ｐＨ 9.7 9.9 9.0 8.4 9.3 9.9 8.4 6.0～7.5
ＣＯＤ mg/l 3.8 9.8 3.4 4.7 5.4 9.8 3.4 6以下
浮遊物質(ＳＳ) mg/l 1 5 <1 2 3 5 1 100以下
溶存酸素（ＤＯ） mg/l 17 13 12 15 14 17 12.0 5以上
全窒素 mg/l 1.3 0.9 2.5 6.0 2.7 6.0 0.90 1以下
電気伝導率 mS/m 23 18 27 28 24 28 18 30以下
ヒ素（Ａｓ） mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 #### 0 <0 0.05以下
亜鉛（Ｚｎ） mg/l 0.005 0.008 0.006 0.008 0.007 0.008 0.0050 0.5以下
銅（Ｃｕ） mg/l <0.002 <0.003 <0.002 <0.002 <0.003 0.003 <0.002 0.02以下
ｎ－ヘキサン抽出物質（鉱油） mg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 #### <0 <0 -
ｎ－ヘキサン抽出物質（動植物油） mg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 #### <0 <0 -
底質のｎ－ヘキサン抽出物質 ％ 0.9 2.1 1.7 2.0 1.7 2.1 0.9 -
水素イオン濃度 ｐＨ 9.3 9.3 9.2 8.1 9.0 9.3 8.1 6.0～7.5
ＣＯＤ mg/L 6.3 7.3 5.3 14.0 8.2 14.0 5.3 6以下
浮遊物質(ＳＳ) mg/L 2 3 1 4 3 4 1 100以下
溶存酸素（ＤＯ） mg/L 11 10 15 14 12.5 15 10 5以上
全窒素 mg/L 3.4 1.4 5.8 13 5.9 13 1.4 1以下
電気伝導率 mS/m 34 33 38 48 38 48 33 30以下
ヒ素（Ａｓ） mg/L <0.001 <0.001 <0.001 0.001 0.001 0.001 <0.001 0.05以下
亜鉛（Ｚｎ） mg/L 0.039 0.009 0.046 0.37 0.116 0.37 0.009 0.5以下
銅 mg/L 0.002 <0.002 0.002 0.004 0.003 0.004 0.002 0.02以下
ｎ－ヘキサン抽出物質（鉱油） mg/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 #### <0 <0 -
ｎ－ヘキサン抽出物質（動植物油） mg/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 #### <0 <0 -
底質のｎ－ヘキサン抽出物質 ％ <0.5 <0.6 0.8 0.9 0.7 0.9 <0.5 -

山

口

川

穴

虫

川

測定項目

(注)農業用水基準は、水稲の正常な生育のために望ましいかんがい用水の水質指標である。作物の感受性は、種類や個体、生育時期、栽培法、環境条件、成

分相互の相乗作用等により異なり、これらの基準値を超過すれば直ちに被害が発生するものではない。

※底質のｎ－ヘキサン抽出物質は、乾泥状態の％で示す。
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⑧ 山田川本流 

 
 

 

地点 5月 8月 11月 2月 平均値 最大値 最小値 環境基準
水素イオン濃度 7.4 7.6 7.9 7.9 7.7 7.9 7.4 -
ＢＯＤ mg/l 1.0 1.3 1.0 1.8 1.3 1.8 1.0 -
浮遊物質(SS) mg/l 1 <2.00 3 1 2 3 1 -
溶存酸素(DO) mg/l 9.7 8.1 9.7 11 9.6 11 8.1 -
大腸菌数 CFU/100ml 54 210 47 65 94 210 47 -
流量 m3/s 0.013 0.0084 0.0119 0.0083 0.0104 0.0130 0.0083 -
水素イオン濃度 ｐＨ 8.1 8.4 8.0 8.0 8.1 8.4 8.0 -
ＢＯＤ mg/l 1.7 2.9 2.7 3.5 2.7 3.5 1.7 -
浮遊物質(SS) mg/l 2 1 <3 6 3 6 <1 -
溶存酸素(DO) mg/l 9.6 10 9 11 10 11 9 -
大腸菌数 CFU/100ml <1 8 140 <1 74 140 8 -
流量 m3/s 0.126 0.081 0.088 0.053 0.087 0.126 0.053 -
全窒素 mg/l 5.3 7.3 3.4 7.2 5.8 7.3 3.4 -
全リン mg/l 0.66 0.32 0.52 0.17 0.42 0.66 0.17 -
陰イオン界面活性剤 mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 -
カドミウム mg/l - - <0.0003 - - - - 0.003以下

シアン mg/l - - <0.1 - - - - 検出されないこと

鉛 mg/l - - <0.001 - - - - 0.01以下
六価クロム mg/l - - <0.005 - - - - 0.02以下
砒素 mg/l - - <0.001 - - - - 0.01以下
総水銀 mg/l - - <0.00005 - - - - 0.0005以下

アルキル水銀 mg/l - - <0.0005 - - - - 検出されないこと

ＰＣＢ mg/l - - <0.0005 - - - - 検出されないこと

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ mg/l - - <0.002 - - - - 0.02以下
四塩化炭素 mg/l - - <0.0002 - - - - 0.002以下

1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/l - - <0.0004 - - - - 0.004以下

1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/l - - <0.002 - - - - 0.1以下
ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/l - - <0.004 - - - - 0.04以下
1.1.1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/l - - <0.0005 - - - - 1以下
1.1.2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/l - - <0.0006 - - - - 0.006以下

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/l - - <0.001 - - - - 0.01以下
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/l - - <0.0005 - - - - 0.01以下
1.3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ mg/l - - <0.0002 - - - - 0.002以下

チウラム mg/l - - <0.0006 - - - - 0.006以下

シマジン mg/l - - <0.0003 - - - - 0.003以下

チオベンカルブ mg/l - - <0.002 - - - - 0.02以下
ベンゼン mg/l - - <0.001 - - - - 0.01以下
セレン mg/l - - <0.001 - - - - 0.01以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/l - - 2.2 - - - - 10以下
フッ素 mg/l - - <0.08 - - - - 0.8以下
ホウ素 mg/l - - 0.03 - - - - 1以下
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ mg/l - - <0.005 - - - - 0.05以下
注）生活環境の保全に関する環境基準は設定されていない。

測定項目
大

学

院

大

学

南

側

市

境

（
両

国

橋

下

）
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(3) 生駒市清掃センター 

① 排ガス測定 

 
 

 

 

【測定位置：1系煙突】

測定年月日 R6.6.7 R6.7.12 R6.8.16 R6.9.12 R6.10.25 R6.11.22 R7.1.28 平均値 最大値 最小値 規制基準

測定項目 単位 1系 1系 1系 1系 1系 1系 1系

湿りガス量 51,100 55600 55700 47200 46,500 52100 53,200 - 51,600 55,700 46,500

乾きガス量 38,900 42600 41500 36200 37,300 41100 43,600 - 40,200 43,600 36,200

ガス温度 216 227 227 225 216 213 210 - 219 227 210

水分量 13.1 14.9 14.8 12.3 19.8 21.1 18.0 - 22.1 25.4 18.0

流速 23.8 23.3 25.4 23.3 11.9 13.3 13.6 - 13.4 14.9 11.9

二酸化炭素 4.0 4.3 4.7 4.6 4.1 4.5 3.9 - 4.3 4.7 3.9

酸素 16.3 15.2 15.3 15.2 15.7 15.4 16.2 - 15.6 16.3 15.2

一酸化炭素 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 <0.1 < 0.1 <0.1 - <0.1 <0.1 <0.1

窒素 79.7 80.5 80.0 80.2 80.2 80.1 79.9 - 80.1 80.5 79.7

測定値 0.001 0.001 < 0.001 0.001 <0.001 < 0.001 < 0.001 - 0.001 0.001 <0.001

換算値 0.002 0.002 < 0.002 0.001 <0.002 < 0.002 < 0.002 - 0.002 0.002 <0.002 0.08以下

酸素濃度 16.3 15.2 15.3 15.2 15.7 15.4 16.2 - 15.6 16.3 15.2

測定値 < 0.2 0.5 0.4 < 0.2 0.3 < 0.2 < 0.2 - <0.2 0.5 <0.2

換算値 < 0.5 0.8 0.6 < 0.5 0.6 < 0.5 < 0.5 - 0.6 0.8 <0.5

排出量 < 0.01 0.02 0.01 < 0.01 0.0 < 0.01 < 0.01 - 0.011 0.020 <0.01

酸素濃度 16.3 15.2 15.3 15.2 15.7 15.4 16.2 - 15.6 16.3 15.2

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 <0.01 < 0.01 <0.01 - <0.01 0.0 <0.01 10以下

測定値 44 47 47 37 36 40 33 - 41 47 33

換算値 72 69 71 60 61 70 61 - 66 72 60 250以下

酸素濃度 15.5 14.9 15.1 15.5 15.7 15.9 16.2 - 15.5 16.2 14.9

測定値 15 15 26 6 7 8 15 - 13 26 6

換算値 29 24 42 9 12 13 28 - 22 42 9 700以下

測定値 9 9 16 3 4 4 9 - 8 16 3

換算値 18 15 26 5 7 8 17 - 14 26 5

酸素濃度 16.3 15.2 15.3 15.2 15.7 15.4 16.2 - 15.6 16.3 15.2

平均値 4 4 3 10 10 9 <3 - 6 10 3

換算値 6 5 4 16 16 15 <6 - 10 16 4

平均値 15.5 14.9 15.1 15.5 15.7 15.9 16.2 - 15.9 16.2 15.5

【測定位置：2系煙突】

測定年月日 R6.12.25 R7.2.14 R7.3.11 平均値 最大値 最小値

測定項目 単位 2系 2系 2系

湿りガス量 51,500 57,000 56,100 - 54,900 57,000 51,500

乾きガス量 40,300 44,500 44,900 - 43,200 44,900 40,300

ガス温度 219 219 226 - 221 226 219

水分量 21.6 22.0 14.7 - 14.2 14.7 13.2

流速 13.2 14.7 19.9 - 21.2 22.0 19.9

二酸化炭素 3.8 4.0 4.2 - 4.0 4.2 3.8

酸素 16.0 15.7 15.8 - 15.8 16.0 15.7

一酸化炭素 <0.1 <0.1 <0.1 - <0.1 <0.1 <0.1

窒素 80.2 80.3 80.0 - 80.2 80.3 80.0

測定値 < 0.001 < 0.001 < 0.001 - <0.001 <0.001 <0.001

換算値 < 0.002 < 0.002 < 0.002 - <0.002 <0.002 <0.002 0.08以下

酸素濃度 16.0 15.7 15.8 - 15.8 16.0 15.7

測定値 < 0.2 < 0.2 0.4 - 0.3 0.4 <0.2

換算値 < 0.5 < 0.5 0.7 - 0.6 0.7 <0.5

排出量 < 0.01 < 0.01 0.0 - 0.0 0.0 <0.009

酸素濃度 16.0 15.7 15.8 - 15.8 16.0 15.7

< 0.01 <0.01 < 0.01 - <0.01 <0.01 <0.01 10以下

測定値 53 54 57 - 55 57 53

換算値 85 88 91 - 88 91 85 250以下

酸素濃度 15.4 15.5 15.4 - 15.4 15.5 15.4

測定値 16 6 23 - 15 23 6

換算値 30 10 40 - 27 40 10 700以下

測定値 10 3 14 - 9 14 3

換算値 18 6 24 - 16 24 6

酸素濃度 16.0 15.7 15.8 - 15.8 16.0 15.7

平均値 8 7 5 - 7 8 5

換算値 12 11 8 - 10 12 8

平均値 15.4 15.5 15.4 - 15.4 15.5 15.4

※換算値は酸素濃度12%換算した値。

※m3Nは、標準状態（0℃1気圧）における体積を示す。
※平均値の算出にあたり、下限値未満は下限値として取り扱った。

m
3N/h

m3N/h
℃

％

m/s

ガス組成

%

%

%

%

ばいじん濃度
g/m

3N
g/m3N

%

硫黄酸化物濃度

ppm

ppm

m3N/h
%

硫黄酸化物排出量に該当するK値 －

窒素酸化物濃度

ppm

ppm

%

塩化水素濃度

mg/m
3N

mg/m
3N

ppm

ppm

%

一酸化炭素濃度
（連続測定）

ppm

ppm

酸素濃度
（連続測定）

%

規制基準

m
3N/h

m3N/h
℃

％

m/s

-

ガス組成

%

%

%

%

ばいじん濃度
g/m

3N
g/m3N

%

硫黄酸化物濃度

ppm

ppm

m3N/h
%

硫黄酸化物排出量に該当するK値 －

塩化水素濃度

mg/m
3N

mg/m3N
ppm

ppm

%

-

一酸化炭素濃度
（連続測定）

ppm

ppm

酸素濃度
（連続測定）

%

窒素酸化物濃度

ppm

ppm

%



- 101 - 

 

② 臭気測定 

 

 

 

 

（ｐｐｍ）
測定月

アンモニア <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 1以下
メチルメルカプタン <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.002以下
硫化水素 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.02以下
硫化メチル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.01以下
二硫化メチル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.009以下
トリメチルアミン <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.005以下
アセトアルデヒド <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.05以下
スチレン <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 0.4以下
プロピオン酸 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.03以下
ノルマル酪酸 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.001以下
ノルマル吉草酸 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.0009以下
イソ吉草酸 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.001以下

（ｐｐｍ）
測定月

アンモニア <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 1以下
メチルメルカプタン <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.002以下
硫化水素 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.02以下
硫化メチル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.01以下
二硫化メチル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.009以下
トリメチルアミン <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.005以下
アセトアルデヒド <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.05以下
スチレン <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 0.4以下
プロピオン酸 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.03以下
ノルマル酪酸 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.001以下
ノルマル吉草酸 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.0009以下
イソ吉草酸 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.001以下

敷地Ｄ

9月

悪臭防止法に
基づく規制基準

6月
　　　　　　測定場所
測定項目

　　　　　　測定場所
測定項目

悪臭防止法に
基づく規制基準敷地Ａ 敷地Ｂ 敷地Ｃ 敷地Ｄ

敷地Ａ 敷地Ｂ 敷地Ｃ
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(4) エコパーク２１ 

① 臭気測定 

 

 

 

 

 

 

測定位置：活性炭脱臭装置出口

5月 8月 11月 2月
敷地境界における
規制基準値（注）

アンモニア ppm    0.6    0.3  < 0.1    0.1 －
メチルメルカプタン ppm  < 0.0002    0.0007    0.0003  < 0.0002 －

硫化水素 ppm  < 0.002  < 0.002  < 0.002  < 0.002 －
硫化メチル ppm  < 0.001  < 0.001  < 0.001  < 0.001 －
二硫化メチル ppm  < 0.0009  < 0.0009  < 0.0009  < 0.0009 －

トリメチルアミン ppm  < 0.0005  < 0.0005  < 0.0005  < 0.0005 －
アセトアルデヒド ppm  < 0.005  < 0.005  < 0.005  < 0.005 －
スチレン ppm  < 0.04　  < 0.04　  < 0.04　  < 0.04　 －
プロピオン酸 ppm  < 0.003  < 0.003  < 0.003  < 0.003 －

ノルマル酪酸 ppm  < 0.0001  < 0.0001  < 0.0001  < 0.0001 －
ノルマル吉草酸 ppm  < 0.00009  < 0.00009  < 0.00009  < 0.00009 －
イソ吉草酸 ppm  < 0.0001  < 0.0001  < 0.0001  < 0.0001 －

臭気指数 -    12    21    19  <10 －
臭気濃度 -    17    130    73  <10 300※）参考

※)参考-臭気濃度による指導基準

　「奈良県悪臭防止対策指導要綱」（昭和63年3月11日）の一般地域に定められる排出口基準。
　　　なお生駒市は対象地域に含まれない。

(注)臭気濃度以外の悪臭物質については、「悪臭防止法に基づく規制地域の指定及び規制基準の設定」
    （昭和57年2月23日，奈良県告示第778号）の一般地域に定めらる規制基準。臭気濃度については、
    「奈良県悪臭防止対策指導要綱」（昭和63年3月11日）の一般地域に定められる指導基準。

測定位置：敷地境界（風上）

5月 8月 11月 2月
敷地境界における
規制基準値（注）

アンモニア ppm    0.1  < 0.1  < 0.1  < 0.1    1
メチルメルカプタン ppm  < 0.0002  < 0.0002  < 0.0002  < 0.0002    0.002

硫化水素 ppm  < 0.002  < 0.002  < 0.002  < 0.002    0.02
硫化メチル ppm  < 0.001  < 0.001  < 0.001  < 0.001    0.01
二硫化メチル ppm  < 0.0009  < 0.0009  < 0.0009  < 0.0009    0.009

トリメチルアミン ppm  < 0.0005  < 0.0005  < 0.0005  < 0.0005    0.005
アセトアルデヒド ppm  < 0.005  < 0.005  < 0.005  < 0.005    0.05
スチレン ppm  < 0.04　  < 0.04　  < 0.04　  < 0.04　    0.4
プロピオン酸 ppm  < 0.003  < 0.003  < 0.003  < 0.003    0.03

ノルマル酪酸 ppm  < 0.0001  < 0.0001  < 0.0001  < 0.0001    0.001
ノルマル吉草酸 ppm  < 0.00009  < 0.00009  < 0.00009  < 0.00009    0.0009
イソ吉草酸 ppm  < 0.0001  < 0.0001  < 0.0001  < 0.0001    0.001

臭気指数 -  <10  <10  <10  <10 -
臭気濃度 -  <10  <10  <10  <10   10　※）参考

※）参考-臭気濃度による指導基準

　「奈良県悪臭防止対策指導要綱」（昭和63年3月11日）の一般地域に定められる敷地境界線基準。
　　なお、生駒市は対象地域に含まれない。

(注)臭気濃度以外の悪臭物質については、「悪臭防止法に基づく規制地域の指定及び規制基準の設定」
　　（昭和57年2月23日，奈良県告示第778号）の一般地域に定めらる規制基準。臭気濃度については、
　　「奈良県悪臭防止対策指導要綱」（昭和63年3月11日）の一般地域に定められる指導基準。
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測定位置：敷地境界（風下）

5月 8月 11月 2月
敷地境界における
規制基準値（注）

アンモニア ppm  < 0.1  < 0.1  < 0.1  < 0.1    1
メチルメルカプタン ppm  < 0.0002  < 0.0002  < 0.0002  < 0.0002    0.002

硫化水素 ppm  < 0.002  < 0.002  < 0.002  < 0.002    0.02
硫化メチル ppm  < 0.001  < 0.001  < 0.001  < 0.001    0.01
二硫化メチル ppm  < 0.0009  < 0.0009  < 0.0009  < 0.0009    0.009

トリメチルアミン ppm  < 0.0005  < 0.0005  < 0.0005  < 0.0005    0.005
アセトアルデヒド ppm  < 0.005  < 0.005  < 0.005  < 0.005    0.05
スチレン ppm  < 0.04　  < 0.04　  < 0.04　  < 0.04　    0.4
プロピオン酸 ppm  < 0.003  < 0.003  < 0.003  < 0.003    0.03

ノルマル酪酸 ppm  < 0.0001  < 0.0001  < 0.0001  < 0.0001    0.001
ノルマル吉草酸 ppm  < 0.00009  < 0.00009  < 0.00009  < 0.00009    0.0009
イソ吉草酸 ppm  < 0.0001  < 0.0001  < 0.0001  < 0.0001    0.001

臭気指数 -  <10  <10  <10  <10 -
臭気濃度 -  <10  <10  <10  <10   10　※）参考

※）参考-臭気濃度による指導基準

　「奈良県悪臭防止対策指導要綱」（昭和63年3月11日）の一般地域に定められる敷地境界線基準。
　　なお、生駒市は対象地域に含まれない。

(注)臭気濃度以外の悪臭物質については、「悪臭防止法に基づく規制地域の指定及び規制基準の設定」
　　（昭和57年2月23日，奈良県告示第778号）の一般地域に定めらる規制基準。臭気濃度については、
　　「奈良県悪臭防止対策指導要綱」（昭和63年3月11日）の一般地域に定められる指導基準。

測定位置：北田原イモ山地区

5月 8月 11月 2月
敷地境界における
規制基準値（注）

アンモニア ppm  < 0.1  < 0.1  < 0.1  < 0.1    1
メチルメルカプタン ppm  < 0.0002  < 0.0002  < 0.0002  < 0.0002    0.002
硫化水素 ppm  < 0.002  < 0.002  < 0.002  < 0.002    0.02
硫化メチル ppm  < 0.001  < 0.001  < 0.001  < 0.001    0.01
二硫化メチル ppm  < 0.0009  < 0.0009  < 0.0009  < 0.0009    0.009
トリメチルアミン ppm  < 0.0005  < 0.0005  < 0.0005  < 0.0005    0.005
アセトアルデヒド ppm  < 0.005  < 0.005  < 0.005  < 0.005    0.05
スチレン ppm  < 0.04　  < 0.04　  < 0.04　  < 0.04　    0.4
プロピオン酸 ppm  < 0.003  < 0.003  < 0.003  < 0.003    0.03
ノルマル酪酸 ppm  < 0.0001  < 0.0001  < 0.0001  < 0.0001    0.001
ノルマル吉草酸 ppm  < 0.00009  < 0.00009  < 0.00009  < 0.00009    0.0009
イソ吉草酸 ppm  < 0.0001  < 0.0001  < 0.0001  < 0.0001    0.001
臭気指数 -  <10  <10  <10  <10 -
臭気濃度 -  <10  <10  <10  <10   10　※）参考

※）参考-臭気濃度による指導基準

　「奈良県悪臭防止対策指導要綱」（昭和63年3月11日）の一般地域に定められる敷地境界線基準。
　　なお、生駒市は対象地域に含まれない。

(注)臭気濃度以外の悪臭物質については、「悪臭防止法に基づく規制地域の指定及び規制基準の設定」
　　（昭和57年2月23日，奈良県告示第778号）の一般地域に定めらる規制基準。臭気濃度については、
　　「奈良県悪臭防止対策指導要綱」（昭和63年3月11日）の一般地域に定められる指導基準。



- 104 - 

 

 
  

測定位置：白庭台地区

5月 8月 11月 2月
敷地境界における
規制基準値（注）

アンモニア ppm  < 0.1  < 0.1  < 0.1  < 0.1    1
メチルメルカプタン ppm  < 0.0002  < 0.0002  < 0.0002  < 0.0002    0.002
硫化水素 ppm  < 0.002  < 0.002  < 0.002  < 0.002    0.02
硫化メチル ppm  < 0.001  < 0.001  < 0.001  < 0.001    0.01
二硫化メチル ppm  < 0.0009  < 0.0009  < 0.0009  < 0.0009    0.009
トリメチルアミン ppm  < 0.0005  < 0.0005  < 0.0005  < 0.0005    0.005
アセトアルデヒド ppm  < 0.005  < 0.005  < 0.005  < 0.005    0.05
スチレン ppm  < 0.04　  < 0.04　  < 0.04　  < 0.04　    0.4
プロピオン酸 ppm  < 0.003  < 0.003  < 0.003  < 0.003    0.03
ノルマル酪酸 ppm  < 0.0001  < 0.0001  < 0.0001  < 0.0001    0.001
ノルマル吉草酸 ppm  < 0.00009  < 0.00009  < 0.00009  < 0.00009    0.0009
イソ吉草酸 ppm  < 0.0001  < 0.0001  < 0.0001  < 0.0001    0.001
臭気指数 -  <10  <10  <10  <10 -
臭気濃度 -  <10  <10  <10  <10   10　※）参考

※）参考-臭気濃度による指導基準

　「奈良県悪臭防止対策指導要綱」（昭和63年3月11日）の一般地域に定められる敷地境界線基準。
　　なお、生駒市は対象地域に含まれない。

(注)臭気濃度以外の悪臭物質については、「悪臭防止法に基づく規制地域の指定及び規制基準の設定」
　　（昭和57年2月23日，奈良県告示第778号）の一般地域に定めらる規制基準。臭気濃度については、
　　「奈良県悪臭防止対策指導要綱」（昭和63年3月11日）の一般地域に定められる指導基準。
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3 施設概要 
(1) 生駒市清掃センター 

人口増加やライフスタイルの変化などによるごみの増加に対応するため、1 日に 110ｔのごみを焼却できる

炉を 2 基備えた生駒市清掃センターは、平成 3 年 3 月に竣工して以来、環境保全と安全対策に細心の注

意を払いつつ、安定かつ適切なごみ処理を行うとともに、発生した熱エネルギーを回収し、生駒市清掃センタ

ー施設内及び隣接する生駒山麓公園施設内において、温水生成のための熱源として利用している。 

平成 9 年には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「大気汚染防止法」が改正され、既設炉の排ガ

ス中のダイオキシン類(＊)濃度基準が、平成 14 年 12 月以降１ng-TEQ/ｍ3N(＊)以下に規制されること

になり、この新基準に適合させるため、平成 12 年度からダイオキシン類排出削減恒久対策に着手し、平成

14 年 3 月に改修が完了している。また、令和 4 年度から令和６年度にかけて、施設の長寿命化を目的とし

た生駒市清掃センター基幹的設備改良工事を実施し、令和７年２月に完了している。今後もさらに環境衛生

の推進とごみの減量化・リサイクル化を進め、より効率的なごみ処理を実施していく。 

 

① 施設の概要 

所在地   生駒市俵口町 2116 番地 91 

敷地面積  48,023m2 （甲子園球場１個分の広さ） 

延べ床面積 6,994.29m2（小学校の教室 110 個分の広さ） 

構造・階数 鉄筋コンクリート造 地上２階／地下２階 

処理能力  220 トン／24 時間（110 トン／24 時間×２炉） 

炉型式   流動床式焼却炉    

 

② 公害防止対策 

a 排ガス対策 

高性能の集じん装置や有害ガス除去装置を採用し、ダイオキシン類対策をはじめ、厳しい基準値に適合

したきれいな排ガスを排出している。 

b 飛灰対策 

飛灰は、薬剤を添加し、有害重金属の溶出を防止して、最終処理場へ搬出している。 

c 臭気対策 

ごみピットの臭気は、エアーカーテンにより施設外への漏れ出しを防止するとともに、燃焼用空気として、

焼却炉内で高温による熱分解処理を行っている。 

d 汚水排水対策 

ごみ汚水は焼却炉内で噴霧処理する。施設内で発生するその他の汚水は、処理した後に排ガス冷却水

として再利用するなど、施設外に汚水排水を出さない完全クローズドシステムを採用している。 
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(2) エコパーク２１ 

平成 13 年 4 月に本格稼働したし尿処理施設エコパーク 21 は、単にし尿や浄化槽汚泥を衛生的に処理

するのではなく、その処理過程から発生する汚泥に有機性廃棄物の生ごみを加えて、メタンガスを発生させ、

電気・熱エネルギーの回収を行うとともに、メタン発酵を終えた汚泥を原料にして肥料を生産する施設であ

る。 

令和６年度のし尿等の処理状況は、汲み取りし尿が 3,３９１．９７kl、浄化槽汚泥が 1７,４１７.７６kl、平成

28 年 4 月から受け入れを開始した平群町汚泥が 3,928.01kl で合計 24,737.74kl となり、1 日当たり

に換算すると、し尿 9.29kl、浄化槽汚泥 47.72kl、平群町汚泥 10.76kl を合わせ約 67.77kl の処理を

したことになる。 

生ごみについては、市内の大型店舗等から排出される野菜系の生ごみと学校給食センターの調理残渣を

活用しており、搬入された量は、411.96t で１日平均 1.13t となっている。 

本施設の主要な処理システムは、受入・貯留設備、膜分離高負荷脱窒素処理設備、高度処理・消毒設備、

汚泥処理（再資源化）、脱臭設備において、適正な水処理と効率的な資源・エネルギーを回収するとした循環

型社会に対応した施設である。 

再資源化システムは、汚泥に生ごみを加えてメタン発酵を行い、メタンガスを回収し発電を行っている。発

電した電気は、施設内の照明用電力に、また余剰のメタンガスは蒸気ボイラの燃料としてメタン発酵槽の加

温の熱源に利用する等、エネルギーの有効活用を行っている。 

さらに、メタン発酵を終えた消化汚泥は、真空乾燥し肥料とするため堆肥化装置で発酵させた後に袋詰め

して、市民の方々等に提供し、家庭菜園などの肥料として利用されている。なお、この汚泥肥料（たけまるコン

ポ）は、農林水産大臣に普通肥料として登録している。 

また、平成 29 年 3 月 27 日からエコパーク 21 処理水の放流先を河川から公共下水道(＊)に切り替え

た。その際に、水処理工程のうち膜分離装置及び活性炭吸着塔での処理を停止し、これらの設備をバイパス

して下水道に放流する工程に変更を行っている。 

 

① 施設の概要 

所在地：生駒市北田原町 2476 番地 8 

敷地面積：7,518m2 

建築面積：2,252m2 

処理能力：し尿等 80kl/日(し尿 10kl/日・浄化槽汚泥 70kl/日)生ごみ 1.3ｔ/日(最大 2.6ｔ/日) 

処理方式：水処理工程・・・膜分離高負荷生物脱窒素処理方式＋高度処理のうち、膜分離装置及び活

性炭吸着塔をバイパスし、放流先を下水道放流とする。 

再資源化工程・・・高温高速メタン発酵方式（メビウスシステム）及び汚泥堆肥化 

 

② 公害防止対策 

 騒音・臭気対策 

本施設は、住宅地に近接しているため、騒音・振動等の発生を防止する対策を行うほか、特に臭気に

ついては、し尿等の搬入する車両の出入り口を二重構造にするとともに薬剤による洗浄や活性炭による

吸着処理を行い、臭気がエコパーク 21 から外部に出ない対策を講じている。 
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(3) 火葬場 

生駒市営火葬場は昭和 47 年に設置され、市民生活に欠くことのできない施設として稼動している。敷地

内には小規模ながら斎場も併設している。 

また、設置後 40 年以上経過しており、利用者は増加する傾向にあるが、火葬場施設の機能低下はなく、

炉内の耐火レンガの張り替えや台車の補修などを実施するなど、適正な維持管理に努めて対応している。 

火葬場の炉は廃棄物処理施設ではないので大気汚染防止法やダイオキシン類対策特別措置法の特定施

設には該当しないが、火葬時の副葬品に制限を加えるとともに、平成 7 年度には煙道の再燃設備を設置し

て排出ガスを更に高温で焼却して完全燃焼させ、ダイオキシン類の発生の抑止に努めている。 

平成 12 年 3 月に厚生労働省より火葬場から排出されるダイオキシン類削減対策指針が出されたことに

より、そのガイドラインに基づき調査を実施している。 

 

① 施設の概要 

所在地  ：生駒市東菜畑 1 丁目 90 番地 

敷地面積：1,256 ㎡（380 坪） 

延べ床面積：火葬場 160 ㎡（48 坪） 

斎 場  36 ㎡ 

納骨塔  9 ㎡ 

納骨堂  16 ㎡ 

構  造：鉄筋コンクリート造平屋建て 

設  備：火葬炉 5 基（昭和 54 年度 2 基増設） 

 

② 火葬場の利用状況 

 

 

 

③ 火葬場使用料(令和元年 10月 1日から) 

 

 

 

 

 

令和2 3 4 5 6

市内（件） 880 881 939 973 946

市外（件） 241 294 77 59 82

合計（件） 1,121 1,175 1,016 1,032 1,028

１日当たり（件／日） 3.1 3.2 2.8 2.8 2.8

6 4 7 6 2斎場（件）

火葬場

市内 市外

大人（12歳以上の者） 一体につき 10,000円 80,000円

小人（12歳未満の者） 一体につき 5,000円 40,000円

死産児 一体につき 2,500円 25,000円

人体の一部分 一個につき 1,700円 17,000円

使用料

火葬場

斎場
２時間以内 2,090円

２時間以上１時間につき 1,050円
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4 生駒市環境基本条例 

 

私たちは、生駒山に象徴される緑豊かな生駒山地をはじめ、緩やかな矢田・西の京丘陵などの心和む自然

環境に囲まれ、美しい水と緑の織り成す恵み豊かな環境の下で、生活を営み、文化や歴史を育んできた。 

しかしながら、近年の人口増加や科学技術の発展による様々な資源やエネルギーを大量に消費する社会経

済活動は、生活の利便性や物質的な豊かさをもたらす反面、環境への負荷が自然や都市基盤における環境容

量を上回り、人の健康をはじめ生活環境の健全性や自然環境の豊かさ等が損なわれるおそれが生じてきてい

る。 

さらに、これらの環境問題は、地域の環境にとどまらず、地球全体の温暖化やオゾン層の破壊など地球的規

模の環境にまで及び、私たちの生活の基盤である地球環境が脅かされるまでに至っている。 

もとより、良好な環境は、健康で文化的な生活を営む上で欠くことのできないものであり、このかけがえのな

い恵み豊かな環境を保全し、将来の世代へ引き継いでいくことは、私たちの願いであり、また責務である。 

このため、私たちは、限りある環境を守るため、自らがこれまでの社会経済システムや生活様式を環境への

負荷の少ないものに改め、市、事業者及び市民が相互に協力しながら環境の保全及び創造を図り、人と自然

との共生及び持続的な発展が可能な社会を構築するとともに、地球環境の保全に貢献していくため、ここに、

この条例を制定する。 

第1章 総則 

(目的) 

第1条 この条例は、環境の保全及び創造について、基本理念を定め、並びに市、事業者及び市民の責務を明

らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全

及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活

の確保に寄与することを目的とする。 

(定義) 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるお

それのあるものをいう。 

(2) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大

気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒

音、振動、地盤の沈下(鉱物の採掘のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康

前文 

第 1 章 総則(第 1 条―第 6 条) 

第 2 章 環境の保全及び創造に関する基本的施策 

第 1 節 施策の基本指針(第 7 条) 

第 2 節 環境基本計画等(第 8 条・第 9 条) 

第 3 節 環境の保全及び創造のための施策等(第 10 条―第 19 条) 

第 4 節 地球環境の保全の推進(第 20 条) 

第 5 節 推進体制の整備等(第 21 条・第 22 条) 

第 3 章 環境審議会等 (第 23 条・第 24 条) 

附則 
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又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその

生育環境を含む。以下同じ)に係る被害が生ずることをいう。 

(3) 地球環境の保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生

生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保

全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。 

(基本理念) 

第3条 環境の保全及び創造は、市民が健康で文化的な生活を営む上で欠くことのできない良好な環境を確

保するとともに、これを将来にわたって維持し、及び向上させ、現在及び将来の世代が恵み豊かな環境の恵

沢を享受することができるように行われなければならない。 

2 環境の保全及び創造は、環境への負荷の少ない循環を基調とした持続的に発展することができる社会の

構築を目的として、すべての者がそれぞれの責務に応じた役割分担の下に自主的かつ積極的に行われなけ

ればならない。 

3 環境の保全及び創造は、人と自然とが共生できる都市の実現を目的として良好な自然環境を生かし、潤い

と安らぎのある快適な環境が確保されるように行われなければならない。 

4 環境の保全及び創造は、地域の環境が地球全体の環境にかかわっていることにかんがみ、地球環境の保

全に資するように行われなければならない。 

(市の責務) 

第4条 市は、市の区域の自然的社会的条件に応じた環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合的な施

策を策定し、及び実施する責務を有する。 

2 市は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、国及び他の地方公共団体と連携を図り、その推進に努め

るものとする。 

(事業者の責務) 

第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理そ

の他の公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。 

2 事業者は、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当

たって、その事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合にその適正な処理が図られることになる

ように必要な措置を講ずる責務を有する。 

3 前2項に定めるもののほか、事業者は、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売そ

の他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃棄されることに

よる環境への負荷の低減に資するように努めるとともに、その事業活動において、再生資源その他の環境へ

の負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するように努めなければならない。 

4 前3項に定めるもののほか、事業者は、その事業活動に関し、これに伴う環境への負荷の低減その他環境

の保全及び創造に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を

有する。 

(市民の責務) 
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第6条 市民は、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に、自ら積極

的に努めなければならない。 

2 前項に定めるもののほか、市民は、環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全

及び創造に関する施策に協力する責務を有する。 

第2章 環境の保全及び創造に関する基本的施策 

第1節 施策の基本指針 

第7条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を策定し、及び実施するに当たっては、次に掲げる事項の確

保を旨として、各種の施策相互の連携を図りつつ総合的かつ計画的に行うものとする。 

(1) 人の健康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然環境が適正に保全されるよう、大気、水、

土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されること。 

(2) 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保が図られるとともに、森

林、農地、水辺地等における多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全されるこ

と。 

(3) 人と自然、文化及び歴史との豊かな触れ合いが保たれること。 

(4) 廃棄物の減量化及び資源の循環的な利用が促進されること。 

(5) 地球温暖化の防止等に資する再生可能エネルギーの普及及びエネルギーの効率的な利用が促進され

ること。 

第2節 環境基本計画等 

(環境基本計画) 

第8条 市長は、環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、生駒市環境基本

計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。 

2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

(1) 環境の保全及び創造に関する長期的な目標及び施策の大綱 

(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために

必要な事項 

3 市長は、環境基本計画を定めようとするときは、市民及び事業者の意見を反映させるために必要な措置を

講ずるとともに、あらかじめ、第23条第1項に規定する生駒市環境審議会の意見を聴かなければならない。 

4 市長は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。 

(環境の状況等の公表) 

第9条 市長は、毎年、市の環境の状況、環境基本計画により実施された環境の保全及び創造に関する施策

の状況等を公表するものとする。 

第3節 環境の保全及び創造のための施策等 

(市の施策の策定等に当たっての配慮) 

第10条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境基本計画と

の整合を図ることにより環境の保全及び創造について配慮しなければならない。 
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(環境への配慮の促進) 

第11条 市は、土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業を行う事業者(以下「開発事業

者」という。)がその事業の実施に当たり環境の保全及び創造について配慮すべき事項を定めるとともに、開

発事業者がこれに即して自ら積極的に配慮することを促進するため、その普及に努めるものとする。 

(環境影響評価の推進) 

第12条 市は、開発事業者が環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業を実施する場合において、当該開

発事業者がその事業の実施に当たりあらかじめその事業に係る環境への影響について自ら適正に調査、予

測又は評価を行い、その結果により、その事業に係る環境の保全について適正に配慮することを推進するた

め、必要な措置を講ずるものとする。 

(規制的措置等) 

第13条 市は、環境の保全及び創造を図るために必要があると認めるときは、関係行政機関と協議して必要

な規制の措置を講ずるものとする。 

2 市長は、環境の保全及び創造の確保について、必要に応じて利害関係者と協議し、及び指導、助言その他

の措置を講ずることができる。 

(環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興等) 

第14条 市は、事業者及び市民が環境の保全及び創造についての理解を深めるとともに、これに関する活動

を行う意欲が増進されるようにするため、環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興その他必要な

措置を講ずるものとする。 

(民間団体等の自発的な活動の促進) 

第15条 市は、事業者、市民又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)が自発的に

行う緑化活動、再生資源に係る回収活動その他の環境の保全及び創造に関する活動が促進されるように、

必要な措置を講ずるものとする。 

(情報の提供) 

第16条 市は、環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興並びに民間団体等が自発的に行う環境の

保全及び創造に関する活動の促進に資するため、個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ環境の状

況その他の環境の保全及び創造に関する必要な情報を適切に提供するように努めるものとする。 

(調査研究の実施) 

第17条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を策定し、及び適正に実施するため、公害の防止、自然環

境の保全その他の環境の保全及び創造に関する事項について、必要な調査研究を行うものとする。 

(監視等の実施) 

第18条 市は、環境の状況を把握し、並びに環境の保全及び創造に関する施策を適正に実施するために必要

な監視、測定等を行うように努めるものとする。 

(環境マネジメントシステム) 

第19条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を効果的に推進するため、環境マネジメントシステム(環境

に配慮した活動を進めるための目標を決定し、当該目標を達成するための継続的な改善を図る仕組みをい

う。以下同じ。)の導入及び推進を図るものとする。 
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2 環境マネジメントシステムの実施に当たっては、環境への負荷の低減に向けて取り組む項目について、目標

を設定し、その取組状況を評価し、見直しを行うものとする。 

3 環境マネジメントシステムに係る方針の決定、総合調整等を行うため、市長を本部長とする生駒市環境マ

ネジメントシステム推進本部を置く。 

4 環境マネジメントシステムの運用に関し必要な事項の調査等を行うため、市長が指名する職員で構成する

生駒市環境マネジメントシステム推進委員会を置くことができる。 

5 環境マネジメントシステムを適正に運用するため、第24条第1項に規定する環境マネジメントシステム推進

会議において、取組状況の点検及び評価を行うものとする。 

6 前各項に定めるもののほか、環境マネジメントシステムの運用に関し必要な事項は、市長が定める。 

第4節 地球環境の保全の推進 

第20条 市は、国及び奈良県の施策と相まって、事業者及び市民と連携して、地球環境の保全に資する施策

の推進に努めるものとする。 

第5節 推進体制の整備等 

(推進体制の整備) 

第21条 市は、国、奈良県、事業者及び市民と連携して、環境の保全及び創造に関する施策を推進する体制

を整備するものとする。 

(国及び他の地方公共団体との協力) 

第22条 市は、環境の保全及び創造を図るための広域的な取組を必要とする施策について、国及び他の地方

公共団体と協力して、その推進に努めるものとする。 

第3章 環境審議会等 

(環境審議会) 

第23条 市の環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、生駒市環境審議会

(以下「審議会」という。)を置く。 

2 審議会は、次に掲げる事項を調査審議する。 

(1) 環境基本計画に関すること。 

(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関し必要な事項 

3 審議会は、委員15人以内をもって組織する。 

4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

(1) 議会の議員 

(2) 学識経験のある者 

(3) その他市長が必要と認める者 

5 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。 

6 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

7 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

 (環境マネジメントシステム推進会議) 
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第24条 環境マネジメントシステムの適正な運用を図るため、生駒市環境マネジメントシステム推進会議(以

下「推進会議」という。)を置く。 

2 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 環境マネジメントシステムに係る取組状況について点検し、及び評価すること。 

(2) 環境マネジメントシステムに係る目標について調査審議すること。 

(3) 前2号に掲げるもののほか、環境マネジメントシステムに関する必要な事項について調査審議するこ

と。 

3 推進会議は、委員35人以内をもって組織する。 

4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

(1) 学識経験のある者 

(2) 事業者及び市民 

(3) 市職員 

(4) その他市長が必要と認める者 

5 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。 

6 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

7 推進会議は、必要があると認めるときは、専門チームを置くことができる。 

8 推進会議は、その定めるところにより、専門チームの決議をもって推進会議の決議とすることができる。 

9 前各項に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

(以下、省略) 
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5 環境行政の沿革 

 
年 月 生駒市の動き 国・県の動き 

昭和 42 年８月  公害対策基本法公布 

昭和 43 年６月  大気汚染防止法、騒音規制法公布 

昭和 45 年 12 月  
廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止

法公布 

昭和 46 年６月  悪臭防止法公布 

昭和 46 年７月  奈良県公害防止条例施行 

昭和 46 年 11 月 生駒市制施行  

昭和 47 年６月 
生駒市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

公布 
自然環境保全法公布 

昭和 48 年６月  「奈良県光化学スモッグ緊急対策要領」実施 

昭和 48 年 10 月  瀬戸内海環境保全特別措置法公布 

昭和 51 年６月  振動規制法公布 

昭和 49 年４月 生駒市火葬場条例施行  

昭和 63 年４月 生駒市環境保全条例施行  

平成３年４月 
生駒市清掃施設条例施行（生駒市清掃センタ

ー、清掃リレーセンターの設置） 
再生資源の利用の促進に関する法律公布 

平成４年３月 たつたがわ万葉クリーン計画を策定  

平成５年８月 
生駒市学研高山地区環境保全対策基本指針

を策定 
 

平成５年 11 月  環境基本法公布 

平成６年１月 
生駒市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

施行（全部改正） 
 

平成６年 12 月  国の環境基本計画策定 

平成７年３月 生駒市一般廃棄物処理基本計画策定  

平成７年６月  
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関

する法律公布 

平成８年３月 生活排水処理基本計画策定 奈良県環境総合計画策定 

平成９年４月  
奈良県環境基本条例施行 

奈良県生活環境保全条例施行 

平成９年６月  環境影響評価法公布 

平成 10 年６月  特定家庭用機器再商品化法公布 

平成 10 年 10 月  地球温暖化対策推進法公布 

平成 11 年３月 
生駒市環境保全条例を廃止し生駒市環境基

本条例施行、生駒市環境基本計画策定 
 

平成 11 年 12 月  奈良県環境影響評価条例施行 

平成 12 年１月  ダイオキシン類対策特別措置法施行 
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年 月 生駒市の動き 国・県の動き 

平成 12 年６月  
循環型社会形成推進基本法公布 

食品リサイクル法施行 

平成 13 年３月 生駒市環境行動計画策定  

平成 13 年４月 エコパーク２１条例施行（衛生処理場） 特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)施行 

平成 14 年１月  ＰＲＴＲ法施行 

平成 14 年５月  建設リサイクル法施行 

平成 15 年１月  自然再生推進法施行 

平成 15 年２月  土壌汚染対策法施行 

平成 15 年７月  
環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推

進に関する法律公布 

平成 16 年６月  景観法公布 

平成 16 年９月 生駒市緑の基本計画策定  

平成 17 年１月  自動車リサイクル法施行 

平成 17 年２月  京都議定書発効 

平成 17 年３月 生駒市一般廃棄物処理基本計画策定  

平成 17 年６月 いこま水環境実感再生計画認定 
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関

する法律施行 

平成 18 年３月  
石綿による健康被害等の救済に関する法律施行 

新奈良県環境総合計画策定 

平成 18 年４月  
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施

行 

平成 21 年３月 生駒市環境基本計画（第２次）策定  

平成 21 年４月  奈良県景観計画策定 

平成 21 年５月  
エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）

改正 

平成 21 年 10 月 
生駒市環境基本計画推進会議（ECO-net 生

駒）設立 
 

平成 22 年 12 月 生駒市環境マネジメントシステム運用開始  

平成 23 年 1 月 景観法に基づく景観行政団体となる  

平成 23 年 1 月 
生駒市まちをきれいにする条例施行 

生駒市景観条例施行 
 

平成 23 年 4 月 生駒市景観計画策定  

平成 23 年 5 月 
ごみ半減プラン（生駒市一般廃棄物（ごみ）処

理基本計画）策定 
 

平成 23 年 7 月 
環境自治体スタンダード（LAS-E）第１ステー

ジ合格証を取得 
 

平成 24 年 10 月 生駒市環境基本条例改正  

平成 25 年 3 月  奈良県エネルギービジョン策定 

平成 25 年 4 月  小型家電リサイクル法施行 
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年 月 生駒市の動き 国・県の動き 

平成 25 年 10 月 生駒市まちをきれいにする条例改正  

平成 26 年 3 月 
環境モデル都市に選定 

生駒市エネルギービジョン策定 
 

平成 26 年 6 月 生駒市環境基本計画 5 年目見直し版策定  

平成 27 年 1 月 生駒市環境モデル都市アクションプラン策定  

平成 27 年 4 月 家庭ごみ有料化を開始  

平成 28 年 3 月  
奈良県環境総合計画策定 

第 2 次奈良県エネルギービジョン策定 

平成 28 年 10 月 
生駒市土砂等による土地の埋立て等の規制に

関する条例施行 
 

平成 29 年 7 月 いこま市民パワー株式会社設立  

平成 29 年 10 月 
生駒市歩きたばこ及び路上喫煙の防止に関す

る条例施行 
 

平成 30 年 4 月  国の第五次環境基本計画を閣議決定 

平成 31 年 3 月 

生駒市環境基本計画（第 3 次）策定 

生駒市環境モデル都市アクションプラン（第 2

次）策定 

第 3 次奈良県エネルギービジョン策定 

令和元年 7 月 ＳＤＧｓ未来都市に選定  

令和元年 9 月 生駒市農業ビジョン策定  

令和元年 10 月 生駒市ＳＤＧｓ未来都市計画策定  

令和元年 11 月 ゼロカーボンシティを宣言  

令和２年１０月  

国が２０５０年カーボンニュートラル、脱炭素社会を目

指すことを宣言 

地球温暖化対策計画を閣議決定 

令和３年３月 
生駒市 SDGs 未来都市計画改定 

生駒市地域公共交通計画策定 

奈良県環境総合計画（2021－2025）策定 

奈良県がゼロカーボンシティを宣言 

令和３年６月 
生駒市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画（令和

３年年度～令和１２年度）策定 
 

令和４年４月  改正地球温暖化対策推進法施行 

令和５年４月 脱炭素先行地域に選定  

令和５年１０月  
奈良県太陽光発電施設の設置及び維持管理等に関

する条例施行 

令和６年３月 
生駒市地球温暖化対策実行計画（事務事業

編）策定 
 

令和６年４月 
第３次生駒市環境モデル都市アクションプラン

策定 
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年 月 生駒市の動き 国・県の動き 

令和 7 年３月 
第３次生駒市環境基本計画見直し版策定 

生駒市 SDGs 未来都市計画改定 
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6 令和６年度環境関連経費決算額 

 
図表９「環境行政組織図」のうち、環境行政を中心的に担う地域活力創生部 SDGｓ推進課及

び環境保全課の所管の内、環境関連経費として計上された令和 6 年度歳入及び歳出決算は以

下のとおり、歳入が 1,７３0 百万円、歳出が 6,738 百万円となった。 

生駒市全体の一般会計決算額は歳入が 49,230 百万円、歳出が 47,384 百万円となって

おり、その中で環境関連経費については、歳入が 3.51%、歳出が１4.22%を占めている。 

 

合計 1,730,120,175 円 

 

〔歳出〕 

合計 6,738,479,664 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

款 項 目 節 決算額（円） 内容 

14 使用料

及び手数

料 

1 使用料 3 衛生使用料 
1 保健衛生使用

料 
16,055,880 火葬場使用料 

2 手数料 3 衛生手数料  

1 保健衛生手数

料 
3,487,554 犬の登録手数料等 

2 清掃手数料 276,213,524 
家庭系・事業系ごみ処理手数

料、し尿処理手数料 

15 国庫支

出金 

2 国庫補

助金 

3 衛生費国庫

補助金 

1 保健衛生費補

助金 
1,309,909,000 

循環型社会形成推進交付金 

地方脱炭素移行・再エネ推進

交付金 

21 諸収入 4 雑入 4 雑入 4 雑入 124,454,217 
汚泥処理負担金、ペットボトル

等売却収入等 

款 項 目 決算額（円） 内容 

4 衛生費 

1 保健衛生費 

4 環境衛生費 168,150,718 
環境美化、愛がん動物の適正管

理推進等 

5 環境保全対策費 195,959,040 
再生可能エネルギーの普及、生

活環境保全、環境啓発等 

2 清掃費 

1 清掃総務費 126,234,387 清掃事務費等 

2 ごみ処理費 1,016,361,712 ごみ収集運搬費用等 

3 ごみ処理施設費 4,817,729,573 ごみ焼却施設管理業務費用等 

4 し尿処理費 108,158,138 し尿収集運搬費用等 

5 し尿処理施設費 
305,886,096 衛生処理場運転管理業務委託料

等 

〔歳入〕 
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